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この度、これから 10年間の本市のまちづくりの羅針盤となる第 7次総合基本計画を策定い

たしました。

人口減少や少子高齢化が進行する中、暮らしやまちの様子はこれから大きく変わろうとして

います。

色々なことがこれまでと同じようにはできない中で、それでもこのまちに住む人々が将来に

わたって安心して快適に暮らしていくためには、どのようなまちをめざしていけば良いのでし

ょうか？

この地に受け継がれてきた歴史や文化、豊かな自然や特産品、そこに暮らし、活躍する人々。

そうした羽曳野市が持つ様々なポテンシャルが、「魅力」として発揮され、結び合わされ、

新たな未来を築いていくまち。

市と市民・事業者・団体がお互いの課題に対して、協働・共創の取り組みを進め、市民一人

ひとりのウェルビーイングが実現されていく。

そのようにして、みんなの想いや願い、幸せが多種多様な「カタチ」になっていくことで、

地域全体がどんどん良くなっていくまち。

これからの羽曳野市は、そのようなまちをめざしてまいります。

本計画の策定にあたりましては、市民アンケート調査や市民ワーキング会議、総合基本計画

等審議会を通じ、市民をはじめとする様々な方から貴重なご意見・ご協力をいただきました。

心より感謝申し上げます。

さらに、今後のまちづくりを進めて行く上におきましても、引き続き、市民、団体、事業者

の皆様のお力添えが不可欠であります。

羽曳野市の未来の創生に向け、より一層のご理解とご協力をいただきますよう、何卒よろし

くお願い申し上げます。

魅力が息づき 未来を築くまち はびきの

～みんなの想いがカタチになる どんどん良くなる羽曳野市～

※ウェルビーイング

…身体的・精神的・社会的に良好な状態

にあることを表す概念

 令和 8(2026)年 3月  

羽曳野市長 山入端 創
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１ 計画の基本的事項

（１）計画の役割

総合基本計画は、市民や行政が共有する「まちの将来像」と基本方針を明示し、地域の一

体的な発展をめざすための指針であり、福祉・教育・産業・環境など各分野の施策や事業を

総合的・計画的に推進する役割を担います。

さらに、市民参加による策定を通じて行政との協働を促進し、地域の課題や目標に対する

合意形成の基盤を築くとともに、他の自治体や企業、NPO、大学など外部の組織とも共通の

ビジョンのもとで連携を図るための枠組みとして機能します。

（２）計画の構成・期間

総合基本計画は、「基本構想」と「基本計画」で組み立てます。計画期間は令和 8(2026)

年度から令和 17(2035)年度です。

また、まち・ひと・しごと創生の取り組みについて定めた「羽曳野市まち・ひと・しごと

創生総合戦略」については、総合基本計画との関係性を整理しつつ、連動しながら推進して

いきます。
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（３）計画の進行管理

基本構想で示すまちの将来像や目標の実現・達成に向け、基本計画を円滑に実行していく

ため、主要事業の内容を示すとともに、それらを有効に運用できるよう、計画の策定（Plan）、

実施（Do）、成果測定・評価（Check）、改善（Action）の PDCAサイクルを進行管理の手法と

して活用します。

＜進行管理・評価手法＞

【実施計画】

基本計画で設定した「施策の方向」に沿って実施されるすべての事務事業について、年度

ごとに進捗状況を把握・検証し、計画の進行に活用していきます。

【施策評価】

基本計画に位置づけられた「施策」を評価単位とし、同計画に掲げた各指標の達成度を判

定するとともに、現状と課題を整理し、次期基本計画に反映していきます。

※地域社会を構成するのは行政だけではなく、市民や事業者・団体など多種多様な主体

であることから、総合計画の評価にあたっては、以下の 2 つの対象の取り組みを振り

返ることができる仕組みを導入していきます。

①行政運営の結果

（例．各事業の取り組み実績等の数値等）

②市民や事業者・団体など民間も含めた羽曳野市全体としてのまちづくり活動の結果

（例．市民アンケート、デジタル庁「地域幸福度（Well-Being）指標」の活用等）
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２ 羽曳野市の特性

（１）位置と特徴

羽曳野市は大阪府の南東部に位置し、生駒、信貴、金剛、葛城山系に囲まれた河内平野の

中にあり、東は二上山系を経て奈良県香芝市、西は堺市と松原市、南は富田林市と太子町、

北は藤井寺市と柏原市に接しています。

広さは東西 8.4km、南北 6.2km、市域面積 26.45㎢で大阪府の 1.39％を占めています。

【特徴①】高い交通利便性を有するベッドタウン

市内には近鉄南大阪線と長野線が通り、5つの駅を有しています。また、市内やその周辺

には、広域的な幹線道路である阪和自動車道、西名阪自動車道、南阪奈道路、大阪中央環状

線、大阪外環状線等が通っています。

大阪市の中心からは約 20km 圏内、近隣他府県の都心部からも約 50km 圏内にあり、交通

の便は比較的良いと言えます。大阪市内に電車で 20 分、車では 30 分程度でアクセスでき

る立地となっており、大阪市へ通勤する方も多く住んでいるベッドタウンとなっています。

【特徴②】豊富な地域資源を持つまち

応神天皇陵古墳等の多くの大型古墳を有する「古市古墳群」 は、令和元（2019）年 7月

に「百舌鳥・古市古墳群」としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。また、市内を東

西に走る日本最古の官道である竹内街道は、平成 29（2017）年 4月に「竹内街道・横大路

（大道）」として府内初の日本遺産に認定されました。その他、武家社会の基礎を築いた河

内源氏発祥の地でもあり、その氏神である壺井八幡宮や菩提寺であった通法寺跡等、数多く

の貴重な歴史文化遺産が継承されています。

東部には二上山系の斜面を利用して広大な果樹園が形成され、南西部には、羽曳野丘陵地

帯があり、なだらかな丘陵・山麓地の自然に培われた山紫水明の地で、昔から農産物の栽培

に適し、夏の味覚ぶどうや関西地区でトップクラスの生産量を誇るいちじくは、特産品とし

て有名です。

さらに、羽曳野市は古くから食肉加工業が盛んです。その歴史は 140 年前まで遡り、現

在は関西でも指折りの「肉の聖地」として知る人ぞ知るまちとなっています。特に、焼肉店

は市内に多くあり、質の高い和牛を提供する店が多いことで知られています。

豊かな自然と歴史に加え、農産物・食肉といった多様な地域資源が共存する点が、羽曳野

市の大きな特徴です。
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図 近隣の都心部にアクセスしやすい立地

羽曳野市の地域資源
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（２）羽曳野市の成り立ち
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■羽曳野市総合基本計画の変遷
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（３）統計調査からみた現況と見通し

① 人口・世帯

令和 2（2020）年の人口は 108,736人で、平成 17（2005）年以降、減少傾向が続いて

います。

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の令和 5(2023)年推計において、令和 17(2035)

年の人口は約 92,000人と予測されています。

令和 2（2020）年の世帯数は、45,008世帯で、1世帯当たりの人員は 2.43人となって

います。

世帯数は増加が続いており、1世帯当たりの人員は減少しています。

図 人口・世帯数の推移

資料：総務省「国勢調査」/国立社会保障・人口問題研究所
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■ 年齢 3区分別人口の推移

令和 2(2020)年の年少人口は 12,338人（11.5％）、生産年齢人口は 61,958人（57.6％）、

老年人口は 33,318人（31.0％）となっています。

老年人口の増加、生産年齢人口の減少が顕著となっています。

図 年齢 3区分別人口の推移

資料：総務省「国勢調査」/国立社会保障・人口問題研究所

■ 年齢 5歳階級別人口の移動状況

平成 7(1995)年から令和 2(2020)年の年齢階級（5歳階級別）の人口移動（純移動数）を

みると、20～24歳の人口が大きく減少しており、人口減少の要因のひとつになっています。

図 年齢 5歳階級別人口の移動状況

資料：総務省「国勢調査」
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■ 人口増減

羽曳野市の人口統計によると、出生数から死亡数を差し引いた自然増減は、自然減が年々

拡大しており、令和 6(2024)年は 950人の自然減となっています。

一方、羽曳野市に転入した人の数と、羽曳野市から転出した人の数の差を表す社会増減

は、令和 2(2020)年までは社会減の傾向にありましたが令和 3(2021)年以降は社会増の傾向

にあり、令和 6(2024)年は 115 人の社会増となっています。

図 羽曳野市の人口の増減（各年 1月 1日時点）

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

② 就業者・産業

就業者数は平成 12(2000)年をピークに減少し、市内での就業者は近年ほぼ横ばいで推移

しています。

産業別就業は令和 2(2020)年において、第 3次産業が 33,508人と就業者総数の 7割以上

を占めています。

図 就業者数の推移
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（2020）

令和3年

（2021）

令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

自然増減 社会増減

（人）

29,901 33,311 34,633 34,870 35,088 35,696 34,781

52,650
55,635 57,390 56,329

54,120
52,102

47,599

909 911 766 702 582 516 486

18,764 19,045
17,133

14,556
12,636 12,226 11,264

32,687
35,306 35,119 35,692

33,874 33,367 33,508

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成2年

(1990)

平成7年

(1995)

平成12年

(2000)

平成17年

(2005)

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

令和2年

(2020)

市内就業者 就業者総数 第1次産業 第2次産業 第3次産業

（人）

資料：総務省「国勢調査」
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③ 財政の状況・見通し

令和 6(2024)年度の会計では、歳入が歳出を上回っていますが、令和 7(2025)年度以降は

歳出が歳入を上回る見通しとなっており、収支不足は年々拡大傾向です。

今後は人口減少に伴って市税収入の大幅な増加は期待できないことに加え、高齢化によ

る扶助費の増加や、老朽化した公共施設等の更新等が重なり、一層厳しい財政状況になるこ

とが予測されます。

図 歳入見通し（普通会計）

図 歳出見通し（普通会計）

12,693 13,220 13,327 13,328 13,425 13,538

13,985 13,650 13,863 14,042 13,941 13,840

15,777 17,170 16,508 16,363 16,405 16,448

1,272

5,864
430

2,042
5,418

2,9852,287

1,590

1,590
1,726

2,868
1,926

46,014

51,494

45,718
47,501

52,058
48,737

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

令和6年度決算

(2024)

令和7年度

(2025)

令和8年度

(2026)

令和9年度

(2027)

令和10年度

(2028)

令和11年度

(2029)

市税 地方交付税等 国・府支出金 市債 その他

(百万円)

7,258 7,020 7,415 7,310 7,698 7,545

16,995 17,476 17,529 17,581 17,581 17,581

3,281 3,295 3,500 3,391 3,559 3,510
1,904

7,558
814 2,579

6,845
4,3405,378

5,665

5,828
5,880

5,933
5,986

5,184

5,364

5,552
5,505

5,580
5,5375,237

5,378

5,440
5,450

5,491
5,531

566

405

779
1,394

1,703
2,621

45,803

52,161

46,857
49,090

54,390
52,651

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

令和6年度決算

(2024)

令和7年度

(2025)

令和8年度

(2026)

令和9年度

(2027)

令和10年度

(2028)

令和11年度

(2029)

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 物件費 補助費等 繰出金 その他

（百万円）

義務的経費

その他の経費

投資的経費

資料：総務部財政管理課

資料：総務部財政管理課
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図 歳入・歳出の推移予測

資料：総務部財政管理課
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（４）市民の意向と意見

市民アンケート調査

■アンケート調査概要

調査対象 無作為に抽出した 18歳以上の市民 3,000人

調査方法 郵便による発送・回収および WEB回答

調査期間 令和 6(2024)年 10月

有効回答 回収数：885件（回収率：29.5％）

① 羽曳野市の「住みごこち」について

「長年住みなれていて、愛着がある」や「古墳などの歴史資源やまち並みに風情を

感じる」、「山や川、田園など自然環境に恵まれている」が高評価の上位 3項目となっ

ています。一方、「魅力ある店や商店街などが多く、買物の便が良い」、「自由に遊べ

る公園が整っている」、「道路・交通網が整備されている」が低評価の上位 3項目とな

っています。

18.8 

14.9 

11.1 

10.8 

10.6 

9.2 

6.9 

8.9 

10.3 

12.0 

8.2 

8.9 

7.0 

7.1 

5.2 

6.1 

4.7 

24.3 

26.0 

26.0 

23.8 

23.2 

21.5 

22.9 

20.8 

17.6 

15.6 

19.2 

17.6 

19.3 

16.9 

17.7 

16.0 

15.1 

27.1 

29.8 

29.9 

35.7 

39.3 

38.9 

40.0 

35.8 

32.1 

28.0 

40.1 

33.9 

42.3 

45.8 

46.2 

53.6 

48.1 

16.0 

17.9 

21.5 

19.0 

17.6 

20.0 

19.2 

20.6 

26.1 

27.8 

23.1 

26.7 

22.5 

19.5 

20.9 

16.2 

22.0 

11.3 

8.7 

8.7 

7.9 

6.4 

7.7 

8.2 

10.8 

11.1 

13.3 

6.4 

9.6 

5.6 

7.1 

6.9 

4.9 

7.1 

2.5 

2.7 

2.8 

2.7 

2.8 

2.8 

2.7 

3.1 

2.8 

3.3 

2.9 

3.3 

3.3 

3.5 

3.1 

3.3 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

長年住みなれていて、愛着がある

古墳などの歴史資源やまち並みに風情を感じる

山や川、田園など自然環境に恵まれている

地元の新鮮な野菜や果物が手に入りやすい

治安が良く、安心・安全で閑静な住宅地である

病院などの医療体制が整っている

近所付合いなどが多い人情味豊かな土地柄である

通勤・通学に便利である

自由に遊べる公園が整っている

魅力ある店や商店街などが多く、買物の便が良い

公共施設の利便性が良い

道路・交通網が整備されている

文化・スポーツ施設が充実している

公共機関のサービスが良い

高齢者施設などの福祉施設が整っている

子どもの保育・教育環境が良い

物価や地代・家賃が安い

そう思う ややそう思う ふつう あまり思わない そう思わない 無回答
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② 羽曳野市での「暮らしの満足度」について

「どちらかといえば満足」が 59.2％と最も多く、「満足」の 12.4％と合わせた回答

が約 7割を占めています。

③ 今後の羽曳野市への居住意向について

「ずっと住み続けたい」が 26.7％（前回 36.2％）、「当分の間住み続けたい」が 36.2％

（前回 31.2％）となっており、これらを合わせた定住意向は 62.9％で前回調査の

67.4％を 4.5ポイント下回っています。

「市外に移りたい」は 9.9％（前回 8.0％）とわずかに増加しています。

前回調査との比較（市民アンケート）

設問項目（今後の居住意向） 令和元年 11月 令和 6年 9月 増減

ずっと住み続けたい 36.2% 26.7% △9.5pt

当分の間住み続けたい 31.2% 36.2% 5.0pt

市外に移りたい 8.0% 9.9% 1.9pt

12.4

15.4

10.2

59.2

56.1

61.3

100.0

20.9

20.8

21.8

4.2

5.1

3.4

3.3

2.6

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

男性

女性

その他

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満足 不満足 無回答

26.7

36.2

9.9

24.1

3.2

0% 10% 20% 30% 40%

ずっと住み続けたい

当分の間住み続けたい

市外に移りたい

わからない

無回答
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④ 羽曳野市のまちづくりへの満足度・重要度について

【満足度】

「消防・救急体制の充実」、「安全で安定した上下水道の整備」、「健康づくりの推進

と医療体制の充実」が満足度（満足・やや満足）の上位 3項目となっています。

一方、「安全・快適な道路整備と公共交通の確保」、「調和の取れた土地利用、良好

な市街地整備」、「商工業・サービス業の活性化」が不満度（やや不満・不満）の上位

3項目となっています。
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27.5 

27.1 

25.3 

23.2 

20.5 

20.2 

18.0 

14.2 

13.7 

13.6 

13.3 

12.5 

12.5 

11.6 

11.6 

11.4 

11.0 

10.8 

10.7 

10.3 

9.8 

9.8 

9.3 

8.4 

8.2 

8.2 

8.1 

7.7 

7.6 

7.6 

7.3 

6.7 

6.4 

5.9 

5.8 

4.9 

29.1

25.0

28.6

11.9

25.4

16.4

20.4

16.2

13.7

12.7

11.7

5.4

13.4

14.7

13.1

10.0

7.2

12.1

8.5

12.3

11.8

16.0

12.3

7.1

9.1

8.3

9.3

7.7

6.2

10.1

8.1

6.1

7.8

6.1

6.2

8.9

0% 10% 20% 30%

消防・救急体制の充実

安全で安定した上下水道の整備

健康づくりの推進と医療体制の充実

豊かな歴史・文化の継承と振興

市役所の窓口サービスの利便性向上

憩いと安らぎを与えるみどり･空間整備

ごみの減量化と再資源化の推進

環境保全・美化活動の促進

うるおいのある住環境と景観形成

情報公開と広報・広聴の充実

防犯対策の充実

安全・安心な消費生活の確保

安心して産み育てられる子育て支援

共に支え合う地域福祉の充実

いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実

生きる力を育む学校教育の充実

市民を守る危機管理対策の充実

安全・快適な道路整備と公共交通の確保

防災・減災に向けた体制整備

調和の取れた土地利用、良好な市街地整備

誰もが主体的に学び続ける生涯学習の推進

生涯スポーツ・レクリエーションの推進

平和意識・人権尊重の啓発・高揚

生活支援などのセーフティネットの確保

次代を担うこども・若者育成支援の推進

都市農業の振興

自立した生活を支える障がい者福祉の充実

あらゆる分野での男女共同参画の促進

安心して働ける労働環境の充実

市民協働と地域コミュニティの活性化

持続可能な行財政運営の推進

シティプロモーションの推進

観光振興・都市間交流の充実

商工業・サービス業の活性化

広域行政・地方分権の推進

まちを支える人材育成の推進

令和6年度

（2024）

令和元年度

（2019）

【参考】前回のアンケート調査結果との比較

※「満足」、「やや満足」の合計値
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【重要度】

「安全・快適な道路整備と公共交通の確保」、「健康づくりの推進と医療体制の充

実」、「消防・救急体制の充実」、「市役所の窓口サービスの利便性向上」、「次代を担う

こども・若者育成支援の推進」の重要度が特に高くなっています。
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48.7 

48.2 

45.8 

44.9 

43.6 

42.7 

42.6 

42.0 

41.1 

40.9 

40.3 

40.2 

39.5 

38.9 

38.0 

36.9 

35.9 

35.8 

35.6 

35.5 

34.9 

34.8 

34.1 

33.1 

32.2 

32.1 

31.4 

31.3 

31.2 

30.4 

29.8 

29.7 

26.2 

26.1 

26.1 

24.9 

61.7

67.8

65.4

55.1

60.9

62.8

66.2

62.2

63.3

47.3

57.6

60.6

40.6

57.8

47.7

50.4

43.1

56.2

53.5

49.5

55.2

51.9

46.2

53.1

52.7

40.0

51.9

42.3

45.9

40.8

43.5

42.2

37.0

41.7

38.8

39.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

安全・快適な道路整備と公共交通の確保

健康づくりの推進と医療体制の充実

消防・救急体制の充実

市役所の窓口サービスの利便性向上

次代を担うこども・若者育成支援の推進

防犯対策の充実

防災・減災に向けた体制整備

市民を守る危機管理対策の充実

安心して産み育てられる子育て支援

調和の取れた土地利用、良好な市街地整備

安全で安定した上下水道の整備

生きる力を育む学校教育の充実

安全・安心な消費生活の確保

いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実

商工業・サービス業の活性化

安心して働ける労働環境の充実

豊かな歴史・文化の継承と振興

憩いと安らぎを与えるみどり･空間整備

ごみの減量化と再資源化の推進

まちを支える人材育成の推進

共に支え合う地域福祉の充実

持続可能な行財政運営の推進

生活支援などのセーフティネットの確保

環境保全・美化活動の促進

うるおいのある住環境と景観形成

都市農業の振興

自立した生活を支える障がい者福祉の充実

シティプロモーションの推進

生涯スポーツ・レクリエーションの推進

情報公開と広報・広聴の充実

誰もが主体的に学び続ける生涯学習の推進

観光振興・都市間交流の充実

あらゆる分野での男女共同参画の促進

平和意識・人権尊重の啓発・高揚

広域行政・地方分権の推進

市民協働と地域コミュニティの活性化

令和6年度

（2024）

令和元年度

（2019）

【参考】前回のアンケート調査結果との比較

※「高い」、「やや高い」の合計値
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■満足度×重要度

土地利用・市街地

住環境・景観

道路・公共交通

みどり・空間

上下水道

危機管理対策

防災・減災

消防・救急

防犯対策

消費生活

環境保全・美化活動

ごみ減量化・再資源化

健康・医療体制

地域福祉

高齢者福祉

障害者福祉

セーフティネット

子育て

学校教育
子ども・若者育成

都市農業

商工業・サービス業

観光振興・都市間交流

シティプロモーション

労働環境

生涯学習

スポーツ

歴史・文化

平和意識・人権尊重
男女共同参画

市民協働

情報公開・広報・広聴

行財政

広域行政・地方分権

人材育成

市役所の窓口サービス

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0

重
要
度

満足度満足度

重
要
度

※以下の点数で合計値を計算し、その後、有効回答数で偏差値化

【満足度】満足：5 点、やや満足：4 点、ふつう：3 点、やや不満：2 点、不満：1 点

【重要度】高い：5 点、やや高い：4 点、ふつう：3 点、やや低い：2 点、低い：1 点
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⑤ 今後 10年間のまちづくりで重要であると思うものについて

「安全安心で快適に移動できるまち」が 38.3％と最も多くなっています。次いで、

「安定したライフラインが整備されたまち」が 26.6％、「住み慣れた地域でいつまで

も安心して暮らせるまち」が 19.3％となっています。

38.3 

26.6 

19.3 

18.5 

16.9 

15.7 

13.2 

13.0 

12.9 

11.2 

9.4 

9.2 

7.9 

7.2 

7.0 

6.3 

5.2 

5.0 

4.9 

3.4 

3.2 

2.8 

2.7 

2.6 

2.6 

1.7 

1.6 

1.1 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40%

安全安心で快適に移動できるまち

安定したライフラインが整備されたまち

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまち

次世代の生きる力を育むまち

憩いを与える公園・緑・水辺のあるまち

貴重な歴史文化と共に生きるまち

自然・歴史と調和した住みよいまち

地域全体で笑顔あふれる子どもを育むまち

市民が主体的に活躍できるまち

心身がいきいきと健康に暮らせるまち

青少年が夢をもって社会参画できるまち

誰もがその人らしく自立して暮らせるまち

多様な価値観が共生できるまち

市民とともにつくる災害に強い安全なまち

持続可能な行財政運営

誰もが夢を持ち働きやすいまち

市民の食を支える産業を育むまち

人と企業が集まる活気と創造にあふれるまち

犯罪を未然に防ぎ安心して生活できるまち

すべての世代が学びあい育ちあえるまち

あらゆる主体が共に支えあう共生のまち

自然環境を守り次世代につなぐまち

地域がつながり地域で課題解決できるまち

誰もが能力と個性を発揮できるまち

すべての市民に情報が届けられるまち

思いやりを持ち人権が尊重されるまち

国内外から人が訪れる交流のまち

暮らしに文化・スポーツが息づくまち

その他
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⑥ 人口減少下に必要なまちの活性化に向けた取り組みについて

「道路や公共交通（鉄道・バス）の充実」が 35.7％と最も多く、次いで「妊娠・出

産・子育ての切れ目のない支援」が 25.9％、「若い世代が求める働く場づくり」が

24.0％、「仕事と家庭の両立支援」が 21.7％となっています。

35.7
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24.0
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0% 10% 20% 30% 40%

道路や公共交通（鉄道・バス）の充実

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

若い世代が求める働く場づくり

仕事と家庭の両立支援

地域医療体制の充実

20・30歳代の若い世代にターゲットを絞った移住支援

市外からの企業誘致の促進

空き家などの住宅対策の充実

中小企業の経営安定のための支援

次代を担う子どもたちの健全育成

特色ある学校教育の充実

防災・減災対策の充実

｢親･子･孫｣を基本とする3世代同居や近居･隣居への支援

市外からの移住希望者の転入促進

競争力のあるものづくり産業の育成

地域の特性を活かした市街地整備

高齢者の生きがいづくり

観光の振興

身近な地域で住民同士が支え合う・助け合う体制の整備

市出身者のUターンの促進

農林水産業の振興

出会いから結婚までの支援

健康寿命の延伸

市民のライフステージに応じた防犯対策の充実

外国籍市民の定住支援

その他の取組
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市民ワーキング会議

令和 6年度に「市民ワーキング会議」を 2回開催し、6つのテーマごとに 4～8名

のグループに分かれて活発な意見交換が行われました。

第 1回ワーキング 令和 7年 1月 25日（土） 参加者数：30名

『地域課題とその解決に向けて取り組める内容を考える』

○テーマごとにグループを分け、「地域課題」と「地域課題の解決に向けてどのような取り組み

ができるか」を意見交換し、結果をグラフィックレコーディングにより取りまとめ

図 第 1 回市民ワーキングを取りまとめたグラフィックレコーディング（テーマ 5）

第 2回ワーキング 令和 7年 2月 15日（土） 参加者数：27名

『市民中心にどんなことに取り組めるかを考える』

○「市民中心にどんなことに取り組めるか」に焦点を当て、テーマごとに議論し、まちづくりを

自分事として捉えた関わり方について意見交換・取りまとめ

はびきの中学生未来会議

中学生が一人の市民として、未来の羽曳野市のまちづくりや学校づくりについて考

える「はびきの中学生未来会議」を令和 7年度に開催し、活発な意見交換や交流が行

われました。

○第 1回

日 程：令和 7年 8月 7日(木)

テーマ：みんなが住みやすいまちってどんなまち？

○第 2回

日 程：令和 7年 11月 28日(金)

テーマ：みんなが通いたくなる学校ってどんな学校？

○第 3回

日 程：令和 8年 2月 27日(金)

テーマ：羽曳野市の未来について考えよう

テーマ 1 快適でうるおいのある住みよいまち 4 未来に羽ばたく子ども・若者を育むまち
2 地域がつながり安全で心安らぐまち 5 魅力発見 賑わいと創造にあふれるまち
3 ともに支え合い健やかに暮らせるまち 6 歴史･文化が息づき心身ともに躍動するまち
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３ 社会状況の変化

（１）変わりゆく暮らしと地域社会への対応

① 加速化する人口減少・少子高齢化

平成 20（2008）年の 1億 2,808万人をピークに減少を続ける我が国の人口は、国立

社会保障・人口問題研究所の推計では、令和 52（2070）年には 8,700万人まで減少す

るとされ、特に生産年齢人口の減少が深刻な課題となっています。

こうした人口構造の急速な変化は、税収の減少や担い手不足等の要因となり、経済

や社会保障、地域コミュニティ、行政サービス等の多方面に影響を及ぼしています。

② ライフスタイルや価値観の多様化・働く環境の変化

単身世帯や高齢者世帯、共働き世帯の増加に加え、ワーク・ライフ・バランスが重

視されるなど、家庭や働き方に対する考え方は大きく変化しています。人々の価値観

は物質的豊かさから精神的・社会的豊かさへとシフトしています。

③ 安全・安心に対する意識の高まり

平成 23（2011）年の東日本大震災以降、全国各地で大規模な震災が相次ぎ、将来的

には南海トラフ地震の発生が懸念されています。さらに、台風や豪雨による風水害・

土砂災害も増加しており、市民の安全・安心への意識はますます高まっています。

○災害リスクに応じた予防・減災対策、復旧・復興を見据えた危機管理

体制の強化

○市民と連携した防災訓練や情報共有体制の構築による、地域の防災力

向上

○多様な生き方・働き方を尊重し、誰もが自己実現できる

環境の整備

○ウェルビーイングの概念を踏まえ、市民の幸福度や暮ら

しやすさをまちづくりの指標として導入

○人口流出の抑制に向け、地域のポテンシャルを活用した戦略的な取り

組みを実施し、市民が誇りと愛着を持てるまちを実現

○民間や多様な人材との連携強化や、外部資源の取り込みにより、行政

サービスの質の確保と向上を果たす新たな地域づくり
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（２）地域経済と環境のこれからを支える力

① 地域経済の変化

新型コロナウイルス感染症の 5類移行(令和 5(2023)年)後、経済は企業収益の回復

等、一定の改善を見せているものの、外的ショック(自然災害、社会・経済変動等)へ

の脆弱性や労働力不足、生産性の低迷といった構造的課題は依然として残っています。

② 脱炭素社会の取り組みの拡がり

地球温暖化による気候変動は、異常気象や自然災害、感染症の拡大など、日常生活

に深刻な影響を及ぼしています。国は令和 32(2050)年までのカーボンニュートラル

の達成を目標に掲げ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが各地で加速しています。

③ 地方財政の深刻化と公共施設の老朽化

人口減少に伴い税収が伸び悩む一方、高齢化により社会保障関連の歳出が増加し、

財政状況は一層厳しさを増しています。加えて、公共施設やインフラの老朽化が進行

し、更新に係る費用負担が重くのしかかっています。

○地域内の多様な主体が連携し、役割分担と共創による

「協働のまちづくり」の推進

○関係人口の創出・拡大や、域外の企業・大学との連携

による地域を越えた価値創造の展開

○再生可能エネルギーの導入や省エネ、緑化など地域に根ざした脱炭素

施策の推進

○市民・事業者・行政など多様な主体による持続的な環境対策の強化

○施設の統廃合や民間活用を含めた計画的な公共

施設マネジメントの推進

○限られた財源・人材を最大限に活用する戦略的

・効率的な行財政運営の実現
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（３）未来をつくる力と地域の可能性

① デジタル社会の進展

スマートフォンや AI、IoTの普及により、行政や生活インフラのあり方が大きく変

化しています。デジタル庁が掲げる「デジタル社会の実現に向けた重点計画」のもと、

地域に根ざしたデジタル化が進められ、医療・教育・交通といったサービスの利便性

が向上し、地方と都市の格差是正を進めることが期待されています。

② 持続可能な社会の実現

気候変動や環境破壊、経済格差の拡大といった地球規模・社会構造的な問題を解消

し、持続可能な社会の実現が強く求められる中、「SDGs（持続可能な開発目標）」の視

点が政策や地域づくり、企業経営のあらゆる場面で不可欠な価値基準となっています。

SDGsの目標年次は 2030年となっていますが、それ以降も引き続き持続可能な地域の

あり方が求められます。

③ 共創と持続可能な地域経営

複雑かつ多様化する地域課題は、住民一人ひとりの暮らしと密接に結びついており、

様々な価値観や利害が交錯しています。そのため、行政、地域住民、企業、NPO、教育

機関等の多様な主体が、対話と協働を重ねながら課題解決に取り組んでいく「共創」

のアプローチが不可欠となっており、さらに地域の自立的な成長や価値創出をめざす

「持続可能な地域経営」が、今後の地域のあり方として求められています。

○地域の課題や個性に応じた DXの推進による、行政サービス・生活利便

性の向上

○サイバーセキュリティ対策とデジタルリテラシーの普及による安全なデ

ジタル環境の整備

○SDGsをまちづくりの指針とし、具体的なターゲットに

基づく計画実行の推進

○持続可能な社会づくりにつながる施策、KPIの設定

○多様な主体による共創体制の構築と、役割分担に基づく協働の推進

○戦略性・実行力・継続性を備えた地域経営と、市民参加を重視した行政

運営の実現
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４ 今後の方向性

（１）現況分析

前項までの地域特性やアンケート調査結果、社会潮流等を踏まえて、本市の SWOT分析を

行いました。都市と自然のバランス、歴史文化遺産という「資源」が豊富にある一方、それ

らを最大限に活かす「戦略」が求められています。

○交通利便性と都市近接性

近鉄南大阪線で大阪市内まで 20分圏内に位置し、通勤・通学にも便利。大阪外環状線や

南阪奈道路等の大都市にアクセスしやすい道路も整備されており、物流面でも優位性があ

ります。

○自然・歴史資源の融合

世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」や、日本遺産に認定された「竹内街道」を

はじめとする歴史文化遺産が多く、観光地としてのポテンシャルが高いと言えます。

また、果樹栽培も盛んであり、アグリツーリズムへの展開や地元農産物を活かした加工

品・飲食店など、地域ブランド化への素地も存在しています。

○医療・福祉基盤の整備

南河内の二次医療圏全体でみると病床数が不足している一方、本市における 10万人あた

りの医師数は全国平均を上回っており、今後は人口減少に伴い医療需要の減少が見込まれ

ることから一定程度の充実がみられる状況です。

また、高齢者福祉施設の高齢人口カバー率は 99.9%であり、全国平均を大きく上回ってい

ます。

○人口減少と高齢化の加速

大阪市近郊のベッドタウンとして人口が増加してきた羽曳野市ですが、近年では若年層

を中心とした人口流出や高齢化が進み、人口構造のアンバランスが深刻化しつつあります。

○雇用の選択肢が限られている

大きな企業が少なく、製造業・建設業などに偏った産業構造となっています。デジタル産

業の雇用が少なく、若年層や専門人材の流出が続いています。

■SWOT 分析：

現状を把握し、戦略策定に役立てるためのフレームワーク。内部環境の「強み（Strengths）」

と「弱み（Weaknesses）」、外部環境の「機会（Opportunities）」と「脅威（Threats）」を分析

することで、課題や可能性を把握し、より効果的な戦略を立てることができる。

■Strengths（強み）

■Weaknesses（弱み）
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○地元資源の発信力不足

歴史・農産物といった資源はあるものの、市内外における認知度が低い状況であり、ブラ

ンド化・プロモーション戦略の強化が必要です。

○インバウンド・国内観光需要の回復

コロナ禍以降、円安等の影響も相まってインバウンドを中心とした観光需要が回復基調

にあり、歴史資産を活用した観光や地方ならではの体験型観光のニーズが高まっています。

○スマートシティや地方創生の国策との連動

国が推進する「地方創生 2.0」などとの連携で、補助金・支援を受けつつインフラや地域

産業のアップデートが可能となります。

○都市圏からの移住・二拠点生活の増加

コロナ禍以降、都市生活と自然環境の両立を求める層が増加しており、羽曳野市の立地と

自然環境は、本ニーズにマッチしています。

○農業の六次産業化

観光＋加工＋EC 販売などを通じて、農業の高付加価値産業への展開が可能です。地元農

家や大学・関係機関等との連携による新産業創出も期待されます。

○関西圏内の自治体間競争

近隣の市町村も観光資源の活用や移住促進に力を入れており、差別化が求められます。

○災害リスクの増加

全国的に異常気象・集中豪雨などによる自然災害の頻度が増えており、農業・観光に大き

な影響を与える可能性が懸念されます。

○若年人口の慢性的流出

大学進学・就職を機に大阪市内や他府県へ移る若者も多いですが、本市の立地特性を活か

し、ライフステージに応じて再定住の選択肢となるような魅力的な住環境の整備が求めら

れます。

○財政負担の増加

高齢化に伴う福祉・医療支出の増加と、人口減少に伴う自主財源の減少により、今後の財

政運営が厳しくなる可能性があります。

■Opportunities（機会）

■Threats（脅威）
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（２）コンセプト

① 人口減少下でのまちの発展をめざす

これまでは、人口増加を前提とした「量に伴う質の向上」によるまちづくりを進め

ており、人口減少下にあった第 6次総合基本計画においても、人口減少の抑制・反転

によって、従来のまちづくりを維持することを目標としていました。

今後はそうした考え方を転換し、人口・経済規模の縮小や高齢化に対応しつつ、「量

によらない質の向上」を模索し、人口減少下でのまちの発展をめざします。

そのために、多様な主体との連携や資源等の有効活用といった創意工夫を凝らし、

暮らしやすさや幸福度等の質的な部分に注目して計画策定を行います。

② 市民一人ひとりのウェルビーイングの実現

暮らしやすさや幸福度等を重んじる

「量より質」をめざしていくにあたり、

市民一人ひとりのウェルビーイング実

現の視点を計画策定に導入します。



基本構想
第７次羽曳野市総合基本計画1
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１ 将来像（めざすまちの姿）

今後の方向性で示したコンセプトに基づき、これから 10年間のまちの将来像を以下のよ

うに定めます。

羽曳野市が持つ歴史や文化、豊かな自然や特産品、そこに暮らし、活躍する人々といった

様々な魅力を再認識し、それらが相互に結び合わさることで新たな未来を築いていくまち

をイメージしています。

多様な主体と協働・共創の取り組みを進めることで、市民一人ひとりのウェルビーイング

の実現を推進し、それぞれの想いや願い、幸せが多種多様な「カタチ」になって、羽曳野市

全体がより良くなっていく姿をイメージしています。

（1）魅力が息づき 未来を築くまち はびきの

（2）みんなの想いがカタチになる どんどん良くなる羽曳野市
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２ まちづくりの方向と方法

① まちづくりの方向

まちの将来像の実現に向けて、より効果的・効率的な施策の推進を図るため、市の課題と

可能性、強みと弱みを踏まえた上で、今後 10 年間で特に重点的に取り組んでいく 3つのま

ちづくりの方向を定めます。

3つに共通する考え方

今後、人口減少がもたらす様々な

影響に対応するため、羽曳野市が

これまで培ってきた資源・魅力

（リソース）を相互に関係・連携

（リレーション）させることによ

り、危機を乗り越えていく適応力

（レジリエンス）を獲得し、未来

につなげていきます。
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世界遺産をはじめとする歴史資産や豊富な特産品、良好な

交通アクセス等、本市には多くのポテンシャルがあります。

市内外を問わず多様な主体との連携による共創の取り組

みを推進することで、それらの資源の価値と魅力を確かなも

のとし、人や企業を惹きつけるまちをめざします。

本市に住む人々と、そのつながりが生み出す地域社会こ

そ、まちづくりの本質であり主役です。

分野を横断した連携とライフステージを縦断した支援に

よって、一人ひとりの多様な価値観・ライフスタイルを重視・

尊重しながら、その関係を強固なものとし、すべての世代が

役割を持ち、共に支え合い、共に成長する社会の構築をめざ

します。

まちの発展と共に構築されてきた生活環境や社会資源

は、市民の暮らしを支える本市の財産です。

ハード・ソフトの両面からそれらの市民生活の土台を再

構成し、利便性と安全性の両立と市民の QOLの向上を図り、

人口減少時代に適応した質の高い持続可能なまちをめざし

ます。

【キーワード】シビックプライド、関係人口創出、

世界遺産と日本遺産のあるまち

【キーワード】地域共生社会、こどもまんなか社会、

生涯活躍、人財尊重社会

【キーワード】国土強靭化、健康寿命延伸、持続可能性
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② まちづくりの方法

市がすべての取り組みに通底し、保持していく基本的な手段を「まちづくりの方法」

として位置づけ、以下の 3つの視点を整理します。

経営資源(財源･人材･施設)を有効かつ効率的

に運用する行財政運営

今後の厳しい行財政状況を踏まえ、限りある人材・財源を有効

に活用する自治体経営の視点を取り組みの土台とします。

市民 ・事業者・行政の連携・協働

高度化・多様化するまちづくり課題への対応にあたり、市役所

単独での取り組みだけでなく、市民協働や公民連携を今後の

まちづくりの重要手段として位置づけます。

DX・デジタル化推進による暮らしの向上

あらゆる分野において、積極的なデジタル技術の活用により、

誰もが便利で快適に暮らせる社会をめざします。
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３ 人口の目標と都市空間の方向性

前項の「将来像（めざすまちの姿）」、「まちづくりの方向と方法」を踏まえて、将来

的な人口の目標と都市空間の方向性を以下に示します。

① 人口の目標

第 7 次総合基本計画で重要視する暮らしやすさや幸福度といった市民生活の質的要素は、

社会増減との相関性が高いことから、「社会減の抑制」に向けた目標を設定します。人口が減

少することを前提としつつも、減少速度の低減によるソフトランディングをめざします。

【目標】 転出者数増を抑制 × 転入者数の維持・拡大

＝ 転入超過 ※基本構想の計画期間である令和8(2026)年～令和17(2035)年の合算

＜直近 10年の転入・転出者（各年 1月 1日時点）＞

＜上記目標が達成された結果の人口推計＞

年
H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)
合算

単年

平均

転入者数(人) 3,231 3,176 3,398 3,449 3,357 3,246 3,634 3,896 3,702 3,908 34,997 3,500

転出者数(人) -3,729 -3,575 -3,514 -3,600 -3,655 -3,542 -3,424 -3,674 -3,631 -3,793 -36,137 -3,614

社会増減(人) -498 -399 -116 -151 -298 -296 210 222 71 115 -1,140 -114

転入者/転出者 87% 89% 97% 96% 92% 92% 106% 106% 102% 103% - 97%

108,736 

103,494 

99,126 

94,397 

97,889 
91,838 

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

令和2年

(2020)

令和7年

(2025)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

将来人口推計

上記目標達成時 社人研推計

（人）

参考

計画期間
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② 都市空間の方向性

羽曳野市は東西に長い地形を有し、東部には自然豊かで農空間の広がる山紫水明の

地が形成されています。

また、市内には 5つの鉄道駅が点在し、道路交通においては、大阪外環状線や南阪

奈道路、堺大和高田線、大阪中央環状線等、主に市域の周辺部を通る広域的な道路ネ

ットワークが整備されており、地域間の連携が図られています。こうした交通インフ

ラを背景に、市内各所にベッドタウンとして発展した良好な住宅地が広がっています。

これらの市の特徴と「まちづくりの方向」を踏まえ、進行する人口減少に対応した

都市空間の方向性を設定します。

●地域の玄関口となる鉄道駅や、市民生活の要となる施設を中心とする拠点設定

●交通アクセスの利便性や、世界遺産をはじめとする歴史資源を踏まえた戦略的な

ゾーニングの設定

●市内の各拠点を結ぶ地域ネットワークの設定

●周辺地域と接続する広域ネットワークの設定

●都市機能の誘導による生活基盤の安定化

●集約化を含めた適切な公共施設配置による地域の維持

●企業立地や歴史資源の活用を通じた関係人口増加による市域の活性化

地域のポテンシャルを活かした拠点設定・ゾーニング

人口減少時代に適応した都市空間整備

市内外の結びつきを強めるネットワークの構築
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＜将来都市構造の基本方向＞
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４ 全体イメージ

① 基本計画の考え方

基本構想の実現に向けて定め

る基本計画では、各分野の施策

（施策の「柱」）の他、分野横断

的に実施する重点施策（施策の

「はり」）と、各施策に共通して

必要な推進力となる施策（施策

の「土台」）を設定します。

それらは、基本構想の「まちづ

くりの方向」「まちづくりの方

法」とそれぞれ関連します。

② 計画全体のイメージ

※計画を建物に見立てたイメージ



前期基本計画
第７次羽曳野市総合基本計画2
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安 全 ・ 安 心 で い き い き と し た 生 活 の 実 現

こ ど も の 笑 顔 あ ふ れ る 次 世 代 育 成

次 代 に つ な ぐ 選 ば れ る は び き の 未 来 創 生

持続可能なまちづくりへの推進力　ー都市経営ー0

施
策
の
は
り

【
重
点
施
策
】

施
策
の
柱

【
分
野
別
施
策
】

施
策
の
土
台

【
共
通
施
策
】

1 魅力的で持続可能な都市空間整備

（1）調和のとれた土地利用の推進
（2）古市駅周辺地域の活性化
（3）コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり
（4）ポテンシャルを活かした土地利用転換
（5）良好な景観形成の促進

2 道路・交通の確保と充実

（1）計画的な道路整備と維持管理の推進
（2）公共交通網と交通ターミナル機能の強化
（3）交通安全対策の推進

3 憩いとうるおいのある住環境の形成

（1）みどりの保全と緑化の推進
（2）安全・快適な住環境の確保
（3）空家対策の推進
（4）公園の充実・維持管理

4 安全で持続可能な上下水道の整備

（1）安全で安定した水の供給
（2）計画的な整備と更新
（3）戦略的な経営基盤の強化
（4）集中豪雨等による自然災害の被害低減

5 都市農業の維持・発展

（1）都市農業の振興
（2）農家の収益力の向上への支援
（3）持続可能な農業生産基盤の強化

6 地域経済の活性化

（1）地域産業の維持・発展
（2）新たな成長への支援
（3）多様な人材が活躍できる環境整備

7 安全・安心な暮らしの確保

（1）地域防災力の向上
（2）危機管理体制の強化
（3）消防・救急救助活動の充実

8 持続可能な地域コミュニティの形成

（1）自治会活動の振興による地域力の向上
（2）市民が主役のまちづくりの実現

9 平和・人権・多様性の尊重

（1）平和意識の高揚
（2）人権擁護に関する施策の充実
（3）女性の活躍や挑戦による地域活性化
（4）多文化共生の促進

10 自然と生活環境の保全

（1）快適な生活環境の確保
（2）環境美化の推進
（3）環境教育の推進
（4）動物愛護の促進

11 環境に配慮したまちづくりの推進

（1）一般廃棄物の適正な処理とごみの減量化

（2）循環型社会の形成に向けたリサイクルの推進
（3）温室効果ガス排出の削減
（4）ごみ処理施設の効率的な管理運営の検討

12 犯罪が少なく、安心して生活できるまちづ

くりの推進

（1）犯罪のないまちづくりの推進
（2）市民一人ひとりの防犯意識の高揚
（3）消費者保護の推進

24 市民ニーズに即した行政運営の推進

（1）健全で持続可能な行財政運営の実現
（2）公共施設等の適正な管理運営
（3）多様な人材の育成・確保と活躍の促進

25 ＤＸ推進による市民サービスの向上

（1）市民の利便性向上
（2）行政事務の効率化・コンパクト化
（3）情報セキュリティ運用のレベル向上

くらしを支える基盤の充実1
ー都市整備、産業ー

安全で安らぎのある生活の実現2
ー危機管理、生活環境ー

基本計画の体系
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13 共に支え合う地域社会の実現

（1）見守り、支え合うつながりづくり
（2）多様な人々の参加・協働
（3）ともに支え合い、育む地域づくり
（4）福祉サービスの適切な利用の促進

14 セーフティネットの確立と充実

（1）生活支援の充実
（2）年金制度への理解
（3）福祉医療助成制度の適正な運営

15 誰もがその人らしく自立して暮らせる共生のま

ちの実現

（1）障害のある人への支援体制の充実
（2）地域での生活支援等の充実
（3）障害児の健やかな育成のための発達支援
（4）障害者の社会参加の促進

16 健康づくりと医療体制の確保・充実

（1）保健事業の推進
（2）医療保険制度の充実
（3）健康づくりの支援
（4）地域医療体制の充実

17 高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりの推進

（1）地域包括ケアシステムの推進
（2）高齢者の健康づくり・生きがいづくり
（3）持続可能な福祉・介護サービスの促進
（4）認知症施策の推進

18 こどもの権利保障と健やかな成長の支援

（1）すべてのこどもの育ちへの支援
（2）こども・保護者の居場所づくり
（3）こども・若者が活躍できる社会の実現

19 安心してこどもを産み育てられる環境づくり

（1）就学前教育・保育の充実
（2）多様化する保育ニーズへの対応
（3）切れ目のない子育て支援の実現
（4）健やかな成育の確保
（5）ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進

20 生きる力を育む教育の推進

（1）「深い学び」につなげる教育の推進
（2）学びの確保と教育環境の充実
（3）給食・食育の推進

21 次世代を育む地域づくり

（1）青少年児童の居場所づくり
（2）放課後等における健やかな成長支援
（3）地域との連携の強化
（4）ライフステージに応じた切れ目のない支援

22 生涯にわたる学びと多様な活動の推進

（1）生涯学習の充実
（2）読書活動の推進
（3）スポーツ・レクリエーションの普及
（4）文化・芸術の振興
（5）地域主体の活動の促進

23 歴史文化の保存・活用と未来への継承

（1）適切な保存と管理
（2）活用と価値や魅力の周知
（3）将来への継承
（4）多様な主体の参画
（5）地域の伝統文化の振興

26 協働・共創によるまちづくりの推進

（1）相互連携の促進
（2）広聴の充実
（3）まちづくりへの多様な活力の導入
（4）広域行政の推進

27 シティブランディングの推進

（1）ブランド戦略とシティプロモーションの充実
（2）市政情報の的確な提供
（3）大阪はびきの観光局との連携・協働による観光振興
（4）広域連携・官民連携の強化

支え合い助け合う社会の構築3
ー健康、福祉ー

羽曳野の宝を守り育む4
ー子育て・教育、歴史・文化ー
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基本構想で定めた「まちづくりの方向」に関連し、基本計画の各施策の中で重点的に実施する分野横

断的な3つの施策を設定します。

重点施策（施策の梁（はり））

犯罪、 交通事故等、 生活を脅かす様々な危険か

ら、 市民の生命・財産が守られ、 安全で安心でき

る快適な生活環境の中で、 こどもから高齢者まで

誰もが生きがいを持っていきいきと健やかに暮ら

すことができるまちをめざします。

１． 安全･安心でいきいきとした生活の実現

結婚・妊娠・出産を望まれる方が、 安心してこ

どもを産み、 育てることができる環境を整え、 切

れ目のない支援を拡充するとともに、 生きる力を

育成する教育環境の充実を図り、 地域社会全体

で、 健やかで笑顔あふれるこどもを育むまちをめ

ざします。

２． こどもの笑顔あふれる次世代育成

本市ならではの特性や地域資源を継承するとと

もに、 その魅力を国内外に広く発信し、 体感して

もらうことによって、 訪れたい、 住みたい、 住み

続けたいと実感できる、 未来につなぐ選ばれるま

ちをめざします。

３． 次代につなぐ選ばれるはびきの未来創生
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SDGsの推進について

目標の説明目標 目標の説明目標

SDGsとは、国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された令和

12(2030)年までの国際目標です。日本でも積極的に取り組まれており、本市においてもSDGsに参画で

きる取り組みを推進することとします。 

あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わら

せる

貧困　｜

飢餓を終わらせ、 食料安全保障及び栄養の

改善を実現し、 持続可能な農業を促進する

飢餓　｜

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し、 福祉を促進する

保健　｜

すべての人々に包摂的かつ公正な質の高い

教育を確保し、 生涯学習の機会を促進する

教育　｜

ジェンダー平等を達成し、 すべての女性及

び女児のエンパワーメントを行う

ジェンダー　｜

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持

続可能な管理を確保する 

水・衛生　｜

すべての人々の、 安価かつ信頼できる持続

可能な近代的なエネルギーへのアクセスを

確保する

エネルギー　｜

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての

人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人

間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

経済成長と雇用　｜

強靱(レジリエント)なインフラ構築、 包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ

ベーションの推進を図る

インフラ・産業化・イノベーション　｜

国内及び各国家間の不平等を是正する

不平等　｜

包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持

続可能な都市及び人間居住を実現する

持続可能な都市　｜

持続可能な生産消費形態を確保する

持続可能な生産と消費　｜

気候変動及びその影響を軽減するための緊

急対策を講じる 

気候変動　｜

持続可能な開発のために、 海洋・海洋資源

を保全し、 持続可能な形で利用する 

海洋資源　｜

陸域生態系の保護、 回復、 持続可能な利用

の推進、 持続可能な森林の経営、 砂漠化へ

の対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及

び生物多様性の損失を阻止する 

陸上資源　｜

持続可能な開発のための平和で包摂的な社

会を促進し、すべての人々に司法へのアクセ

スを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的

で説明責任のある包摂的な制度を構築する

平和　｜

持続可能な開発のための実施手段を強化

し、 グローバル・パートナーシップを活性化

する

実施手段　｜



44

飢餓を

ゼロに

すべての

人に健康

と福祉を

貧困を

なくそう

施策名No施策の柱・土台

前期基本計画「施策」　×「SDGsの17の目標」の関係性

1 魅力的で持続可能な都市空間整備

2 道路・交通の確保と充実

3 憩いとうるおいのある住環境の形成

4 安全で持続可能な上下水道の整備

5 都市農業の維持・発展

6 地域経済の活性化

7 安全・安心な暮らしの確保

8 持続可能な地域コミュニティの形成

9 平和・人権・多様性の尊重

10 自然と生活環境の保全

11 環境に配慮したまちづくりの推進

12 犯罪が少なく、安心して生活できるまちづくりの推進

18 こどもの権利保障と健やかな成長の支援

19 安心してこどもを産み育てられる環境づくり

20 生きる力を育む教育の推進

21 次世代を育む地域づくり

22 生涯にわたる学びと多様な活動の推進

23 歴史文化の保存・活用と未来への継承

13 共に支え合う地域社会の実現

14 セーフティネットの確立と充実

15 誰もがその人らしく自立して暮らせる共生のまちの実現

16 健康づくりと医療体制の確保・充実

17 高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりの推進

24 市民ニーズに即した行政運営の推進

25 DX推進による市民サービスの向上

26 協働・共創によるまちづくりの推進

27 シティブランディングの推進

くらしを支える

基盤の充実

-都市整備、産業-

1

安全で安らぎの

ある生活の実現

-危機管理、生活環境-

2

羽曳野の宝を

守り育む

-子育て・教育、

歴史・文化-

4

支え合い助け合う

社会の構築

-健康、福祉-

3

持続可能な

まちづくりへの推進力

-都市経営-

0
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ジェンダー

平等を実

現しよう

安全な水

とトイレを

世界中に

エネルギーを

みんなに　そ

してクリーンに

働きがい

も経済成

長も

産業と技術

革新の基盤

をつくろう

人や国の

不平等を

なくそう

住み続け

られるま

ちづくりを

つくる責

任、つか

う責任

気候変動

に具体的

な対策を

海の豊か

さを守ろう

陸の豊か

さも守ろう

平和と公

正をすべ

ての人に

パートナー

シップで目標

を達成しよう

質の高い

教育をみ

んなに
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基本計画の見方

施策の名称を示しています。

市民の満足度やまちの状態を施策の

「政策指標」として設定しています。

施策に取り組むことで、 めざす

まちの姿を示しています。

各施策に関連する分野で、今後

懸念される状況を示しています。

「今後懸念される状況」に対し、

市としてめざしていく状況を示

しています。

「めざす将来像」を実現するうえ

での、 本市の強みを示していま

す。

総計全体の目標（KGI） 政策指標（KPI：アウトカム中心） 成果指標（KPI：アウトプット中心）

施策が積み重なった結果として現れる社

会やまちの変化を示す指標（市で直接コ

ントロールが不可）

魅力が息づき 未来を築くまち はびきの

～みんなの想いがカタチになる

　どんどん良くなる羽曳野市～

の実現

総計に基づいて実施する各施策・事業の

成果・進捗を示す指標（市で一定コント

ロールが可能）

オープンデータ等

施策１ アンケート結果 指標①

指標②

オープンデータ等

施策27 アンケート結果 指標①

指標②

市民のウェルビーイングの実現

（量によらない質の向上）

暮らしやすさの向上の結果

としての転出抑制・転入超過

第7次総合基本計画に

おいては、右の考え方

（ロジックモデル）に

基づいてそれぞれの

施策の指標を設定し、

今後の評価・進行管理

を行います。
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「めざす将来像」を実現するため、 今後取り

組んでいく施策の方向を示しています。

施策全体を構成する 「柱・土台」

の分類を示しています。

施策に関連する市の計画等の名

称を示しています。

市が行う施策に関して、 市民・

事業者・団体と連携・協働して

いきたい取り組みを記載してい

ます。

施策に取り組むうえで、 成果を

測る指標の現状値および目標値

を設定しています。

政策指標のうち、市民満足度については、令和6年度市民アンケート「羽曳野市のまちづくりの満

足度」の回答を以下の手法で点数化しています。

政策指標の考え方

① 満足：5点　やや満足：4点　ふつう：3点　やや不満：2点　不満：1点

として有効回答数で割り戻し

② 第6次総合計画後期基本計画の施策から、複数の施策を結合している施策については、該当するそれ

ぞれの回答を平均化

⇒ 基準年における政策指標の基準値として設定

※満足の数だけでなく不満の数も含めて市民の声を立体化し、より正確な評価・判断を行います。
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自然・歴史と調和した良好な住宅都市を

めざします

くらしを支える基盤の充実 -都市整備、産業-

1 魅力的で持続可能な都市空間整備

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

住工混在や密集した市街地の形成、市

街化調整区域における無秩序な土地利

用が進む
▶ 周辺環境との調和を図りつつ、土地

利用転換・誘導が図られている
(1)①②③

古市駅周辺の機能の充実や更新が図ら

れていない ▶ 古市駅周辺の活性化が進んでいる (2)①

人口減少・少子高齢化の進展、公共施

設維持費増や行政サービスの低下、更

新の進まない施設数が増加する
▶

コンパクト・プラス・ネットワーク

の考え方を基本としたまちづくりが

進められている

(3)①②

幹線道路沿道やインターチェンジ周辺

が未利用のまま活用されない ▶ 幹線道路沿道等のポテンシャルを活

かした土地利用転換が行われている
(4)①

良好な景観が損なわれ、まちの魅力が

低下する ▶ 良好な景観形成が図られている (5)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 大阪都心への良好なアクセスに加え、近隣市町村と幹線道路等で結ばれ、それ

らの都市機能と連携したまとまりある市街地が形成されている。

 幹線道路沿道など利便性が高い地域での開発が進んでいる。

 市内外から多くの人が訪れる道の駅「しらとりの郷・羽曳野」がある。

 世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」をはじめとする多くの歴史文化遺産を有

しており、景観資源と調和したまちづくりの取り組みが進められている。

｢都市空間整備｣

への市民満足度

居住誘導区域内

の人口密度*

2.70 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

80.3人/㏊ 72.2人/㏊

目標値

(R17 時点)

＊基準値は令和 2 年国勢調査結果より算出

目標値は人口推計による予測値(67.8 人/ha)を上回る目標を設定

羽曳野市の景観 古市古墳群
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（１）調和のとれた土地利用の推進

① 市街化調整区域の幹線道路沿道や駅周辺においては、自然的土地利用と調和した都市的な土

地利用のあり方について検討します。

② 密集した市街地や住工混在地区等においては、用途地域や地区計画制度等により、良好な市

街地の形成を促進します。

③ 開発・建築制度の適正な運用等により、土地利用状況の適正化を図ります。

（２）古市駅周辺地域の活性化

① 古市駅周辺地域においては、市の玄関口としての機能を充実させ、歴史文化遺産と調和した

賑わいのある商業地となるよう活性化を図ります。

（３）コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

① 立地適正化計画に基づき、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導を行います。

② 将来都市構造に位置づけた各拠点の機能充実と拠点間のネットワーク強化を図ります。

（４）ポテンシャルを活かした土地利用転換

① 地区計画制度等を活用し、幹線道路沿道等の交通利便性が高い地域の土地利用を誘導します。

（５）良好な景観形成の促進

① 地区ごとの特性を活かしつつ、自然環境等に配慮した景観形成を図ります。

② 古市古墳群周辺については、歴史文化遺産と周辺環境の調和がとれたまちなみの形成を図り

ます。

 都市計画マスタープラン

 立地適正化計画

 景観計画

 地権者・民間事業者等との連携による土地利用の転換・誘導

 交通事業者や地権者等と連携した駅前整備の検討

 市民、市民団体、NPO、事業者、関係機関・団体等と連携したまちづくりの推進

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 駅乗降客数（古市駅） 人/日
17,992

（R5）
→維持 →維持

❷ 都市機能誘導区域における誘導施設立地数 件 14 現状値以上 現状値以上

❸ 地区計画の都市計画決定件数（地区計画数）（累計） 件 13 ↗増加 ↗増加

成果指標

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

施策の方向
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道路・公共交通が安全・快適で便利なまち

をめざします

  

くらしを支える基盤の充実 -都市整備、産業-

2 道路・交通の確保と充実

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

道路施設（道路や橋梁等）の老朽化が

進み、安全な通行が妨げられている ▶ 道路施設が整備され、安全な道路環

境が確保されている
(1)①②

運転手不足や利用者減少により公共交

通が衰退していく ▶
公共交通と市内施設をつなぐ交通ネ

ットワークの充実や利用者の誘導等

により、交通手段が維持されている

(2)①②③

高齢者や通学中における児童・生徒の

交通事故が増加していく ▶ 市内において交通安全対策が行き届

いた状態になっている
(3)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 周辺都市とつながる広域幹線道路網の整備が進んでいる。

 強靭なインフラの構築に向けた舗装や橋梁等の適切な補修や維持管理が

進められている。

 民間公共交通や公共施設循環福祉バスが整備されており、市内に交通空

白地域がない。

 横断者注意喚起灯の設置や、道路や交通安全施設の異常を通報する市民

投稿システムの運用等、交通安全に向けた取り組みが実施されている。

｢道路・交通｣

への市民満足度

市内交通事故件数

2.50 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

259 件/年 減少

目標値

(R17 時点)

道路の整備・改善(西浦交差点)

1,581

1,611 1,615 
1,633

1,647
1,661

293
297 297

300
302

304

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

280

290

300

310

320

平成27
年度

(2015)

平成29
年度
(2017)

令和元
年度
(2019)

令和3
年度
(2021)

令和5
年度
(2023)

令和7
年度
(2025)

市
道
面
積

市
道
延
長

面積 延長

図 市道の延長および面積の推移

資料:大阪府統計年鑑

(㎢)(km)
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（１）計画的な道路整備と維持管理の推進

① 市民の利便性の向上と、より安全な道路環境の確保に向けて、幹線道路の整備を促進すると

ともに、生活道路の計画的な整備を推進します。

② 交通における安全性の向上を図るため、道路設備の維持補修や橋梁の長寿命化に向けた修繕

工事、無電柱化を推進します。

（２）公共交通網と交通ターミナル機能の強化

① 鉄道駅と市内公共施設をつなぐ交通ネットワークを維持するため、公共施設循環福祉バスの

円滑な運行に取り組みます。

② 地域の実情やニーズに応じた公共交通のあり方を検討します。

③ 主要駅の周辺において、駅前広場やアクセス道路の整備、駐車場や駐輪場の整備、バリアフ

リー化等の取り組みを進め、交通ターミナル拠点としての機能の強化と充実を図ります。

（３）交通安全対策の推進

① 市民一人ひとりの交通安全に対する意識の高揚を図るため、関係機関、各種団体、地域と連

携した啓発活動に取り組みます。

② 関係機関と連携しながら、通学路の安全確保にかかる取り組みを推進します。

 舗装維持管理計画

 橋梁長寿命化修繕計画

 通学路交通安全プログラム

 無電柱化推進計画

 バリアフリー基本構想

 民間事業者と協力した公共交通の充実

 市民投稿システムを利用した道路異常への対応

 市民による地域公共交通の積極的利用

 通学路の見守り活動への参加

 アドプト・ロードへの協力

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 道路の維持補修件数 件/年 135 100 100

❷ 放置自転車撤去台数 台/年 145 100 100

❸ 公共施設循環福祉バスの年間利用者数 人/年 97,807 99,000 100,000

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

成果指標

関連計画

公共施設循環福祉バス

施策の方向
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年度

( 2 0 2 4 )

令和 7
年度

( 2 0 2 5 )

老朽 衛生 その他

自然と共生した住みよいまちを

めざします

くらしを支える基盤の充実 -都市整備、産業-

3 憩いとうるおいのある住環境の形成

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

住宅開発等により、市街地周辺で緑地

が減少する ▶ 市街地周辺等において良好な緑地が

維持、増加している
(1)①②③

高齢化の進行、家族構成の変化、生活

様式の多様化等のニーズに対応した住

環境が確保されなくなる
▶ 誰もが安全・安心で快適にすごせる

住環境が実現されている
(2)①②

放置された空家の増加により、地域住

民の生活環境に深刻な影響が出る ▶ 管理不全空家等や相続人不存在物件

等が適切に管理されている
(3)①

公園施設の老朽化が進む ▶ 公園施設が充実し、行政と地域の協

働により適切に維持管理されている
(4)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 水辺空間、中山間地域、樹林地等の自然環境に加え、古墳や史跡、寺社、

農地等といった、身近な場所にみどりが残されている。

 公園等の整備により、市民の憩いと交流の場が確保されている。

｢住環境｣への

市民満足度

空き家率*

2.91 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

14.5 % 減少

目標値

(R17 時点)

＊基準値は令和 5 年住宅・土地統計調査より算出

公園施設の充実(島泉まちかどあそび広場)

（件）

図 空家等の通報分類と件数

資料：都市開発部建築住宅課
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（１）みどりの保全と緑化の推進

① 民有地、民間施設の緑化促進についての普及啓発に取り組みます。

② 市街地における緑地の保全や緑化を促進し、みどりを身近に感じることができる環境づくり

に努めます。

③ 森林の適正な経営管理や木材の利活用についての啓発・促進を行います。

（２）安全・快適な住環境の確保

① 市民の誰もが安全に安心して暮らせるよう、建築物の耐震補強や除却、バリアフリー化を促

進するなど、快適に生活できる住環境の確保に取り組みます。

② 市営住宅においては、市営住宅等長寿命化計画に基づき、集約建替えを計画的に行い、耐震

性の確保や居住環境の改善に努めます。

（３）空家対策の推進

① 民間団体と連携し、空家の適正管理や流通・利活用支援、除却促進の取り組みを強化し、市

民の安全確保と生活環境の保全を図ります。

（４）公園の充実・維持管理

① 幼児から高齢者まですべての人が安心して利用できるよう、ボール遊びのできる公園等の市

民ニーズに応じた公園整備や施設のバリアフリー化を推進します。

② 地域住民にとって利用しやすく愛着を持つことができる公園づくりを推進するため、地域と

協働した整備体制の充実を図ります。

 建築物耐震改修促進計画

 市営住宅等長寿命化計画

 空家等対策計画

 緑の基本計画

 民間団体と連携や空家バンクの活性化による

空家の適正管理推進

 みどりの推進協議会との連携

 緑の少年団との連携

 自治会や地域住民と連携した公園の維持管理

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 空家等の新規通報件数 件/年 81 70 60

❷ 市内建築物の耐震化率 ％ 87.5 88.1 90.2

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

成果指標

市内の緑化(恵我ノ荘駅前南側広場)

施策の方向
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上下水道が安全で安定したまちをめざし

ます

 

くらしを支える基盤の充実 -都市整備、産業-

4 安全で持続可能な上下水道の整備

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

水源の汚染等や渇水により、自己水源

量が減少し、水の供給の安全性・安定

性が低下する
▶

水源監視の強化、企業団水を含めた複

数の水源確保により、安全で安定した

水の供給が行えている

(1)①

管路施設等の老朽化が進み、事故の発

生や、地震等の災害時に被害が深刻化

する
▶ 施設・管路の更新、耐震化の計画的な

実施により機能が維持されている
(2)①③

給排水収益の減少や、施設更新費用等

により財政が圧迫され、適切な維持管

理の未実施に陥る
▶

効率的な施設の配置・再構築や財源の

確保等により経営基盤が強化されてい

る

(2)②③

(3)①②③

頻発する集中豪雨等により、道路冠水

や浸水が多発する ▶ 浸水リスクが低減されている (4)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 上下水道施設の整備や更新が安定的に進められている。

 下水道施設については、計画的な老朽化対策により衛生的で快適な生活

環境の確保に一定の成果を上げている。

｢上下水道｣への

市民満足度

上下水道事業の

経常収支比率

3.14 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

水 道:112.45％
下水道:100.24％

水 道:維持

下水道:維持

目標値

(R17 時点)
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図 下水道に係る将来見通し

資料:下水道事業経営戦略
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（１）安全で安定した水の供給

① 水源監視や貯水槽水道設置者への指導強化を図り、水源から給水栓まで一貫した水道管理を

実施します。

（２）計画的な整備と更新

① 上水道の基幹施設や管路の耐震化および漏水防止事業を強化します。

② 汚水施設整備を推進し、汚水処理人口普及率の向上（浄化槽を含む）を図ります。

③ ストックマネジメント計画の実施により、ライフサイクルコストを最小限に抑え、持続可能

な下水道サービスを確保します。

（３）戦略的な経営基盤の強化

① 長期収支計画の適切な見直しによる経営基盤の強化を図ります。

② 下水道使用料の定期的な検証を実施します。

③ 有収水量減少に伴う収入減に対応するため、施設規模の縮小化、民間活力の活用や広域化・

共同化などによる事業の合理化を進め、費用の縮減を図ります。

（４）集中豪雨等による自然災害の被害低減

① 整備効果や緊急性に基づき優先順位を付け、根本的な雨水施設の整備と局所的な改良を組み

合わせ、効果的な浸水対策を推進します。

② ハザードマップを適宜更新し、平常時からの浸水リスクの周知と避難意識の向上を図ります。

 水道事業ビジョン、水道事業経営戦略

 水道整備基本計画

 流域関連公共下水道事業計画

 児童や市民を対象とした浄水場見学会の実施

 水路等の維持管理を各町会と協働実施

 アドプト・リバー・プログラム

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 送配水管の耐震化率 ％ 34.4 40.4 45.4

❷ 経費回収率（下水道） ％ 96.3 現状値以上 現状値以上

❸ 水洗化率 ％ 89.3 92.0 94.3

成果指標

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

関連計画

 下水道事業経営戦略

 下水道ストックマネジメント計画

 上下水道耐震化計画

浄水場見学会

施策の方向
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地域の特性を活かした持続可能な農業が営

まれるまちをめざします

  

くらしを支える基盤の充実 -都市整備、産業-

5 都市農業の維持・発展

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

農業従事者の高齢化や担い手不足に

より、農業従事者数が減少する ▶ 新規就農者や中心経営体が増加し、地域で

農業を継続できる環境が整備されている

(1)①②

(2)①

農作物の収量や収益性が減少するこ

とにより、農業で生計を立てること

が難しくなる
▶

特産品の収量確保やブランド化、新たな

技術による農作業の効率化等が進み、農

業者の収益力が向上している

(1)③

(2)①②

有害鳥獣による農作物被害の拡大

や、農業用施設の老朽化により、安定

した営農が困難になる
▶

多様な主体との連携により、安心して

農業を営むことができる環境が整備さ

れている

(3)①②③

めざす将来像

74%

16%

6%
3%1%

果樹類

稲作

露地野菜

施設野菜

その他の作物

図 市内の農業経営体数の割合

資料：令和 2 年農林業センサス

羽曳野市の

強み

 大阪府内でも有数の農業地域であり、ぶどうやいちじくなどの果樹栽培を

中心に発展している。

 直売所等の整備を通じて、都市近郊ならではの農業の可能性を広げている。

 広域的な交流拠点である道の駅「しらとりの郷・羽曳野」では地元農産物

の販売を行い、農業振興と地域活性化を図る取り組みが進められている。

 ぶどう農家育成を目的とした研修機関「羽曳野市ぶどう就農促進協議会」

があり、ぶどう栽培を継承できる体制が構築されている。

｢都市農業｣への

市民満足度

市内の農業産出額

（推計）*

2.92 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

206 千万円
→維持
(減少抑制)

目標値

(R17 時点)

＊基準値は令和 5 年の推計値

市内農業の様子
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（１）都市農業の振興

① 農業者との意見交換を通じて農地マッチングを促進し、農地の集積・集約化や耕作放棄地の

減少および農作物収量の増加に努めます。

② 新たな農業者を確保するため、新規就農者が参入しやすい環境を整備します。

③ ぶどうをはじめとする本市特産品の収量維持に向けた取り組みを推進します。

（２）農家の収益力の向上への支援

① 大阪府や大阪はびきの観光局等の関係機関と連携し、農産物の PRや販路拡大を支援します。

② デジタル技術やドローン技術等を活用したスマート農業の導入等、農家の生産性向上を促進します。

（３）持続可能な農業生産基盤の強化

① 企業や団体など多様な主体と連携し、農業基盤の整備を促進します。

② 農地を保全するとともに、適切な農業用施設の維持管理を進めます。

③ 地域住民や関係団体と連携し、地域一体となった鳥獣被害対策に取り組みます。

 地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）

 農業経営基盤強化促進基本構想

 鳥獣被害防止計画

 農業振興地域整備計画

 地域未来投資促進法に基づく基本計画

 地元猟友会や農家、地権者との協力による

鳥獣被害対策

 羽曳野市ぶどう就農促進協議会との連携

 水利組合等との連携

 貸農園の利用による市民の農業体験の充実

 直売所等での地元農産物の購入機会の創出

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 新規就農者数（累計） 人 18 30 40

❷ 農地利用権設定面積（累計） ha 4.1 13.0 20.0

碓井豌豆（うすいえんどう）

成果指標

関連計画

いちじく

ぶどう（デラウェア）

施策の方向

市民をはじめ多様な主体との連携・協働
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稼ぐ力の向上により、魅力と活力の

あるまちをめざします

くらしを支える基盤の充実 -都市整備、産業-

6 地域経済の活性化

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

地域経済を支える事業者や担い手

の減少により、雇用機会の減少、

税収基盤の弱体化や生活関連サー

ビス等の提供に影響が出る

▶
市内で事業が行う人や企業が、安心し

て活動でき、また市外からの事業者の

立地が進むなど地域経済が活性化して

いる

(1)①②③④

新事業展開や創業をめざす事業

者、創業希望者が他市へ流出する ▶ 新しい事業が継続的に創出され、地域

経済の持続性が確保されている
(2)①②

生産年齢人口の減少によって、企

業の人手不足が深刻化していく ▶
若者だけでなく高齢者や外国人等の多

様な人が地域で働き活躍できる環境が

整備され、労働力が確保されている

(3)①②

めざす将来像

｢地域経済｣への

市民満足度

事業従事者 1 人当たり
の純付加価値額＊

2.76 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

377 万円 433 万円

目標値

(R17 時点)

＊出典：令和 3年「経済センサス活動調査」

羽曳野市の

強み

 幹線道路や鉄道等が整備され、大阪都心や近隣市町村への良好な交通アクセ

スや、比較的安価な地価等、企業立地のポテンシャルが高い。

 中小企業者および小規模企業者が中心となり、製造業や食品関連産業などの

産業集積が形成され、地域経済や雇用を支えている。

 商工会等の関係団体をはじめとする多様な主体と連携しながら、経営基盤の

強化に向けた取り組みを進めている。

 地域経済を支える人材の確保と活躍を促す観点から、関係機関と連携した就

労支援等の施策を実施している。
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図 産業別事業所数
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（１）地域産業の維持・発展

① 企業立地や事業拡大を促進し、地域経済の活性化を図ります。

② 商工会等の関係団体と連携し、中小企業者・小規模企業者への支援に取り組みます。

③ 地域産業の成長支援と事業承継を促進します。

④ 関係機関と連携し、ぶどうやワイン、食肉加工品等の地域資源を活用した特産品のブランド

化や、販路拡大の支援に取り組みます。

（２）新たな成長への支援

① 地域の強みを活かして高い付加価値を創出する新たな事業を支援します。

② 市内で創業をめざす方への支援を充実します。

（３）多様な人材が活躍できる環境整備

① 若者、女性、障害者、高齢者、外国人等の多様な人材がその能力を発揮できるよう、キャリ

ア形成の支援を行い、就労機会の確保に取り組みます。

② 国、大阪府と連携し、女性や子育て世代が働きやすい労働環境の整備を進めます。

 創業支援等事業計画

 地域未来投資促進法に基づく基本計画

 中小企業者および小規模企業者・創業者の支援

 商工会等と連携した就職マッチングフェアの開催

 事業者・団体等と連携したキャリア教育や就労支援

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 総事業所数 事業所
3,394

(R3)
↗増加 ↗増加

❷ マッチングフェア等の実施回数 回/年 6 12 12

❸ 創業支援事業により市内で創業した人数 人/年 31 ↗増加 ↗増加

❹ 市内事業者への発注割合 ％ 44.3 50.0 55.0

関連計画

成果指標

障害者雇用フォーラムの様子

施策の方向

市民をはじめ多様な主体との連携・協働
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市民の安全が確保され、災害に強いまちを

めざします

  

安全で安らぎのある生活の実現 -危機管理、生活環境-

7 安全・安心な暮らしの確保

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

市民の防災意識の低下や地域の人間

関係の希薄化により、地域防災力が

弱まる
▶ 市民一人ひとりに防災意識が根付

き、地域防災力が向上している
(1)①②③

大規模自然災害や、新たな感染症の

流行により、市民生活に大きな影響

が出る
▶ 危機管理体制を強化し、災害に対す

る対応力を担保している

(2)①②③

④⑤⑥

多様化する消防・救急需要に対応で

きなくなる ▶ 消防・救急救助活動が充実している (3)①②③

めざす将来像

｢防災・危機管理｣

への市民満足度

火災発生件数

3.00 点 上昇

政策指標 基準値

(R6 時点)

18 件/年 減少

目標値

(R17 時点)
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資料:危機管理部危機管理課

防災イベントの様子図 自主防災組織率の推移

羽曳野市の

強み

 Ｊアラートやデジタル防災行政無線、緊急速報メール等の情報伝達手

段の充実を進めている。

 地域での防災訓練や企業との協定締結、他自治体との連携による迅速

かつ広域的な防災体制の構築・強化に取り組んでいる。

 大阪南消防組合を組織し、市民の安全確保に取り組んでいる。

 救急体制の増強や消防設備の拡充が進められている。
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（１）地域防災力の向上

① 各種防災訓練等を通じて、市民の防災技術の向上と自助・共助の意識の高揚を図ります。

② 自主防災組織の組織化や消防団の充実強化を促進するとともに、防災訓練による防災能力向

上を支援します。

③ 避難支援など要配慮者に寄り添った防災対策に取り組みます。

（２）危機管理体制の強化

① 関係機関等との連携の下、危機事象に対する総合的な危機管理体制の確立に取り組みます。

② 都市基盤整備や避難行動の円滑化等、ハード・ソフト両面の対策を総合的に講じます。

③ 地域防災計画やマニュアル等の適宜見直しと周知徹底を図り、効果的な運用に努めます。

④ 感染症対策を含めた避難所機能の強化に加え、計画的に食料や資機材等の備蓄に努めます。

⑤ 医療機関等と連携し、医薬品等の物資の適切な備蓄・供給に向けた対策を講じます。

⑥ 次なる感染症危機に備え、平時から市民等への感染症に関する普及啓発を図ります。

（３）消防・救急救助活動の充実

① 大阪南消防組合と連携し、さらなる消防力の強化に向けた検討を進めます。

② 住宅用火災警報器の設置促進や、事業者への防火・防災管理の指導を適切に実施します。

③ 応急手当普及啓発活動を推進するとともに、救急車の適正利用への啓発に努めます。

 国土強靭化地域計画  

 地域防災計画

 業務継続計画

 受援計画

 災害時要援護者支援プラン(全体計画)

 近隣市町村・民間企業等との連携強化

（合同訓練、協定締結等）

 小学校単位における防災訓練の実施

 大阪南消防組合との連携

 各家庭での防災グッズの備蓄

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 災害協定の締結数（累計） ― 87 100 110

❷ 自主防災組織編成率 ％ 65 67 70

❸ マンホール型トイレ数（累計） 基 60 100 →維持

❹ 避難行動要支援者台帳登録者数 人 3,576 ↗増加 ↗増加

関連計画

成果指標

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

 国民保護計画

 危機管理対応方針

 新型インフルエンザ等対策行動計画

 地域福祉計画・地域福祉活動計画

 災害時医療救護活動計画

 避難支援等関係者（校区福祉委員会、町

会、民生委員・児童委員等）による平時か

らの声かけ・見守り

 地域での避難支援の体制づくり

 医療機関等と連携した医療救護体制の構築

施策の方向
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多様な交流を通じて助け合い・支え合うまち

をめざします

  

安全で安らぎのある生活の実現 -危機管理、生活環境-

8 持続可能な地域コミュニティの形成

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

自治会への加入者が減少し、地域活動の

持続が困難になっている ▶
誰もが無理なく参加でき、世代を超え

て交流し、災害時にも支え合える安心

のネットワークが構築されている

(1)①③

高齢化や共働き世帯の増加による地域の

担い手の減少、それに伴う疲弊や離脱が

顕在化している
▶ 誰もが無理なく役割を担える運営体制

が確立されている
(1)②④

少子高齢化が進み、市民活動の継続性が

危ぶまれる ▶ 世代間をつなぐ仕組みが構築され、若

い世代が市民活動に参加している
(2)①②

めざす将来像
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自治会加入世帯 市全世帯 自治会加入率

羽曳野市の

強み

 地域貢献活動やボランティア活動を通じて、市民の社会参加意識を高

め、地域を支える人材の確保を進めている。

 自治会加入率が府内自治体の中では比較的高く、地域の結びつきが維

持されている。

 だんじりなどの伝統的な祭りが地域に根付き、世代間や地域間の交流

を促している。

｢地域コミュニティ｣

への市民満足度

地域活動やボランティア
活動に参加したことが

ある市民の割合

2.93 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

40.4 ％ 増加

目標値

(R17 時点)

(世帯数)

図 自治会加入率の推移
資料：市民生活部市民協働ふれあい課



63

（１）自治会活動の振興による地域力の向上

① 自治会活動の促進のための支援を行い、地域コミュニティの活性化を図ります。

② 地域における活動の拠点として、各コミュニティセンターや集会所等の機能の充実強化を図

ります。

③ 加入促進に向けた支援強化として、活動の成果やメリットを広報紙・SNS 等で発信し、自治会

の役割の「見える化」を進めるとともに、新住民への加入案内の充実を図ります。

④ 自治会役員の負担軽減および運営体制の強化を図るため、手続きの簡素化やデジタル技術の

導入について検討します。

（２）市民が主役のまちづくりの実現

① ボランティア・NPO 向けの活動拠点や設備の提供を進めるとともに、情報発信・マッチング支

援による参加を促進し、市民活動の活性化を図ります。

② ボランティア・NPO 等多様な主体が、地域課題の解決に積極的に関わる仕組みづくりを推進し、

協働による政策形成の実現をめざします。

*予測値（R12:58.6％、R17:53.7％）を上回る目標設定とした。

 市民公益活動推進基本方針

 地域福祉計画・地域福祉活動計画

 地域区長懇談会の実施

 不動産団体と連携した自治会加入促進

 地域のボランティア活動やイベントへの

市民の積極的参加

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 自治会加入率* ％ 64.6 60.0 56.0

❷ NPO 法人数 法人 25 28 30

❸
各コミュニティセンター・集会所・緑と市民の協働ふ

れあいプラザの利用者数
人/年 153,588 161,000 168,000

成果指標

関連計画

地域の祭りの様子（誉田だんじり祭り）

施策の方向

市民をはじめ多様な主体との連携・協働
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互いの人権を尊重し共生と平和なまちを

めざします

  

安全で安らぎのある生活の実現 -危機管理、生活環境-

9 平和・人権・多様性の尊重

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

記憶の風化等により、平和意識や人

権に対する関心が低下する ▶ 若い世代に対する平和や人権についての

学びの機会が充実している

(1)①

(2)②

インターネット上の人権侵害、人権

問題が複雑化・多様化していく ▶ 人権に関する理解が常にアップデートさ

れ、人権意識の高揚が図られている
(2)①②

多様な性のあり方が理解されず、当

事者が生きづらさを感じている ▶ 多様な生き方や価値観への理解が地域社

会に浸透している
(2)③

女性の活躍や挑戦が広がらず、地域

の活力が低下する ▶ 女性が地域を担い、挑戦と成長が循環す

る活力あるまちづくりが進められている
(3)①②

外国人住民が文化や慣習の違い、偏

見や差別等により孤立し、多文化共

生が進んでいない
▶ 外国人住民と地域社会が「ともに暮ら

し、支え合う」関係を築けている
(4)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 平和講演会や映画上映会などを開催し、平和の大切さを伝えている。

 男女共同参画の推進に向け、各種相談・意識啓発・講演会の開催など、

様々な取り組みを進めている。

 人権擁護都市宣言や人権条例の制定、男女共同参画推進プランの策定、

地域や学校教育における人権教育の推進等、理念と施策の両面から早期

に取り組んでいる。

｢人権・多様性｣

への市民満足度

女性の就業率*

2.94 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

48.3 ％ 増加

目標値

(R17 時点)

＊基準値は令和 2 年国勢調査結果より算出
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図 審議会等への女性登用比率の実績

資料:市民生活部人権推進課

(%)

人権文化センター



65

（１）平和意識の高揚

① 学校園や地域と連携し、さらなる平和意識の高揚に取り組みます。

（２）人権擁護に関する施策の充実

① 関係機関等と連携し、人権に関する相談支援の充実や情報の収集・周知に取り組みます。

② 家庭、学校園、地域、職場等のあらゆる場面を通じ、人権教育や人権啓発を推進します。

③ 性的指向・性自認に関する悩みを持つ人に対応した相談窓口の設置や、理解促進に向けた取

り組みを実施します。

（３）女性の活躍や挑戦による地域活性化

① 社会のあらゆる分野で男女が対等な立場で参画できるよう、市民、事業者、団体への周知・

啓発を図ります。

② 働く女性はもとより、商業や農業の女性起業家を応援し、育てる環境をつくります。

（４）多文化共生の促進

① 外国人住民との相互理解を促進する取り組みを進めます。

② 多様な主体と連携し、日本語能力の向上に向けた機会の確保を図ります。

＊地方自治法(第 202 条の 3)に基づく審議会等の女性の登用比率

 人権施策基本方針及び基本計画

 男女共同参画推進プラン

 女性団体の活動が活性化するような支援の促進

 文化・風習で困っている住民への地域の中でのサポート

 性別で仕事や役割を分けない職場づくり

 DV被害への関心と地域での支援

 事業主と労働者双方のワーク・ライフ・バランスの尊重

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 平和展等への参加者数 人/年 1,200 ↗増加 ↗増加

❷ 人権啓発事業への参加者数 人/年 400 ↗増加 ↗増加

❸ 審議会や政策決定の場等への女性登用比率* ％ 27.5 33.0 40.0

❹ 日本語教室の受講人数 人/年 765 800 850

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

成果指標

施策の方向
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みんなで美化に取り組み、美しい自然と生活

環境が守られているまちをめざします

  

安全で安らぎのある生活の実現 -危機管理、生活環境-

10 自然と生活環境の保全

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

環境に関するトラブルが頻発し、市民

が不安や不満を抱いている ▶ 公害の監視や対応が適正になされ、安

全で安心な生活が守られている
(1)①②

人口減少に伴って監視の目が減ること

で、地域環境への意識が希薄化し、ご

みのポイ捨てや不法投棄等が増加して

いる

▶
美化活動の推進や美化意識の向上によ

り、不法投棄等が早期に発見・対処さ

れ、快適な生活環境が保たれている

(2)①②

環境問題への意識が低下し、自然環

境・生活環境が悪化する ▶ 住民の環境への意識が高く、自然環

境・生活環境が守られている
(3)①

モラルの低下による住民トラブルや飼

育放棄等、ペットに関する問題が発生

する
▶

動物愛護の考え方が浸透し、持続可能

な形で人とペットとの共生が図られて

いる

(4)①

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 地域住民への啓発活動や環境美化活動を推進している。

 プラスチックごみの削減が進んでいる。

 市内でドッグランの整備やペットの同行避難マニュアルが策定される

など、人と動物との共生が進められている。

｢生活環境｣への

市民満足度

市民からの

公害苦情件数

2.95 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

27 件 減少

目標値

(R17 時点)

市内河川の風景（石川） ドッグラン（わんパークみねづか）
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（１）快適な生活環境の確保

① 公害発生を防止するため、関係機関との連携を強化し、大気汚染や騒音、振動、水質汚濁等

の公害の監視を継続的に実施します。

② 健康で快適な生活環境を確保するため、飼い犬等に関する手続きや狂犬病予防注射接種の促

進等に取り組むとともに、害虫等への対策を実施します。

（２）環境美化の推進

① 河川の一斉清掃など市民や事業者が参画する美化活動を推進し、環境美化に対する市民意識

の向上を図ります。

② はびきのプラスチックごみゼロ宣言に基づき、使い捨てプラスチックの削減やポイ捨て防止

等の啓発活動に取り組みます。

（３）環境教育の推進

① 環境問題に対する関心を高めるとともに、環境保全活動や美化活動への参画を促進し、美し

い自然環境を将来に引き継ぐため、関係機関と連携し、環境教育のさらなる充実を図ります。

（４）動物愛護の促進

① 動物愛護に関する意識の高揚を図るとともに、ペットを飼っている人も飼っていない人も共

に快適に暮らせる環境づくりに取り組みます。

 災害廃棄物処理計画

 石川クリーン作戦の実施

 環境教育授業の実施

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 市民からの公害苦情解決率 ％ 91.8 93.0 95.0

❷ 環境騒音調査における環境基準適合地点の割合 ％ 91.3 96.0 100

成果指標

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

石川クリーン作戦の様子

施策の方向
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環境への負荷および資源浪費が抑制され、

資源が循環する仕組みが構築されている

まちをめざします

  

安全で安らぎのある生活の実現 -危機管理、生活環境-

11 環境に配慮したまちづくりの推進

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

リサイクル率が頭打ちとなり、ごみの

減量化や資源化が進んでいない ▶
環境意識の定着および廃棄物の適正な

処理により、環境負荷の少ない資源循

環型の社会が形成されている

(1)①②

(2)①

脱炭素化が進まず、地球温暖化のリス

クがさらに高まる ▶
カーボンニュートラルに向けた意識が

高まり、一人ひとりが温暖化防止に貢

献している

(3)①②

ごみ処理施設について、設備の老朽化

や人口減少を踏まえたごみ排出量の減

少と施設の規模・能力とのミスマッチ

が起きる

▶
広域連携において、ごみ処理施設が適

正に管理運営され、人口減少時代に応

じた施設整備がなされている

(4)①

めざす将来像

｢環境保護｣への

市民満足度

市全体の CO₂
排出量推計値*

3.06 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

415 1,000t-CO₂ 減少

目標値

(R17 時点)

＊基準値は環境省「令和 4 年 部門別 CO₂排出量現況推計」の数値

羽曳野市の

強み

 ごみの減量化と再資源化を推進している。

 １人 1日当たりのごみ排出量が、大阪府平均を下回っている。

 リサイクル活動の重要性を啓発するキャンペーンを実施している。

 柏羽藤環境事業組合において、広域でのごみ処理が行われている。

図 1 人 1 日あたり家庭系ごみ排出量（資源除く）

資料:柏羽藤環境事業組合
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（１）一般廃棄物の適正な処理とごみの減量化

① 清潔で快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物の適正な処理を行う

とともに、ごみの減量化を促進します。

② 適正な処理についての理解を深め排出の抑制を促進するため、情報発信や啓発を行います。

（２）循環型社会の形成に向けたリサイクルの推進

① 市民、事業者のリサイクル意識の高揚を図り、資源等分別回収の徹底によりリサイクルを推

進します。

（３）温室効果ガス排出の削減

① 地球温暖化防止に向け、市の事務・事業における温室効果ガスの排出量の削減を進めます。

② 省エネルギーの推進や代替エネルギー資源の活用について、市民に対する啓発に努め、温室

効果ガス排出のさらなる削減に取り組みます。

（４）ごみ処理施設の効率的な管理運営の検討

① 柏羽藤環境事業組合が管理運営するごみ処理施設について、さらなる排出量削減、再資源化

の促進に取り組むとともに、最終処分場の処理能力等を考慮した今後のあり方についても検

討します。

 一般廃棄物処理基本計画

 地球温暖化対策実行計画

 町会等による古紙等の回収活動

 事業者との連携によるリサイクルの取り組みの実施

 事業者や市民一人ひとりの脱炭素に向けた取り組み

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 1人 1日あたりの家庭系ごみ排出量（資源除く） g/人日 584.5 523.4 492.0

❷ 年間事業系ごみ排出量 ｔ/年 6,431.4 5,782.1 5,394.5

❸ リサイクル率 ％ 6.7 10.4 12.2

❹ 市の施設からの温室効果ガス排出量 t-CO₂ 7,901.8 5,927 5,630

成果指標

関連計画

施策の方向

市民をはじめ多様な主体との連携・協働
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犯罪・消費者被害を未然に防止するまちを

めざします

  

安全で安らぎのある生活の実現 -危機管理、生活環境-

12 犯罪が少なく、安心して生活できるまちづくりの推進

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

犯罪が増加し、市民が安全・安心に生

活することができない ▶
地域ぐるみで犯罪が起きにくい環境

づくりが進むことで、犯罪の発生が

抑えられ、市民が安全・安心に生活

している

(1)①②③④

デジタル技術の進展やコミュニケーシ

ョンツールの多様化により、犯罪が巧

妙化する
▶

市民一人ひとりの防犯意識や情報リ

テラシーが向上し、犯罪被害が未然

に防がれている

(2)①

消費者問題の複雑化・多様化により、

被害の発生数増加や規模が拡大する ▶
消費者被害の未然防止や被害拡大防

止のため、適切に対応できる相談体

制が確立されている

(3)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 地域の安全を確保するため、自治会等に対する防犯カメラ設置費の補

助制度を整備している。

 街頭での啓発活動や防犯協議会を通じた情報提供により犯罪が抑止さ

れ、安心感が向上している。

 消費生活センターを設置し相談等の対応や消費者問題に関する正しい

知識や消費者意識の啓発に取り組んでいる。

｢防犯｣への

市民満足度

刑法犯認知件数

2.90 点 上昇

政策指標 基準値

(R6 時点)

521 件/年 減少

目標値

(R17 時点)
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資料：犯罪統計（大阪府警察）

図 刑法犯認知件数推移

（件）
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（１）犯罪のないまちづくりの推進

① 自治会の自主的な防犯活動を支援するとともに、市としての総合的な防犯体制の整備に取り

組みます。

② 羽曳野警察署や防犯協議会および安全なまちづくり推進協議会と連携して、地域が一体とな

った防犯活動の充実を図ります。

③ 青色防犯パトロールの実施や地域での見守り活動の促進等により、平常時の防犯体制の強化

を図ります。

④ 夜間の安全を確保するため、自治会に対して防犯灯の設置や維持管理等の支援を実施します。

（２）市民一人ひとりの防犯意識の高揚

① 特殊詐欺等の犯罪被害を防止するため、関係機関等と連携し、市民への啓発活動の実施や SNS

等を活用した情報提供を行うなど、防犯意識の高揚を図ります。

（３）消費者保護の推進

① 消費者被害を最小限に抑えるため、関係機関と連携しながら、適切に対応できる相談体制の

充実を図ります。

② 消費者被害の未然防止や被害の拡大防止を図るため、広報紙やウェブサイト等の媒体を活用

し、情報提供・啓発を行います。

 羽曳野警察署、防犯協議会、安全なまちづくり

推進協議会との協働

 自治会等との協働（防犯灯、防犯カメラの設置）

 地域での見守り、声掛け

 関係機関と連携した消費者相談対応

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶
防犯灯設置費補助金制度を活用した防犯灯設置数

（累計）
灯 10,122 10,400 10,700

❷
防犯カメラ設置事業補助金を活用した防犯カメラ

設置数（累計）
台 243 ↗増加 ↗増加

❸
消費生活相談者に対して適切に助言・あっせんを

行った割合
％ 100 →維持 →維持

成果指標

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

防犯街頭キャンペーン

施策の方向
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地域で支え合い助け合うまちをめざします

  

支え合い助け合う社会の構築 -健康、福祉-

13 共に支え合う地域社会の実現

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

少子高齢化、核家族化等の進行により、

地域内での相互扶助機能が低下する ▶
地域住民や専門機関、行政の協働・

連携を進め、必要な支援につながる

仕組みが構築されている

⑴①②③

高齢化により、民生委員・児童委員、校

区福祉委員等の地域の担い手が不足する ▶ 若い世代や新しい層が地域福祉活動

の担い手として参画している
⑵①②

福祉課題が複雑化・複合化する一方で、

地域福祉活動に関心を持つ人や参加する

人が減少する
▶

福祉に関する研修会や教育を通じて

福祉意識の醸成を図ることで、地域

における福祉への理解が深まり、支

え合う関係ができている

⑶①②

福祉サービスの種類や提供者の多様化に

より、適切なサービスの選択・利用が困

難になる
▶

福祉サービスの情報提供体制の充実

や質の向上に取り組み、誰もが必要

なサービスを利用できている

⑷①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

｢地域共生｣への

市民満足度

孤立・孤独に悩んで

いる市民の割合

2.94 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

8.1 %

目標値

(R17 時点)

減少

地域福祉に関する住民懇談会の様子

 ふれあいネット雅びの取り組みにより、小学校区における地域福祉活動と

行政・専門機関が協働して支援を行うネットワークが構築されている。

 行政、社会福祉法人、地域住民等が連携し、多様な相談を包括的に受け止

める仕組みづくりを進めている。
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（１）見守り、支え合うつながりづくり

① ふれあいネット雅びを核として、誰もが必要な支援に適切につながるよう連携を進めます。

② 身近な場所で相談や交流ができる居場所づくりを進め、住民同士が支え合い、誰もが地域社

会とつながれるまちづくりを進めます。

③ 地域住民の複雑化・複合化した課題に対応できる、包括的な支援体制づくりを進めるため重

層的支援体制整備事業を実施します。

（２）多様な人々の参加・協働

① 身近な場所で多様な人々が参加できる、様々な主体による地域活動の取り組みを進めます。

② 地域で行われているボランティア活動の支援等を行い、活動内容等の情報発信を行います。

（３）ともに支え合い、育む地域づくり

① 専門機関との連携により、地域で研修会や交流会、講演会等を開催し、地域共生に対する  

福祉意識の醸成を図ります。

② 専門機関や学校、家庭、地域住民と連携して、福祉教育の推進に取り組みます。

（４）福祉サービスの適切な利用の促進

① 支援を必要とする方が、必要な福祉サービスを適切に享受できるよう、分かりやすく正確な

情報提供を行います。

② 利用者の苦情相談先等について分かりやすい周知を行うとともに、社会福祉サービス事業者

への指導等に取り組み、安心してサービスを享受できる環境を整えます。

 地域福祉計画・地域福祉活動計画

 ふれあいネット雅び・専門職ネットワークとの連携による支援体制

 ボランティア活動への参加支援や養成講座の開催

 専門機関・学校・地域団体等と連携した福祉教育プログラムの策定

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 民生委員・児童委員数 人 163 188 188

❷ ふれあいネット雅び推進チーム会議 回/年 27 42 42

❸ 多機関協働事業による会議 回/年 - 6 6

施策の方向

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

成果指標
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必要な時に適切な生活支援が受けられる

まちをめざします

支え合い助け合う社会の構築 -健康、福祉-

14 セーフティネットの確立と充実

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

人口構造の変化に加え、不安定な経済

情勢や物価水準の上昇が重なり、支援

を必要とする世帯が増加していく
▶ 早期の段階で生活困窮者が必要な支援

を受けている
(1)①②③

経済的に困窮している世帯において、

こども世代に教育格差が生じ、希望す

る進学や就職ができず、貧困の連鎖が

継続する

▶
こども世代の進学・就労にかかる支援

により経済的な自立が達成され、貧困

の連鎖が断ち切られている

(1)④

老後の生活資金として重要である公的

年金制度への理解が進まず、要生活支

援世帯が増加する
▶ 誰もが公的年金制度を正しく利用でき

ている
(2)①

障害のある人やひとり親世帯等が経済

的理由から医療機関の受診を控えてし

まう
▶ 誰もが経済的理由によらず、必要な医

療を受診できている
(3)①

めざす将来像

｢セーフティネット｣

への市民満足度
2.86 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

目標値

(R17 時点)

 公共職業安定所と連携した就労支援や、生活困窮者への相談体制の整

備を進めている。

 コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置を通じ、地域における

要支援者の早期発見と、適切な専門機関への連携が図られている。

 子ども医療費助成制度について、市の独自基準として対象年齢を 18 歳

到達の年度末まで拡大し、所得制限なく実施している。

羽曳野市の

強み

図 被保護世帯数および人員の推移（各年 3月時点）
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（１）生活支援の充実

① 生活困窮者が抱える生活課題を早期に発見し、CSW や生活困窮者自立支援相談窓口など専門機

関につながる仕組みを一層強化します。

② 関係機関と連携し、自立相談支援や就労支援、家計改善支援等の生活困窮者支援を行います。

③ 市民の健康で文化的な最低限度の生活を確保するため、生活保護制度の適正な運用と適切な

支援に努めます。

④ 生活保護世帯のこどもに対し、進学や就職への支援を行い、自立を促進します。

（２）年金制度への理解

① 市民が年金制度を正しく理解できるよう、関連情報の提供や相談体制の充実に取り組むとと

もに、免除・納付猶予申請も含めた納付の促進を図ります。

（３）福祉医療助成制度の適正な運営

① 対象者の経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくり、健康の保持および  

福祉の増進を図るため、福祉医療助成制度の適正な運営と維持に努めます。

 地域福祉計画・地域福祉活動計画

 ふれあいネット雅びの取り組み

 福祉活動団体との連携

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 家計改善支援事業における対応者数 人/年 6 12 18

❷ 生活困窮者自立相談支援事業（プラン作成件数） 件/年 36 53 70

❸ 就労自立給付金支給件数 件/年 28 30 32

❹ 進学および就職準備給付金支給件数 件/年 15 15 15

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

校区福祉委員会での CSW 説明会の様子

施策の方向

成果指標
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すべての人が地域社会で安心して

暮らせる共生のまちをめざします

支え合い助け合う社会の構築 -健康、福祉-

15 誰もがその人らしく自立して暮らせる共生のまちの実現

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

障害のある人が抱える課題の多様

化・複合化に伴い、相談支援や必要

な福祉サービスの適切な提供が困難

となる

▶
様々な相談支援体制が整備され、ライ

フステージに応じた支援が受けられる

とともに、事業所で働く人材の確保や

育成に取り組み、必要な福祉サービス

が適切に提供されている

(1)①②③

(2)①②

18歳未満の障害のあるこどもが増加

し、適切な支援が十分に行き届かな

くなる
▶

障害のあるこどもを早期で適切な支援

につなげ、発達段階に応じた療育等を

切れ目なく受けられる体制が整備され

ている

(1)②

(2)②

(3)①②

合理的配慮による社会的障壁の除去

や環境整備が進まず、障害のある人

の社会参加が制約される
▶

合理的配慮の推進、環境整備により、

障害のある人の社会参加が促進されて

いる

(4)①

めざす将来像

｢障害者福祉｣への

市民満足度

｢羽曳野市が障害のある人に
とって暮らしやすいまちだ｣
と思う障害のある人の割合

2.88 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

22.9 %

目標値

(R17 時点)

増加
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資料：保健福祉部障害福祉課

(人)

図 障害者手帳所持者数

羽曳野市の

強み

 基幹相談支援センターを設置するなど、障害のある人やその家族に対す

る相談支援体制を強化している。
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（１）障害のある人への支援体制の充実

① 障害のある人の自己決定が尊重される障害福祉サービスの提供体制を構築します。

② 身近な地域で同じ仕組みの下、障害種別によらない一元的な障害福祉サービスを受けること

ができるよう、制度に関する情報発信やサービスの充実を進めます。

③ 持続可能な障害福祉サービスの提供に向け、人材育成や提供体制の最適化に努めます。

（２）地域での生活支援等の充実

① 障害のある人の意向を踏まえながら、福祉施設から一般就労への移行を可能とするサービス

の提供体制や地域生活支援拠点等の機能強化を図ります。

② 障害のある人やその家族等の多様な相談に対応するため、基幹相談支援センターを中心とし

た相談支援体制の充実を図り、障害のある人が自立し、地域社会で安心して生活できる環境

を整備します。

（３）障害児の健やかな育成のための発達支援

① 関係機関と連携し、療育等の支援体制の充実を図るとともに、ライフステージに沿った切れ

目のない支援やインクルージョンを推進します。

② 医療的ケア児への包括的な支援体制の構築を図ります。

（４）障害者の社会参加の促進

① 関係部局と連携し、障害のある人の情報アクセシビリティの向上や公共施設等のバリアフリ

ー化を推進し、地域における社会参加を促進します。

 障害福祉計画および障害児福祉計画

 障害者計画

 関係機関と連携した障害のあるこどものライフステージに合わせた切れ目のない支援体制構築

 相談支援事業者と連携した、保健、医療、福祉サービス等必要な支援につなげる体制

 大阪府発達障がい者支援センターと連携した発達障害者への支援

 近隣自治体等と連携した広域的な障害福祉サービスの提供や就労支援

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 福祉施設から一般就労への移行者数 人/年 27 34 36

❷ 入所施設から地域生活への移行者数 人/年 2 3 4

❸ 精神病床における１年以上の長期入院患者数 人 92 90 86

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

施策の方向

成果指標



78

生涯にわたって健康に暮らせるまちをめざし

ます

  

支え合い助け合う社会の構築 -健康、福祉-

16 健康づくりと医療体制の確保・充実

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

がん、糖尿病、高血圧症等の生活習

慣病罹患率が増加する ▶
主体的に健康づくりに取り組み、健診

（検診）の受診や生活習慣の改善を通じ

て、健やかに暮らすことができている

(1)①②

(3)①②③④

少子高齢化に伴う一人当たり医療費

と保険料負担が増加する ▶
健康づくり推進により医療費が抑制さ

れ、国民健康保険事業の健全運営が維

持されている

(2)①②

朝食欠食や不規則な食事等、バラン

スの取れた食事を摂る人が減少する ▶ 多くの人が食に関する正しい知識を習

得し、望ましい食生活を実践している
(3)①②

社会が多様化する中、生活上の課題

や悩み等が複雑化・複合化していく ▶
相談体制の充実と関係機関との連携強

化により、早期支援につなげることが

できている

(3)③④

地域医療のニーズが多様化し、医療

需要が増大する中、医療提供体制の

維持が困難となる
▶ 医療提供体制が安定して持続し、地域

住民が必要な医療を受けられている
(4)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 特定健診の受診率は全国平均および大阪府平均を上回っている。

 骨粗しょう症検診の受診率は、大阪府内で上位に入っている。

｢健康・医療｣

への市民満足度

健康寿命

3.16 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

男性:78.9 歳

女性:83.6 歳
延伸

目標値

(R17 時点)

6,149 6,212 6,057 5,817 
5,372 

17,371 16,770 
15,644 14,635

13,712 

35.4%

37.0%

38.7%

39.7%
39.2%

33.0%

34.0%

35.0%
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37.0%
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受診者数 対象者数 受診率

＊健康寿命の基準値は R5時点のもの

資料：国民健康保険事業実績

ふれあい健康まつりの様子図 特定健康診査の受診者数と受診率の推移

（人）

受
診
者
数
・
対
象
者
数

受
診
率
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（１）保健事業の推進

① 各種健診（検診）の周知・啓発を積極的に行い、受診率の向上を図ります。また、未受診者

に効果的な受診勧奨を行い、疾病の早期発見・早期治療につなげます。

② 各種健診（検診）を実施し、受診結果による精密検査や特定保健指導の必要性を啓発すると

ともに、疾病予防のための健康行動を推進します。

（２）医療保険制度の充実

① 医療レセプトや健診データ等の分析により、医療費適正化や効果的な保健事業を推進します。

② 国民健康保険、後期高齢者医療制度の健全運営に努めるとともに、大阪府、大阪府後期高齢

者医療広域連合と連携しながら、制度の周知広報を推進します。

（３）健康づくりの支援

① 食に関する正しい知識の普及・啓発を行い、望ましい食生活の実践を推進します。

② 食生活改善推進員を養成し、関係機関と協働して地域における食育の充実を図ります。

③ 自殺リスクの低下に向け、相談窓口の充実や相談業務を担う人材の育成に取り組みます。

④ 様々な生活上の課題を有する人を地域で見守り、支えるネットワークづくりを進めます。

（４）地域医療体制の充実

① 医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携し、地域に密着した医療サービスの充実を図ります。

② 近隣自治体、関係機関、関係団体との広域的な連携の強化により、救急医療や周産期医療等

の体制の構築を図ります。  

 健康はびきの 21 計画

 国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画

 はびきのこども夢プラン



 医師会・歯科医師会・薬剤師会等の協力のもと実施する各種健診（検診）や健康に関する啓

発・教育

 食育に関する地域でのボランティア活動のリーダーの養成および育成

 市民・各種団体と連携したイベントの実施（ふれあい健康まつり・健康フォーラム等）

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 特定健康診査受診率 ％ 39.2 ↗増加 60

❷ 特定保健指導利用率 ％ 16.0 ↗増加 60

❸ 20～30 歳代の朝食を欠食している割合 ％ 26.5 20 15以下

❹ ゲートキーパー研修の受講者数（累計） 人 635 1,000 1,500

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

施策の方向

成果指標



80

高齢者が健康で活躍するまちをめざします

  

 

支え合い助け合う社会の構築 -健康、福祉-

17 高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりの推進

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

高齢化の急速な進行により、地域の人

材確保と介護サービス提供体制の維持

が困難になるとともに、介護需要が増

大し、適切な時期に必要なサービスが

受けられなくなる

▶
高齢者の意欲・能力に応じた地域で

の社会参加が促進され、アウトリー

チ機能等の充実により、介護予防に

つながる支援を適切な時期に受ける

ことができる

(1)①

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世

帯の増加により、地域でのつながりが

希薄化する
▶

地域で交流や活動ができる場の創出を

進め、高齢者が健康で生きがいを持

ち、支え合いながら生活できている

(2)①②③

支援・介護を必要とする高齢者の増加

に伴い、介護給付費・介護保険料が上

昇する
▶

介護予防等の様々な取り組みを通じ

て、介護保険制度の安定的かつ持続

可能な運営が維持されている

(3)①②③

認知症高齢者が増加する一方で、地域

の認知症への理解が不十分にとどま

り、当事者が地域の中で孤立していく
▶

地域で新しい認知症観の理解が進

み、認知症の方も住みやすいまちに

なっている

(4)①

めざす将来像

｢高齢者福祉｣

への市民満足度

75 歳以上の

要介護認定率

2.90 点 上昇

政策指標 基準値

(R6 時点)

31.8 ％ →維持
(増加抑制)

目標値

(R17 時点)

1,486 1,467 1,380 1,333 1,476 1,498 

964 944 910 877 917 950 

873 955 1,014 1,020 1,011 988 

1,061 1,026 1,017 1,064 1,045 1,096 

851 851 858 807 854 876 
821 898 898 934 969 1,013 
584 549 551 604 662 660 
6,640 6,690 6,628 6,639 6,934 7,081 
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要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

図 要介護認定者数の推移（各年 3 月末時点）

羽曳野市の

強み

 高齢者の健康維持や生きがいづくりの施策が充実しており、認知症施策と

して「チームオレンジ」の組織化やサポーターの養成を進めている。

 地域包括支援センターを市内に 3か所、在宅介護支援センターを市内に 4

か所設置し、高齢者やその家族の相談窓口として機能を強化している。

 短期集中予防サービスや一般介護予防事業を実施し、介護予防に資する事

業を充実させている。

資料：介護保険事業状況報告

(人)

いきいき百歳体操の様子
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（１）地域包括ケアシステムの推進

① 地域包括支援センターの相談支援体制の充実を図るとともに、地域ケア会議を一層推進し、

支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を進めます。

（２）高齢者の健康づくり・生きがいづくり

① 運動・栄養・口腔ケア等の重要性について普及啓発に努め、通いの場での介護予防・健康づ

くりを進めるとともに、各種講座を通じた生きがいづくりを推進します。

② 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な支援を推進します。

③ 高齢者が自らの知識・経験を活かし、地域社会で活躍できる機会や場の創出を進めます。

（３）持続可能な福祉・介護サービスの促進

① 介護給付の適正化やサービスの最適化を進めることで、介護保険制度への信頼を高め、制度

運営を持続可能なものとします。

② 高齢化に伴う要介護認定者の増加が見込まれる中、介護保険サービス・高齢者福祉サービス

の適切な提供を図ります。

③ 成年後見制度等の利用支援や高齢者虐待事例への対応等の権利擁護の推進、災害時等におけ

る高齢者支援体制の確保などの取り組みを推進します。

（４）認知症施策の推進

① 認知症になっても、尊厳を持って自分らしく日常生活を過ごすことができる地域をめざし、

認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を柱に施策を推進します。

 高年者いきいき計画

 健康はびきの 21 計画

 地域福祉計画・地域福祉活動計画

 地域ボランティアグループ等を中心とした地域互助の活動の場作り

 関係機関と連携した地域での介護予防活動の実施

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ いきいき百歳体操会場数 会場 85 110 135

❷ オレンジサポーター登録者数(累計) 人 33 73 108

❸
就業または何らかの地域活動に参加している

高齢者の割合
％

男性:52.8

女性:48.1

男性:55

女性:50

男性:58以上

女性:53以上

❹ ポピュレーションアプローチの実施人数 人/年 589 700 900

❺ ハイリスクアプローチの実施人数 人/年 68 100 120

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

施策の方向

成果指標
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こどもの安全と権利を尊重するまちを

めざします

  

  

羽曳野の宝を守り育む -子育て・教育、歴史・文化-

18 こどもの権利保障と健やかな成長の支援

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

こどもや家庭に関わる問題が複雑・多様

化し、十分な支援が行き届かなくなる ▶ 包括的な支援体制が構築され、誰一人

取り残さない支援が実現できている
⑴①②③

少子化が進み、こどもの居場所や遊び場

がなくなる ▶ 各地域においてこどもの居場所・遊び

場が確保されている

⑴②

⑵②③

人のつながりが希薄になり、社会的に孤

立する子育て世帯が増加する ▶ 子育て家庭を地域で支援し、見守る体

制ができている

⑴③

⑵①

おとな主体のこども・若者支援に偏り、

当事者のニーズとの乖離が大きくなる ▶ こども・若者の視点や意見を尊重し、

施策に反映させる仕組みができている
⑶①②

めざす将来像

｢こどもを育む地域づくり｣

への市民満足度

こども政策に関して自身の
意見を聴いてもらえていると
思うこども・若者の割合

2.89 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

11.7 ％ 増加

目標値

(R17 時点)

羽曳野市の

強み

 こども家庭センターの設置が努力義務化される以前から、母子保健と児

童家庭相談の分野が統合した体制を整備し、切れ目のない支援の提供を

図っている。

 児童虐待等の早期発見・早期対応は一定の成果を上げている。

 フードパントリーやこどもの居場所づくり等、新たなニーズに対応した

市民活動が行われるなど、子育てにやさしい地域づくりが進んでいる。

図 児童虐待に関する通告件数と要保護児童の見守り

234 236
210

261
303

399

213 216 215

384
354 343

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

令和元年

(2019)

令和2年

(2020)

令和3年

(2021)

令和4年

(2022)

令和5年

(2023)

令和6年

(2024)

通告件数 見守り件数

資料:こどもえがお部こども家庭支援課
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事業者と連携した子育てイベント



83

（１）すべてのこどもの育ちへの支援

① こども家庭センターの機能の充実を図り、切れ目のない支援を提供します。

② こどもに関わる多様な機関が連携し、一体的に支援できる体制の構築を図ります。

③ 児童虐待の防止やこどもの貧困、ヤングケアラー等のこどもに関わる多様な問題への取り組

みを進めます。

（２）こども・保護者の居場所づくり

① 保護者同士の情報交換や仲間づくりの場を提供し、親の孤立化を防ぎます。

② 地域と連携し、こどもの多様な居場所づくりを推進します。

③ こども・若者がのびのびと遊べる空間整備に取り組みます。

（３）こども・若者が活躍できる社会の実現

① こども・若者の権利に関する普及・啓発に努めます。

② こども・若者の意見表明や社会参画の機会を確保します。

 はびきのこども夢プラン

 教育振興基本計画

 児童虐待の未然防止に向けた地域での見守り

 民生委員・児童委員との協力

 事業者・団体によるこどもの居場所づくりの充実

 こども・若者への意見聴取機会の確保・充実

 要保護児童対策地域協議会の連携強化

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶
乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等に

よらない子育てをしている親の割合
％

4ヶ月 96.0

1歳半 86.8

3歳半 71.7

↗増加 ↗増加

❷ 要対協調整担当者研修受講率 ％ 71 100 →維持

❸ こどもの居場所づくり実施団体数 団体 7 14 →維持

❹
こども・若者の意見を施策や計画に反映

した数（累計）
- 4 ↗増加 ↗増加

施策の方向

成果指標

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

屋内キッズスペース（LIC はびきの）
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子育てとこどもの成長を地域で支える

まちをめざします

羽曳野の宝を守り育む -子育て・教育、歴史・文化-

19 安心してこどもを産み育てられる環境づくり

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

核家族化、共働き世帯の割合増加等によ

る保育ニーズの多様化・複雑化が進む ▶ 保育ニーズに対応した質の高い就学前

教育・保育が安定的に提供されている

(1)①②③

(2)①

就学前教育・保育施設の老朽化、適正な

集団規模の確保が困難になる ▶
将来ニーズを見据えた施設の統廃合等

により、老朽化対策を講じるととも

に、適正な集団規模が確保されている

(1)②

経済的理由や子育てへの不安等により、

こどもを持つことをあきらめる人が増

え、少子化の進行が加速する
▶

子育て世帯の経済的・精神的負担を軽

減し、こどもを持つことを後押しでき

る環境が整備されている

(3)①②③

晩産化等に伴う妊産婦の健康不安の増加

や、育児の孤立化、支援を要するこども

の特性の複雑化等により、育児への不安

が大きくなる

▶ 妊娠前から子育て期までの母子保健の

充実により、安心して子育てができる
(4)①②

ひとり親家庭が経済的に困難な状況にと

どまり、貧困の連鎖が継続する ▶ 適切な支援が講じられ、ひとり親家庭

の生活の安定と自立が実現している
(5)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 平成 27(2015)年から待機児童ゼロを継続している。

 国が定める多子軽減の所得制限を撤廃し、独自に第 2子以降の保育料

無償化を実施し、経済的負担の軽減を図っている。

 子ども医療費助成制度について、大阪府基準から対象年齢を 18歳到達

の年度末まで拡大し、所得制限なく実施している。

 就学前教育・保育施設への巡回型 5歳児健診を実施し、的確なスクリ

ーニングとアセスメントにより必要な支援へとつないでいる。

｢子育て支援｣

への市民満足度

合計特殊出生率*

2.89 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

1.31
全国水準の達成･維持

（対全国差：▲0.02）

目標値

(R17 時点)

＊合計特殊出生率(全国水準)

：1.33(平成 30年～令和 4 年人口動態統計特殊報告より)

646 612 646 622 617

19 110 109 91 63
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資料:住民基本台帳年報

古市こども園図 出生数＋未就学児社会増数



85

（１）就学前教育・保育の充実

① 保育ニーズに応じた計画的な受け皿の確保を図り、待機児童ゼロの継続に努めます。

② 施設の適正な維持管理を行うとともに、民間活力を活用した認定こども園化による施設の再

編、統合を推進します。

③ 保育士・幼稚園教諭をはじめ、必要な保育人材の確保および育成に努めます。

（２）多様化する保育ニーズへの対応

① 子育て世帯の多様なニーズに対応するため、乳児等通園支援事業をはじめ保育サービスの拡

充・充実を図ります。

（３）切れ目のない子育て支援の実現

① 子育て世帯への経済的負担の軽減に努めます。

② 妊娠期から出産・子育て期まで包括的な相談と支援体制の充実を図ります。

③ 子ども医療費助成制度の適正な運営に努め、こどもの健全な育成を支援します。

（４）健やかな成育の確保

① こどもの発育・発達の維持に加え、困難を抱える保護者等への支援も含め、妊娠前から子育

て期までの切れ目のない保健・医療の提供を図ります。

② こどもの成長について、客観的に複数の視点からアセスメントを行い、一人ひとりの特性に

応じた環境につなげる相談支援を実施します。

（５）ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進

① 自立に向け母子・父子自立支援員による相談等各種支援を実施します。

② こどもの最善の利益のため、離婚後の共同養育の推進や養育費確保を支援します。

 はびきのこども夢プラン

 教育振興基本計画

 自主親子サークルの活動

 医師会や歯科医師会、薬剤師会との連携

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 待機児童数 人 0 0 0

❷
自立支援プログラム策定者のうち自立支援事業等につ

ながった人の割合
％ 100 →維持 →維持

❸ 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問実施率 ％ 98.4 100 →維持

❹ 産後ケア利用者数 人/年 152 180 180

関連計画

成果指標

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

 健康はびきの 21計画

施策の方向
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こどもたちがよく学び、たくましく成長

するまちをめざします

  

  

羽曳野の宝を守り育む -子育て・教育、歴史・文化-

20 生きる力を育む教育の推進

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

将来の夢や希望をもつことができ

ないこどもが増加する ▶
多様な他者と協働しながら、主体的に学び

続けられる教育環境の中で、こどもが自ら

の未来を切り拓く力を身に付けている

(1)①②③

(2)②④

いじめや不登校児童の増加・長期

化する（欠席日数が増加する） ▶ 安心して過ごせる学校づくりやこどもが

輝ける居場所の確保が進められている
(2)①

学校施設の老朽化が進み、教育環

境が著しく悪化する ▶ 安全・安心を確保しながら、新しい時代

の学びを実現する施設が整備されている
(2)③

少子化によるクラス数の減少によ

り、集団教育が確保できない ▶ 学校の規模が適正化し、多様な意見に触

れる教育環境が確保されている
(2)④

朝食欠食等の生活の乱れや偏った

栄養摂取等、こどもの健康を取り

巻く問題が深刻化する
▶

こどもが地域の食文化や食の大切さを理

解し、食への正しい知識と望ましい食習

慣が定着している

(3)①②

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 すべての児童・生徒にブルーライトカットフィルムを貼り付けたタブレ

ット端末を配布し、「GIGA スクール構想」を実現している。

 授業での ICT 活用を進め、情報活用能力の育成や情報モラル教育に取り

組んでいる。

 ALT（外国語指導助手）による英語教育の充実や、教科担任制やチーム担

任制を導入するなど、教育の質の向上が図られている。

 不登校支援センターが市内に 2施設設置され、学校復帰や社会的自立を

めざした不登校支援が行われている。

｢学校教育｣

への市民満足度

将来の夢や希望を持って

いる児童・生徒の割合

2.91 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

小学校:82％
中学校:61％ 増加

目標値

(R17 時点)
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（１）「深い学び」につなげる教育の推進

① 様々な社会変化の中でも、自ら考え、判断し、表現する力を育むため、一人ひとりにあった

きめ細やかな指導に取り組みます。

② 急速に進展する情報化社会やグローバル社会に対応できる人材の必要性を踏まえ、英語教育

や ICTを活用した教育の充実を図ります。

③ デジタル学習基盤を活用した学びを通じて、こどもの可能性を引き出す個別最適な学びと、

協働的な学びを推進します。

（２）学びの確保と教育環境の充実

① 誰一人取り残されない学びの保障に向けた対策（不登校対策等）を推進します。

② 経済的理由により就学が困難な児童・生徒に対して、就学援助等の支援を行い、教育を受け

る権利が守られるよう取り組みます。

③ 教育環境の向上と老朽化対策を効率的・効果的に推進するとともに、災害時に避難所となる

学校施設の防災機能の強化をめざします。

④ 少子化が進行する中でより良い教育環境を確保するため、学校の規模適正化・適正配置に取

り組みます。

（３）給食・食育の推進

① 衛生面への配慮や食物アレルギーへの対応など、安全・安心な学校給食を提供します。

② 学校給食を通じた食育を推進し、食習慣の健全化や、地域の食文化への理解を促進します。

 学校施設マネジメントプラン（長寿命化計画）

 健康はびきの 21 計画

 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）

 地域の部活動支援

 児童の登下校時における見守りの協力

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶
自分にはよいところがあると思う児童・生

徒の割合
％

小学校：83

中学校：77

小学校：90

中学校：85

小学校：95

中学校：90

❷
授業でタブレット等の ICT機器を週 3回

以上活用する児童・生徒の割合
％

小学校：49

中学校：76
↗上昇 ↗上昇

❸
校舎等の洋式便器 1基あたりの児童・生徒

数
人 8.04 6.71 5.61

成果指標

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

 はびきのこども夢プラン

 教育振興基本計画

施策の方向



88

こども・若者が健全に成長し活躍する

まちをめざします

羽曳野の宝を守り育む -子育て・教育、歴史・文化-

21 次世代を育む地域づくり

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

少子化に伴い、青少年児童の居場所が

失われている ▶ 地域の中で青少年児童の居場所が確保さ

れ、健全な成長が促進されている

(1)①②

(2)②

地域社会とのつながりが希薄化し、こ

ども・若者が孤立化している ▶
学校・行政・地域の連携等を通じて、地

域全体でこども・若者を支える基盤が強

化されている

(2)①

(3)①②

将来への不安が強まり、こども・若者

が夢や希望を抱くことができなくなる ▶
こども・若者が自分の夢に向かって、自

分で選択し、成長することができる環境

整備がなされている

(4)①

めざす将来像
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(人)

羽曳野市の

強み

 地域との連携を強化しながら、こども・若者の健全な育成を支援する

取り組みを進めている。

 こどもの居場所づくり事業や留守家庭児童会（放課後児童クラブ）、放

課後子ども教室等の取り組みにより、地域でこどもが活動できる場が

確保されている。

｢若者が活躍する地域｣

への市民満足度

自分の将来に明るい希望を持

っているこども・若者の割合

2.80 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

67.9 ％ 増加

目標値

(R17 時点)

学校でのキャリア教育の様子
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（１）青少年児童の居場所づくり

① 青少年児童の居場所となる青少年児童センター等が利用しやすい施設となるよう、運営の見

直しを図ります。

② ニーズに沿った青少年児童向け講座を実施し、参加者の増加を図ります。

（２）放課後等における健やかな成長支援

① 放課後等に地域と連携してこどもの活動場所を確保し、心身ともに健やかに成長できる環境

づくりを進めます。

② 留守家庭児童会（放課後児童クラブ）の安定運営に向け、放課後児童支援員をはじめとする

必要な人材確保や、施設・設備の適切な維持管理を行います。

（３）地域との連携の強化

① 地域住民のボランティア活動等による学校支援や、登下校時におけるこどもの安全確保の取

り組みを促進します。

② 地域とともにある学校の実現に向け、コミュニティ・スクールを核とした学校と地域との連

携・協働に取り組みます。

（４）ライフステージに応じた切れ目のない支援

① こども・若者が進学や就労等の様々なライフイベントを自らの意志で選択できるよう、将来

について考える機会の提供や、進学に関する経済的支援についての情報提供等、ライフステ

ージに応じた支援の充実を図ります。

 教育振興基本計画

 はびきのこども夢プラン

 各校区でのふれあいまつりの実施

 青少年健全育成推進協議会の活動

 学校支援地域本部の活動

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 青少年児童センター使用人数 人/年 25,294 20,000 20,000

❷ 留守家庭児童会（放課後児童クラブ）待機児童数 人 0 0 0

❸
放課後子ども教室が年 3回以上実施されている小学

校区の割合
％ 79 100 →維持

❹ 地域学校協働活動参加ボランティア数(延べ人数) 人/年 10,975 11,000 12,000

成果指標

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

 地域福祉計画・地域福祉活動計画

 地域住民による登下校の見守り

 事業者・団体等と連携したキャリア教育

や就労支援

施策の方向
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市民が自己の可能性を実現し、社会で活躍し

ているまちをめざします

羽曳野の宝を守り育む -子育て・教育、歴史・文化-

22 生涯にわたる学びと多様な活動の推進

今後懸念される状況 めざす姿
施策の

方向

地域の学びの担い手が減少し、学習機

会が失われる ▶ 地域資源をより積極的に活用した生涯学習

プログラムが数多く提供されている
(1)①②

市民の読書離れが進行する ▶ 幼少期から読書に親しみ、読書習慣のある

市民が増加している
(2)①②

スポーツ・レクリエーション活動の参

加者や指導者の減少に伴い、地域交流

の希薄化や健康状態の悪化が進行する
▶ 市民が参加しやすい各種スポーツ大会やイ

ベントが開催され、地域が活性化している
(3)①②

地域の文化活動参加者の減少に伴い、

伝統技術等の継承ができなくなる ▶ 市民が主体的に文化・芸術活動に参加し、

地域で文化が維持されている
(4)①

高齢化が進み、趣味や生きがいを持つ

人が減少し、地域の活力が衰退する ▶ 人生 100年時代にふさわしく、生涯にわた

って学び、活躍する仕組みができている
(5)①

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 各種スポーツ大会や市民参加型のイベントが開催され、地域交流と健康

増進を図る活動が積極的に行われている。

 地域の教育資源を活用した市民講座やセミナー、ワークショップを実施

し、市民の学びの機会を提供している。

 図書館の設置等により、市民が図書に触れる環境が整備されている。

｢生涯学習･スポーツ｣

への市民満足度
2.91 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

目標値

(R17 時点)

LIC はびきの（パイプオルガン） 市民体育祭
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成果指標

（１）生涯学習の充実

① 地域資源の活用や多様な主体との連携により、学びの場の拡大を図ります。

② 市民ニーズや社会情勢に応じた多様な学習機会を創出・提供するとともに、プログラムの充

実および周知に努めます。

（２）読書活動の推進

① 市民の読書機会を確保し、図書サービスの向上や適正化に努めます。

② 幼少期からの読書活動を促進し、読書に親しむ環境づくりに取り組みます。

（３）スポーツ・レクリエーションの普及

① 各種スポーツ大会・イベントの充実を図るなど、市民のスポーツ活動を振興します。

② スポーツ・レクリエーション環境の整備充実を図ります。

（４）文化・芸術の振興

① 関係団体・サークル等と連携しながら市内文化施設・拠点における自主的な活動を促進し、

地域の文化・芸術活動の振興を図ります。

（５）地域主体の活動の促進

① 市民の自主的な活動を支援するとともに、その成果を地域に還元できる仕組みづくりに取り

組みます。

 子ども読書活動推進計画

 はびきのこども夢プラン

 大学、NPO、事業者等と連携した

生涯学習プログラムの実施・充実

 地域でのスポーツ活動の実施、団体運営

 スポーツイベント、大会への参加

 文化イベントへの参加

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 市民大学受講者数 人/年 5,620 5,800 6,200

❷ 市立図書館でのこども対象のおはなし会開催数 回/年 161 170 180

❸ スポーツ施設利用者数（学校開放事業利用者数含む） 人/年 677,377 697,000 717,000

❹ 生活文化情報センター（LICはびきの）利用者数 人/年 247,634 254,000 261,000

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

 市民の読書活動を支えるボランティアの育成

 おはなし会への参加

 ブックスタートの読み聞かせへの親子参加

 教育振興基本計画

施策の方向
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世界遺産をはじめとする多様で豊富な歴史

文化の保存・活用が恒常化したまちをめざ

します

類型

国指定
大阪府
指定

羽曳野市
指定重要文化財

史跡･名勝･
天然記念物

重要
美術品

登録有形
文化財

建造物 1 1 2 3

絵画 2 3

彫刻 5 1

工芸品 6(内国宝 1) 1 2 5

書籍･典籍 1

古文書 3 4

考古資料 2(内国宝 1) 4 2

歴史資料 1

史跡 5 2 1

天然記念物 2

その他 3

合計 17 5 4 1 13 22

市内の指定文化財の数（令和 8 年 3 月時点）

  

羽曳野の宝を守り育む -子育て・教育、歴史・文化-

23 歴史文化の保存・活用と未来への継承

今後懸念される状況 めざす姿
施策の

方向

世界遺産をはじめとする歴史文化遺産の

意義や理念が、正確に継承されない ▶ 歴史文化遺産が適切に保存・管理され、

将来に継承されている
(1)①②

歴史文化遺産がもつ多様な価値や魅力が

伝わらず、活用されない ▶ 多様な立場の人々が各自の視点・関心を

持って魅力を再発見できる
(2)①②

社会や価値観が変容する中で、日常生活

の中に溶け込んでいる歴史文化遺産が将

来的に保存・継承されなくなる
▶

地元住民によって、身近な歴史文化遺産

が守られ、継承される体制が確立されて

いる

(3)①②

人口減少に伴い、自治体財政が縮小する

中で、行政単独での歴史文化遺産の保

存・活用が困難になる
▶ 様々な主体との連携により、歴史文化遺

産の保存・活用が持続可能となっている
(4)①②

伝統文化の担い手の高齢化や、保存・育

成に取り組む団体の減少により、後世へ

の継承が困難になる
▶ 伝統文化が地域社会に根付き、世代を超

えて継承される環境が構築されている
(5)①②

めざす将来像

｢歴史文化｣への

市民満足度

世界遺産ガイダンス

施設来訪者数

3.16 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

3,498 人/年 増加

目標値

(R17 時点)

羽曳野市の

強み

 旧石器時代から現代にいたる多様で豊富な歴史文化遺産を有しており、

その保存と活用を積極的に市民と協働して進めている。 

 歴史文化遺産の保護を行った上で、地域住民や観光客にその価値や魅力

を伝えるための施策が継続的に実施されている。

 市内に点在する歴史文化遺産や伝統行事がその地元で大切に継承され、

市民がこれらに日常的に触れる機会を提供している。

大型の石見型木製品(木製はにわ)

（峯ヶ塚古墳出土）
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（１）適切な保存と管理

① 史跡の公有化や、歴史文化遺産の適切な維持管理を図ります。

② 出土遺物や発掘調査報告書、民俗資料、歴史資料を適切に保存・収蔵し、公開します。

（２）活用と価値や魅力の周知

① 史跡古市古墳群および史跡通法寺跡の整備や公開・活用、それにかかる諸事業を展開します。

② 市内の歴史文化遺産の公開や、調査研究を基礎とした価値や魅力を発信します。

（３）将来への継承

① 地域社会総がかりによる歴史文化遺産の将来への継承を図ります。

② 次世代に対しての価値や魅力の伝達を行い、郷土愛を育みます。

（４）多様な主体の参画

① 保護や継承に向け、企業や関係団体等との連携を図ります。

② 関係自治体と連携した歴史文化遺産の保存・活用に取り組みます。

（５）地域の伝統文化の振興

① 伝統芸能団体への助成制度等による活動支援を継続します。

② 地域の祭りや観光イベント等の活性化や活動機会の創出を図ります。

 百舌鳥・古市古墳群－古代日本の墳墓群－ 世界遺産推薦書／包括的保存管理計画

 第 43回世界遺産委員会決議文（追加的勧告を含む）

 百舌鳥・古市古墳群を活用した地域活性化ビジョン

 国史跡古市古墳群保存活用計画／史跡古市古墳群整備基本計画

 史跡通法寺跡保存活用計画

 教育振興基本計画

 世界文化遺産の保存管理にかかる地域住民の関与

 事業者・団体等と協力した歴史・文化の魅力発信（古墳 DEるるる等）

 開発時における官民双方での HIA（遺産影響評価）の実施

 地域の祭りや観光イベント等への参画・参加

№ 成果指標 単位
現状値
（R6）

目標値
（R12）

目標値
（R17）

❶ 史跡地公有化面積 ㎡ 56,363.3 ↗拡大 ↗拡大

❷ 「古墳 DEるるる」の参加者数 人 1,700 2,000 2,400

❸ 学校や諸団体等に対しての講師派遣回数 回 12 15 20

❹ メディア等からの写真使用申請数(世界遺産) 件/年 41 ↗増加 ↗増加

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

成果指標

施策の方向
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質の高い行政サービスを提供するまちを

めざします

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

人口減少による一般財源歳入減に対

し、公債費、公共施設維持管理費等が

増大し、財政状況が逼迫する
▶

当事者意識をもった行財政改革の推進や財

源の確保により、経常収支比率が改善し、

適切な行政サービスが提供されている

⑴①②③

物価高騰、技術者不足等により、入札

不調が増加する ▶
創意工夫により、多様な企業の入札への参

加機会を拡大し、安定した発注がなされて

いる

⑴④

情報公開制度への理解不足により、活

用が進まず、市民の行政への不信感が

増大する
▶ 制度の周知と適正な運用により開かれた市

政が実現できている
⑴⑤

老朽化する公共施設の維持改修費およ

び管理運営費に伴う歳出が増加する ▶
安全性に配慮した施設管理や、投資的経費

の平準化、中長期的観点からの施設総量の

最適化が行われている

⑵①②

少子高齢化等による人材の不足に加

え、組織の硬直化によって行政課題へ

の対応に遅れが生じる
▶

行政課題等の変化にも的確に対応できるよ

う、人材の育成や多様な人材の確保、組織

体制の構築がなされ、安定的な行政運営が

実現できている

⑶①②

働き手側の価値観の変化・多様化に行

政の体制が追い付かず、職員の能力が

十分に発揮されない
▶ 多様な働き方を受け入れ、職員が活躍でき

る職場環境が整っている
⑶③

  

持続可能なまちづくりへの推進力 -都市経営-

24 市民ニーズに即した行政運営の推進

めざす将来像
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羽曳野市の

強み

 行政の効率化を目的に業務の見直しや ICTの活用を推進し、行政サービ

スの向上とコスト削減を図っている。

 人口あたりの職員数が類似団体の平均を下回っており、比較的少ない

コストで最大の効果を上げることができている。

｢行政運営｣

への市民満足度

経常収支比率

2.88 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

100.8 ％ 99.5 ％

目標値

(R17 時点)

資料：市決算関係資料
図 実質収支の推移
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（１）健全で持続可能な行財政運営の実現

① 事業の優先度や実施効果に配慮した予算編成に努め、健全で計画的な財政運営を図ります。

② 経費の削減・平準化を図るとともに、民間活用等によるコストの低減に取り組みます。

③ 広告料等の税外収入や受益者負担の適正化等により、自主財源の確保を図ります。

④ 多様な契約手法を活用し、公平性と効率性を両立させた官公需の確実な発注を推進します。

⑤ より一層開かれた行政を推進するため、情報公開制度の適切な運用に取り組みます。

（２）公共施設等の適正な管理運営

① 公共施設の管理運営について、引き続き指定管理者制度の効果的な運用を図るとともに、PFI

等の新たな民間活力の導入についても検討します。

② 公共施設等の適正な維持管理と最適な配置について、公共施設の集約化や統廃合を含めて総

合的かつ計画的に推進し、財政負担の軽減・平準化をめざします。

（３）多様な人材の育成・確保と活躍の促進

① 多様化・複雑化する市民ニーズや行政課題の変化に的確に対応できるよう、効率的・機能的

な組織体制の構築を図ります。

② 職務・職責に応じた効果的な職員研修による人材育成を図るとともに、外部人材の活用や広

域での採用活動も含め、多様な人材の確保に取り組みます。

③ 職員の能力を最大限に引き出し、職員一人ひとりがやりがいや成長実感を得られ、多様な働

き方を受け入れる職場環境づくりを推進します。

 公共施設等総合管理計画

 行財政改革大綱

 市営住宅等長寿命化計画

 公共施設等の管理・運営への民間活力導入

 外部有識者や専門家による職員研修の実施

 近隣市町村との公共施設の相互利用促進

 税外収入確保への事業者との連携

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 公共施設総延床面積 ㎡ 251,211.7 ↘減少 ↘減少

❷ 入札不調の割合 ％ 10.6 7.0 5.0

❸ 男性職員の育児休業取得率 ％ 92.9 100 →維持

成果指標

関連計画

 外郭団体等改革方針

 人材育成基本方針

 PPP/PFI 優先的検討方針

職員研修の様子

施策の方向

市民をはじめ多様な主体との連携・協働
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DXを推進し便利で快適に生活できるま

ちをめざします

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

市民の抱える課題やニーズの多様化等に

より、窓口での対応がより複雑化、長時

間化する
▶

DXによる効率化等で、「書かない」

「待たない」「行かない」窓口が実

現されている

(1)①②③

オンラインサービスの整備が不十分なた

め、多様なニーズへの対応が困難となる ▶ 市民ニーズにあった利便性の高いオ

ンラインサービスが提供されている
(1)①

情報発信の高度化が進まず市民ニーズに

応じた情報提供が不十分となる ▶
わかりやすい情報発信が行われ、

24時間オンライン申請受付が可能

な体制が構築されている 

(1)③

データ活用の遅れにより、新たなサービ

スの創出や行政運営の効率化が停滞する ▶ オープンデータの活用が進み、地

域の課題解決につながっている
(1)④

既存事業に加え、多様化する市民ニーズ

への対応により業務量が増加しサービス

の維持が困難となる
▶

内部事務における業務の効率化や

コンパクト化、市民の利便性が確

保されている

(2)①②

デジタル化の進展に伴い、情報漏洩のリ

スクが増大する ▶ 情報セキュリティレベルが向上し、

リスクをより適正に管理できている
(3)①②③④

  

持続可能なまちづくりへの推進力 -都市経営-

25 ＤＸ推進による市民サービスの向上

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 新庁舎整備に併せた ICT 環境再整備・窓口レイアウトの見直しに着手し

ている。

 議会等のペーパーレス化に伴い、本会議場、協議会室および委員会室の

庁内ネットワークの無線化整備が完了している。

 既存事業の見直しや改善に取り組む組織風土が構築されている。

｢市民サービスのデジタル化｣

への市民満足度

住民異動手続（転入）

の平均所要時間

2.99 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

3 時間 30 分 短縮

目標値

(R17 時点)

1.8%

2.3%

2.7%

7.1%

9.1%

9.9%

10.9%

11.4%

17.8%

26.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

その他

デジタル技術を活用し観光やシティプロモーションの活性化を図る

市内の中小企業や農業分野でのデジタル活用を支援する

インターネット上で公共施設の利用状況の確認や予約をもっと進める

税、公共料金などの支払いのキャッシュレス化をもっと進める

市からのお知らせがスマートフォンなどで簡単にわかりやすく入手できる

インターネット上で市のサービスや手続の相談ができる

市の業務を効率化し、住民サービスを向上させる

情報セキュリティ対策を徹底し、市民の個人情報を守る

市役所へ行かなくても申請や届け出などの手続ができる

図 地域社会のデジタル化が進む中で市民が期待すること

資料:令和 6(2024)年度市民アンケート
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（１）市民の利便性向上

① オンライン申請／通知・手続きの拡充やデジタル技術を活用した窓口改革により、手続きに

おける負担軽減を図ります。

② 高齢者等のデジタルに不安がある方へのスマートフォン講習会等の開催など、すべての人が

デジタルの利便性を享受できる社会の構築をめざします。

③ チャットボットやセグメント配信等を活用し、市民ニーズに応じたわかりやすい情報発信に

取り組みます。

④ 市が保有する GIS データの公開等、公共データのオープン化を推進します。

（２）行政事務の効率化・コンパクト化

① 情報連携、情報共有による業務の効率化を図ります。

② 内部事務の効率化や、デジタル技術を活用した省力化を推進します。

（３）情報セキュリティ運用のレベル向上

① 庁内ネットワーク強靭化による情報漏えい防止と安定稼働の確保を図ります。

② 点検・監査・助言による問題発見と改善活動を行います。

③ 日々高度化していくサイバー攻撃に対応し、情報セキュリティ対策の強化を推進します。

④ 個人情報の適切な管理と保護を徹底し、安全で信頼性の高いサービスの提供を推進します。

 DX推進計画

 本庁舎建替整備基本計画

 情報セキュリティポリシー

 民間事業者との連携によるデジタルサービスの提供

 高齢者等へのデジタル講座の実施

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 電子通知発信業務件数 件 0 10 20

❷ コンビニ交付利用割合 ％ 23.9 49.2 67.7

❸ はびきのマップでの公開 GISデータ数 件 9 ↗増加 ↗増加

成果指標

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

市公式 LINE

施策の方向
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多様な主体との協働・共創により、

地域課題を解決する持続可能なまち

をめざします

今後懸念される状況 めざす姿
施策の

方向

まちづくりに関する情報や参加意識、共

助の連帯意識が不足・低下し、協働・共

創の取り組みが進まない
▶

多様な主体がまちへの関心や愛着を

もち、相互に連携しながら協働・共

創に参加している

(1)①③④

民間企業や NPOとの連携が限定的で、行

政への依存が強まる ▶
行政・企業・NPOが各々の強みを活

かした持続可能なサービスが展開さ

れている

(1)②

市民の声を集める仕組みが一部の層に偏

り、多様な市民の意見が反映されにくく

なる
▶

年齢・性別・国籍・障害の有無等に

関係なく、誰もが意見を表明できる

環境が整備されている

(2)①②

人口減少により市内住民だけでのまちづ

くりに限界が生じる ▶ 関係人口の創出等による新たなまち

づくりが進められている
(3)①②③

少子高齢化・人口減少の進行により、単

独自治体による行政運営に支障が出る ▶
近隣自治体や大阪府との広域連携に

より、行政機能が持続可能なものと

なっている

(4)①②

  

持続可能なまちづくりへの推進力 -都市経営-

26 協働・共創によるまちづくりの推進

めざす将来像

羽曳野市の

強み

 市役所と民間事業者をつなぐ公民協創デスクが設置されている。

 地域区長懇談会等を実施し、地域の実情に即したまちづくりを進めて

いる。

 広域連携によって、消防・ごみ処理等の共同処理や観光・地域活性化

の取り組みが進められている。

｢協働・共創｣

への市民満足度

多様な主体との協働・共創に

より実施されている事業の割合

2.93 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

46.6 ％ 増加

目標値

(R17 時点)

総合基本計画市民ワーキング会議はびきの市民フェスティバル
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（１）相互連携の促進

① 情報発信を強化することで市民や団体、多様な主体（産官学金労言士）の参加を促進し、

まちへの関心・愛着を醸成します。

② 公民協創デスクの取り組みの充実を図り、市役所の各部局での公民連携を推進します。

③ 協働の取り組みに若者や子育て世代の参加を促す仕組みの創出を行います。

④ 友好都市との交流事業等を通じ、国内外の人々と市民の多様な交流を促進します。

（２）広聴の充実

① パブリックコメント制度の運用や対面でのタウンミーティング等の他、SNSやオンライン

アンケート等も活用し、意見収集の充実を図ります。

② 意見の反映状況の公開による「見える化」の推進を行います。

（３）まちづくりへの多様な活力の導入

① アウトソーシングや民間ノウハウの活用等、民間活力の導入を積極的に推進します。

② クラウドファンディングやふるさと応援寄附制度の周知・活用を推進します。

③ 様々な機会を通じて関係人口の獲得に努めます。

（４）広域行政の推進

① 自治体間の共通課題や専門性が高い分野について、広域連携の検討を進めます。

② 魅力発信や地域活性化等の多様な分野において、自治体間の連携を推進します。

 市民公益活動推進基本方針

 公民連携ガイドライン

 各事業におけるアンケートの実施

 パブリックコメント制度による意見の収集

 各審議会等における委員の公募

 市民・事業者と連携したイベントの実施

（はびきの市民フェスティバル、20 歳のつどい等）

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ 包括連携協定による事業実施件数（累計） 件 34 52 67

❷ 市民・市民公益活動団体との協働事業数（累計） 件 3 4 5

❸ ふるさと納税の寄附額 千円/年 101,700 ↗増加 ↗増加

❹ 広域連携による事業実施件数（継続中のもの） 件 32 ↗増加 ↗増加

関連計画

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

成果指標

 市民・民間レベルでの国際交流

や都市間交流の実施

 事業者からの公民連携の提案や

事業協力

施策の方向
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統一的なブランド戦略のもと、まちの

魅力を内外に発信することで、「選ば

れるまち」をめざします。

今後懸念される状況 めざす姿
施策の
方向

取り組みが短期的な施策にとどまって

いるケースが多く、継続的な事業につ

ながらない
▶ 戦略的・継続的なプロモーションの実

施により活性化が図られている

(1)①②

(4)①②

知名度の低さ、PR不足により関係人

口、交流人口が伸び悩んでいる ▶ まちの魅力の効果的・戦略的な発信に

より賑わいが生まれている

(1)③

(3)①

市民にまちの魅力が浸透しておらず、

誇りや愛着を感じられない ▶ 自分たちのまちが持つ魅力を誇りに思

うシビックプライドが醸成されている

(1)②

(2)①②

インバウンド（外国人観光客）対応と

しての多言語対応や情報発信が不足し

ている
▶

情報発信メディアの多角化と発信内容

の多様化により、インバウンド対応が

なされている

(1)③

(2)③

  

持続可能なまちづくりへの推進力 -都市経営-

27 シティブランディングの推進

めざす将来像

はびきのビジターセンター（大阪はびきの観光局）

羽曳野市の

強み

 歴史資産や特産品が豊富で、観光資源として活用を図る余地がある。

 世界遺産と日本遺産の両方が市内に存在する。

 交通のアクセスが比較的良く、今後の誘客に関するポテンシャルが高い。

 道の駅「しらとりの郷・羽曳野」に市外から多数の来客がある。

 大阪はびきの観光局の設立により地域活性化が促進されている。

 専門的職員を配置し、戦略的広報の取り組みを推進している。

｢シティブランディング｣

への市民満足度

住み続けたいと思う

市民の割合

2.76 点 上昇

政策指標
基準値

(R6 時点)

62.9 ％ 増加

目標値

(R17 時点)

広報はびきの
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（１）ブランド戦略とシティプロモーションの充実

① 統一的なブランド戦略を構築し、市独自の魅力の明確化とさらなる向上・創出を図ります。

② 市民一人ひとりが市への愛着を深め、「住み続けたい」と感じてもらえるよう、インナープロ

モーションと市民参加型のまちづくりを推進し、シビックプライドの醸成を図ります。

③ 羽曳野に「訪れたい」、「住んでみたい」と思ってもらえるよう、様々な媒体やイベント等を

通じて市の魅力や特色を外部に発信し、認知度の向上や関係人口の増加を図ります。

（２）市政情報の的確な提供

① 広報紙やウェブサイト、SNS等を活用して、市政情報を正確かつ迅速に提供します。

② 「伝える広報」から「伝わる広報」への転換をめざし、内容の充実と分かりやすさの向上に努

めます。

③ 障害のある方や外国人等の様々な立場の方に正しい情報が提供されるよう、必要な対応を行

います。 

（３）大阪はびきの観光局との連携・協働による観光振興

① 大阪はびきの観光局との連携・協働により、積極的な誘客と新たな観光資源の創出に取り組

み、さらなる交流人口の増加を図ります。

（４）広域連携・官民連携の強化

① 竹内街道・横大路（大道）活性化実行委員会や華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議

会など近隣市町村との連携強化により、広域的な魅力の発信とにぎわい創出に取り組みます。

② 民間事業者等との協働により、新たな魅力の発掘や開発を推進します。

 企業・大学との連携協定に基づく協働事業の実施

 市公式 SNS等における登録や投稿

№ 成果指標 単位
現状値

（R6）

目標値

（R12）

目標値

（R17）

❶ SNS フォロワー数（市公式 LINE 登録者数） 人 31,000 37,000 42,000

❷ シェアサイクルポート設置数 箇所 22 ↗増加 ↗増加

❸ 市公式ユーチューブ再生回数 回/年 189,000 ↗増加 ↗増加

成果指標

市民をはじめ多様な主体との連携・協働

観光交流拠点「旧浅野家住宅」

施策の方向
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１ はじめに

１-１ 策定の趣旨

人口減少・少子高齢化の進行に加え、東京圏への人口の一極集中という日本社会が抱える

構造的課題に対応するため、国は平成 26（2014）年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」を

公布し、同法に基づいて「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」および 5 か年を期間とす

る「まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、「総合戦略」という。）」を策定しました。

この戦略においては、人口減少問題の克服と成長力の確保の実現に向けて「地方における

安定した雇用の創出」「地方への新たな人の流れの創出」「若い世代の結婚・出産・子育ての

希望の実現」「安心な暮らしを守り、地域間連携を進める」という 4つの基本目標を掲げ、地

方創生に向けた施策が全国各地で展開されました。

続く令和 2（2020）年度を初年度とする第 2 期総合戦略では、第 1 期の成果や課題を踏ま

えつつ、新型コロナウイルス感染症の拡大という未曾有の社会変化にも対応する必要が生じ

ました。そこで、第2期では第1期の総合戦略の枠組みを引継ぎつつ、地域におけるSociety5.0

の推進や、地方創生 SDGsの実現など新たな視点が加えられました。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、社会情勢がこれまでと大きく変化し

ている中、デジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で

快適に暮らせる社会」をめざす「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、第 2 期総合戦

略を改訂し、令和 5（2023）年度を初年度とする「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策

定しました。

さらに、地方創生の取り組みが始まって 10 年が経過し、全国各地で地方創生の取り組みが

行われ、様々な好事例が生まれるなどの成果があった一方で、人口減少や東京圏への一極集中

の流れを変えるまでに至っていないといった課題も浮き彫りになっています。そこで、これま

で 10年間の地方創生の成果を継承・発展させつつ、地域に生きるすべての主体の力を結集し、

「強く」、「豊か」で、「新しい・楽しい」地方を創る「地方創生 2.0基本構想」の実現に向け、

デジタル田園都市国家構想総合戦略を改訂し、令和 7（2025）年度を初年度とする「地方創生

に関する総合戦略」を新たに策定し、令和 7（2025）年 12月に閣議決定されました。

このような中、本市においても、国の総合戦略等を勘案し、平成 28（2016）年に「第 1期

羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「第 1期羽曳野市総合戦略」という。）を、

令和 5（2023）年に「第 2期羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「第 2期羽曳

野市総合戦略」という。）を策定し、取り組みを進めてきました。第 1期および第 2期羽曳野

市総合戦略における地方創生の取り組みを切れ目なく進め、新技術を活用して維持すべき行

政サービスの高度化やサービス確保を図るとともに、新たな資金の流れを自ら確保する取り

組み、若者や女性にも選ばれる地域づくりなどの新しい視点も取り入れながら、「第 3期羽曳

野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「第 3期羽曳野市総合戦略」という。）を策定す

るものです。
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１-２ 計画の位置づけ

本戦略は、上位計画に位置づけられている、第 7次羽曳野市総合基本計画（以下、「第 7

次総合基本計画」という。）との整合を図り、一体的に施策の推進に取り組むこととしま

す。

具体的には、第 7次総合基本計画の基本計画は、市が関わる施策を網羅的・体系的に整

理していることから、それらの施策の中からまち・ひと・しごと創生総合戦略の内容に合

致するものを抽出し第 3期羽曳野市総合戦略として再整理することで、第 7次総合基本計

画と一体化を図ります。そのため、第 3期羽曳野市総合戦略の進捗管理や評価検証につい

ても、第 7次総合基本計画と一体的に実施します。

１-３ 計画期間

第 7次総合基本計画（前期計画）の計画期間である令和 8(2026)年度から令和 12(2030)

年度までの 5年間とします。
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２ 第２期羽曳野市総合戦略の効果検証

２-１ 第２期羽曳野市総合戦略の概要

第 2期羽曳野市総合戦略においては、3つの基本目標を掲げ、「ひとの創生」、「しごとの

創生」、「まちの創生」を総合的かつ一体的に推進してきました。また、基本目標の達成に

向け、3つの戦略の柱を位置づけ、柱ごとに重点項目を設定し、具体的な取り組みを進め

てきました。

（１）基本目標

（２）戦略の柱

① 結婚・妊娠・出産・子育ての希望の実現と「生きる力」を育む教育環境の充実

② 地域ブランド力を向上させる資源の発掘・整備による地域経済の発展

③ 地域の活性化・賑わいの創出による都市魅力と地域愛の向上
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達成度＝（実績（R6）／目標（R7））×100

２-２ 第２期羽曳野市総合戦略の検証

第 2 期羽曳野市総合戦略の検証にあたっては、戦略の柱ごとに位置づけた数値目標と、

重点項目ごとに設定した客観的な指標である KPI(重要業績評価指標：Key Performance 

Indicator)の達成状況や、その他の関連する事業等の取り組み状況を踏まえ効果検証を行

いました。

達成状況の検証は、下記のとおり目標値と実績を比較し、目標値への達成度を下表のと

おり 5段階の評価を行いました。

評価 評価基準

A 目標達成に向け、目標値を上回る進捗（達成度が 100以上）

B 目標達成に向け、予定どおり進捗（達成度が 90以上 100未満）

C 目標達成に向け、概ね予定どおり進捗（達成度が 80以上 90未満）

D 目標達成に向け、改善や手段などの検討必要（達成度が 70以上 80未満）

E 目標達成に向け、改善や手段などを行う必要（達成度が 70未満）

２-３ 第２期羽曳野市総合戦略の成果と課題

第 2期羽曳野市総合戦略について、3つの戦略の柱ごとの成果と課題を示します。

将来の羽曳野市を創造し担っていくすべてのこどもが地域の中で健やかに育ち、子育て

の喜びや楽しみを感じながら、安心してこどもを生み育てることができるよう、結婚・妊

娠・出産・子育てまで切れ目のない支援を推進してきました。

その結果、数値目標の「子育てを楽しいと感じる市民の割合」、KPIの「保育所待機児童

数」、「留守家庭児童会（放課後児童クラブ）待機児童数」、「全国学力、学習状況調査にお

いて「ICT機器は勉強の役に立つ」と答えた児童・生徒の割合」、「大学との連携による新

たな事業数(累計)」において評価が「A」となり、目標を達成しています。その他の数値目

標・KPIについても目標達成に向けて進捗している状況です。

一方で、結婚・妊娠・出産に対する支援の取り組みの KPIとして設定した「地域しごと

支援事業受講者数」について、受講者数は減少していますが、商工会とハローワーク藤井

寺が協力し、求職者と事業者とのマッチングフェアを実施するなど新たな就労支援事業を

実施しています。また、「マタニティスクール参加者人数」について、新型コロナウイルス

感染症の影響により中止していたクッキングの再開や実施回数の見直しを行い、参加人数

戦略の柱(１) 羽曳野で結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる
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は増加したものの、羽曳野市の人口減少と比例して出生数も年々減少していることから、

未達成となっています。

子育てに対する支援の取り組みの KPIとして設定した「子育て情報発信媒体における情

報登録者数」について、羽曳野市公式 LINE の友達登録される方は一定数いますが、セグ

メント配信に係る受信設定まで設定される方が少ない状況です。知りたい情報をより分か

りやすく提供できるよう、周知啓発を行います。

社会全体でこどもを支えるための環境整備の取り組みの KPIとして設定した「学校支援

地域本部事業に参加しているボランティア数(延べ)」については、新型コロナウイルス感

染症の影響により参加人数が減少しましたが、徐々にではありますが増加しています。引

き続き、各校区に配置した地域コーディネーターおよび地域と連携し、学校の教育活動に

対する組織的なボランティア支援を行える環境づくりを進めます。

【数値目標】

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

合計特殊出生率
1.26

（H29数値）
1.31

（R4数値）
1.31

（R4数値）
1.32 B

子育てを楽しいと感じる
市民の割合

63.9%
（R2数値)

67.6%
67.6%

（R5数値)
67% A

【重点項目達成のための取り組み例】

〇地域しごと支援事業  〇妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査の公費助成

〇マタニティスクール・マタニティ交流会の実施  〇妊産婦訪問の実施  など

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

地域しごと支援事業受講
者数

31人 40人 9人 40人 E

マタニティスクール参加
人数

325人 348 人 297 人 380 人 D

重点項目① 結婚・妊娠・出産に対する支援
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【重点項目達成のための取り組み例】

○計画的な認定こども園の整備 ○留守家庭児童会（放課後児童クラブ）の土曜開会拡充

○子ども医療費助成対象年齢拡充 ○多子世帯に対する保育料や学校給食費の負担軽減  

○子育て世帯を包括的に支援するこども家庭センターの設置

○SNS等を活用した情報発信  など

【重点項目達成のための取り組み例】

○スクールソーシャルワーカー、支援教育介助員の増員による児童・生徒の相談・支援体制強化

○学校体育館へのエアコン設置  ○学校給食センターの新築移転整備  

○外国語指導助手（ALT）による英語学習の充実

○はびきの英語ドリーム・フェスティバルの開催  

○タブレット端末を活用した学習の推進  ○プログラミング教育の推進  など

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

保育所待機児童数 0人 0人 0人 0人 A

留守家庭児童会（放課後
児童クラブ）待機児童数

0人 0人 0人 0人 A

子育て情報発信媒体にお
ける情報登録者数

― 410 人 654 人 4,500 人 E

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

将来の夢や目標を持って
いる児童・生徒の割合 72.4％ 72.8％ 72.3％ 82.5％ C

全国体力・運動能力、運動
習慣等調査において「運
動が好き」と答えた児童・
生徒の割合

57.7％ 54.5% 59.2％ 66％ B

全国学力、学習状況調査
において「ICT機器は
勉強の役に立つ」と答え
た児童・生徒の割合

61.8％ 92.4% 83.6％ 67.8％ A

重点項目② 子育てに対する支援

重点項目③ 子どもの学びに対する支援
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【重点項目達成のための取り組み例】

〇学校支援地域本部事業  〇親学習講座

〇大学と連携した取り組み（歴史文化遺産の保存・活用とその継承にかかるワーキング、

国史跡源氏三代の墓における墓石調査 など）

○市主催事業等への学生の参画  ○インターンシップの受入れ

○大学との連携協定の締結  など

持続可能なまちの創造と実現に向け、地域資源を活用した戦略的なプロモーションによ

る観光の振興を進めるとともに、様々な主体とのパートナーシップとあらゆる人材が活躍

できる環境づくりを推進し、新しい人の流れと安定したしごとの創出に向けた取り組みを

進めてきました。

その結果、KPIの「SNS等による観光案内情報アクセス数（累計）」、「創業支援事業補助

金申請者数(累計)」、「新規就農者数(累計)」、「6次産業化による商品開発数（累計）」」に

おいて評価が「A」となり、目標を達成しています。その他の数値目標・KPIについても目

標達成に向けて進捗している状況です。

一方で、歴史文化や地域特有の資産を活用した観光振興の取り組みの KPIとして設定し

た「はびきのビジターセンター来所者数（累計）」については、未達成となっています。来

所者数の伸び率においても令和 5年度と比較すると増加率は減少していますが、羽曳野市

の特産品等の PR を積極的に行うことにより、はびきのビジターセンター物販売上は令和

5年度と比較して 30％増となりました。

移住・定住促進の取り組みの KPI として設定した「移住定住サイトアクセス数(累計)」

については、スマートフォンでも分かりやすく、必要な情報をスムーズに取得できるよう、

令和 5年から市ウェブサイトの見直しを行ったことにより、目標達成できないまでもアク

セス数は増加しています。また、「空家バンク制度登録件数」が減少し、評価「E」となっ

ていますが、これは、民間事業者団体と新たに協定を締結し、空家所有者等が活用できる

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

学校支援地域本部事業に
参加しているボランティ
ア数(延べ)

6,631人 7,529 人 10,975 人 53,000 人 E

大学との連携による新た
な事業数(累計)

9事業 10事業 13事業 10事業 A

重点項目④ 社会全体で子どもを支えるための環境整備

戦略の柱(２) 羽曳野に新しい人の流れと雇用を創り出す
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制度の選択肢が広がったため、申込件数が分散したことが要因であると推測されます。引

き続き、空家の解消に向けた効果的な手法について検討を進めます。

【数値目標】

【重点項目達成のための取り組み例】

○はびきのビジターセンターの設置  ○SNS等を活用した情報発信

〇歴史スポットを巡るデジタルスタンプラリーの開催  など

【重点項目達成のための取り組み例】

○移住定住サイト「はびすむ」による情報発信  ○空家バンク制度の活用促進

○大阪府住宅建物取引業協会、民間事業者との協定締結による空家活用 など

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

市内就業者数
34,781人

（R2数値）
34,781 人

（R2数値）
34,781 人

（R2数値）
36,500 人 B

転入者／転出者の割合
96％

(H28～R4 平均値)

96％
(H28～R5 平均値)

97％
(H28～R6 平均値)

100％ B

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

はびきのビジターセンタ
ー来所者数(累計)

100人 5,466 人 10,799 人 50,000 人 E

SNS 等による観光案内情
報アクセス数(累計)

― 158,859件 288,061件 100,000件 A

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

移住定住サイトへのアク
セス数(累計)

121,931 アクセス 138,256 アクセス 152,330 アクセス 200,000 アクセス D

空家バンク制度登録件数 3件 2件 0件 12件 E

重点項目① 歴史文化や地域特有の資産を活用した観光の振興

重点項目② 移住・定住の促進
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【重点項目達成のための取り組み例】

○創業支援補助金事業  ○主要幹線道路沿いなどにおける企業立地の促進

○関係団体と連携した求職者と事業者のマッチングフェアの開催  など

【重点項目達成のための取り組み例】

〇各種融資制度や助成制度による中小企業支援  ○創業支援補助金事業  など

【重点項目達成のための取り組み例】

○農業次世代人材投資事業による新規就農者の支援  ○大阪版認定農業者支援  

○大阪はびきの観光局と連携し、羽曳野市の特産品を活かした商品開発 など

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

創業支援事業補助金申請
者数(累計)

8人 11人 15人 15人 A

就職支援・雇用支援の講
座等受講者数

42人 59人 116 人 120 人 B

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

総事業所数
3,394事業所

(R3数値)
3,394 事業所

(R3 数値)
3,394 事業所

(R3 数値)
4,000 事業所 C

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

新規就農者数(累計) 14人 16人 18人 18人 A

6 次産業化による商品開
発数(累計)
※市において把握してい
る件数

1件 1件 4件 3件 A

重点項目③ 地域の宝の発掘・活用による地域産業の再生

重点項目④ 地域経済の活性化を担う地元企業や店舗等への支援

重点項目⑤ 地域農業の活性化
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本市に「住み続けたい、住んでみたい」と思われる選ばれるまちをめざし、安全・安心な

生活環境の充実や、戦略的な広報・プロモーションによる効果的な情報発信を行うなど、都

市としての魅力向上、定住の促進、関係人口の拡大に向けた取り組みを進めてきました。

また、複雑・多様化する地域課題の解決に向け、民間事業者や大学等の多様な主体と連携

した取り組みを推進するとともに、地域コミュニティ活動の支援を行い、地域との連携強化

に向けた取り組みを進めてきました。

その結果、KPIの「自主防災組織編成率」、「包括連携協定の締結件数(累計)」、「大学と連

携した新たな取り組み(累計)」、「市公式ユーチューブ再生回数」、「高齢者向けスマートフォ

ン教室の参加者数（累計）」において評価が「A」となり、目標を達成しています。その他の

数値目標・KPIについても目標達成に向けて進捗している状況です。

一方で、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」・日本遺産「竹内街道」の保存・活用の取り組

みの KPI である「ガイダンス施設来訪者数」および「もずふる応援隊登録者数（累計）」に

ついては、未達成となっています。本市には貴重な歴史文化遺産があるため、その価値・魅

力を効果的に発信するとともに、引き続き、歴史文化遺産の保存・活用、ガイダンス機能の

充実に取り組みます。

交流拠点の形成に関する取り組みの KPIである「道の駅「しらとりの郷・羽曳野」利用者

数」については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に利用者が減少しました

が、近年は徐々に増加傾向にあります。道の駅「しらとりの郷・羽曳野」の更なる活性化に

向け、施設の充実に取り組みます。

民間事業者や大学等の多様な主体との連携に関する取り組みの KPIである「緑と市民の協

働ふれあいプラザ(エコプラザはにふ)利用者数」については、新型コロナウイルス感染症の

影響もあり、未達成となりました。市民活動の更なる促進を図るため、市民活動フェスタ等

において、各団体の情報提供や団体間の情報交換の場となるよう支援します。また、はびき

の市民活動交流会等で、勉強会を実施するなど、公益市民活動団体の活動を活性化させるた

めの支援を行います。

【数値目標】

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

住み続けたいと思う市民
の割合

67.8%
（R2数値）

67.8%
（R2数値）

62.9％
（R6数値）

75％ C

戦略の柱(３) 羽曳野でいきいきと安心して暮らせる環境を整える
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【重点項目達成のための取り組み例】

○世界遺産・日本遺産の保存と活用  ○古市古墳群保存活用計画の策定

○歴史文化遺産ガイダンス機能の充実 ○市ウェブサイト、SNSなどを活用した魅力発信  

○関係団体と連携した事業の推進  ○歴史文化遺産等周辺の景観の保全 など

【重点項目達成のための取り組み例】

○道の駅「しらとりの郷・羽曳野」を核とした地域資源の発信 ○恵我ノ荘駅前整備の推進

○道の駅「しらとりの郷・羽曳野」、峰塚公園等の利用促進 ○旧浅野家住宅の整備  など

※項目「刑法犯認知件数」については、目標値を下回ることで達成度が高くなることから、達成度＝（目

標（R7）／実績(各年度)）×100 で算出

【重点項目達成のための取り組み例】

○防犯カメラ設置補助の充実  ○高齢者への自動通話録音装置の無償貸与

○横断者注意喚起灯の設置 ○自主防災組織の防災活動を支援する補助金制度の創設

○体験型防災イベントの開催  ○民間事業者との災害時応援協定の締結  など

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

ガイダンス施設来訪者数 2,793人 3,018人 3,661 人 8,000 人 E

もずふる応援隊登録者数 2,040人 2,040人 2,052 人 3,500 人 E

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

道の駅「しらとりの郷・羽
曳野」利用者数 699,998人 720,554人 732,253人 110 万人 E

公共施設等への Wi-Fi 整
備箇所数 7箇所 9箇所 9箇所 10箇所 B

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

自主防災組織編成率 32% 66％ 65％ 65％ A

刑法犯認知件数 438件 537 件 521 件 480 件 B

重点項目① 世界遺産｢百舌鳥･古市古墳群｣･日本遺産｢竹内街道｣の保存･活用

重点項目② 交流拠点の形成

重点項目③ 安全で安心して住み続けられる持続可能なまちの実現に向けた環境整備
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【重点項目達成のための取り組み例】

○公民協創デスクの設置 ○民間事業者・大学等との連携協定に基づく取り組み  

○市主催事業等への学生の参画（再掲）  ○インターンシップの受入れ（再掲）

○市民活動への支援  など

【重点項目達成のための取り組み例】

○羽曳野市の魅力を紹介するプロモーション動画の制作

○ふるさと応援寄附金返礼品の充実

○外部専門人材の支援による戦略的な広報・プロモーションを推進  など

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

包括連携協定の締結件数
(累計)

10件 12件 13件 11件 A

大学との連携による新た
な事業数(累計)

9事業 10事業 13事業 10事業 A

緑と市民の協働ふれあい
プラザ(エコプラザはに
ふ)利用者数

4,398人 5,435 人 4,726 人 11,740 人 E

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

市公式ユーチューブ再生
回数

357,000回 89,000 回 189,000回 120,000回 A

ふるさと応援寄附の寄附
額

126,517千円 140,198千円 101,700千円 500,000千円 E

重点項目④ 民間事業者や大学等の多様な主体との連携

重点項目⑤ シティプロモーションの推進
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【重点項目達成のための取り組み例】

〇スマートフォン教室の開催  〇マイナンバーカードの普及促進・利活用

〇オンライン手続きの拡充  〇公金収納等のキャッシュレス化の推進

〇事務のペーパレス化・電子化 など

２-４ 第２期羽曳野市総合戦略の総括

【達成度（第 2期羽曳野市総合戦略策定時から令和 6年度）】

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

A 4 10 14

B 9 6 8

C 5 6 3

D 3 3 2

E 14 12 10

合計 35 37 37

第 2期羽曳野市総合戦略に基づき、各種取り組みを進めてきた結果、数値目標の達成状況

はすべて「C」以上となり、概ね予定どおり進捗している状況です。また、個別の重点項目

の KPIについては、一部において、実績の乏しいものもあるため、取り組み内容等の検証が

必要と考えられますが、大半の KPI において策定時からの改善や増加等が見られたことか

ら、施策の方向性や取り組み内容については、一定の成果があったものと評価できます。

また、今後、人口減少が進行する中においても、地域経済の成長と社会機能を維持させて

いくため、これまで実施してきた効果的な取り組みを切れ目なく進めていくとともに、国の

「地方創生 2.0基本構想」等を踏まえ、各種取り組みの一層の充実・強化や見直しを行いま

す。また、より適切な進行管理を行うために、指標の見直しも必要となります。

項 目 R4 R5 R6
目標値
（R7）

達成
状況

高齢者向けスマートフォ
ン教室の参加者数(累計)

244人 361 人 809 人 500 人 A

行政手続きのオンライン
化件数(累計)

41件 44件 49件 50件 B

重点項目⑥ DX の推進
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第 2 期羽曳野市総合戦略において掲げた 2 つの横断的な視点に関連する主な取り組みを

示します。

第 2期羽曳野市総合戦略において、複雑・多様化する地域の課題を解決するため、年齢・

性別・国籍・障害の有無にかかわらず多様な人材が活躍できる環境づくりを推進してきまし

た。また、市民活動団体との協働を進めるほか、民間事業者や大学等、多様な主体とのパー

トナーシップを推進し、地域の課題解決や活性化に取り組んできました。多様な人材の活躍

に関する主な取り組みを示します。

（１）地方創生人材支援制度の活用（令和 6年 4月から）

市政に関する情報をより効果的に発信するため、地方創生人材支援制度等を活用し

た外部専門人材の支援により、戦略的な広報・プロモーションを推進してきました。

また、市民が求める情報を分かりやすく発信し、住民サービスの向上を図るため、

「伝える広報」から「伝わる広報」へ転換を図っています。加えて、庁内における部

署間連携による効果的な情報発信体制を構築し、職員に研修等を行うことで広報スキ

ル向上に取り組んでいます。

（２）はびきの中学生未来会議の開催（令和 7年 8月から）

自分たちの住むまちについて、中学生の視点からの意見を互いに出し合い、生徒同

士で交流しながら、「住みたいまち羽曳野」をめざして未来のまちづくりや、学校づく

りについて考えることで、若い世代に市の行政に対して関心を持ってもらうことを目

的として、はびきの中学生未来会議を開催しています。

（３）タウンミーティングの開催

市政運営に市民の意見を反映していくという基本姿勢や主要事業の内容を地域の方

に伝えるとともに、地域の課題等について、市と地域との共通認識を育み、協働の意

識の醸成を図るため、令和 4年度より毎年度タウンミーティングを開催しています。

（４）民間事業者や大学等と連携した取り組み

民間事業者や大学等とまちづくりに係る幅広い分野で相互に協力し、互いの強みを出し合

い、まちの課題の解決や地域の一層の活性化、市民サービスの向上を図るため、民間事業者

や大学等と包括連携協定を締結し、取り組みを進めています。

※【令和 6年度時点】包括連携協定の締結件数 13件（民間事業者 9件、大学 4件）

第２期羽曳野市総合戦略の横断的視点と関連する取り組み

◆多様な人材の活躍に関する取り組み
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第 2期羽曳野市総合戦略では、デジタル田園都市国家構想総合戦略の趣旨等を踏まえ、誰

もが便利で快適に暮らせる社会をめざし、デジタルの力を活用するという視点を追加して取

り組みを進めてきました。DX推進に関する主な取り組みを示します。

（１）羽曳野市 DX推進計画の策定（令和 5年 12月策定）

   限られた行政資源の中で、デジタル技術を活用した持続可能な行政サービスの提供、

市民ニーズや課題への対応等を確実に進めるため、基本的な考え方を示す羽曳野市DX

推進計画を策定しました。

（２）デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組み

デジタル田園都市国家構想交付金は、デジタル田園都市国家構想の実現による地方

の社会課題解決・魅力向上に向け、国が各地方公共団体の取り組みを支援する交付金

となっています。本市において、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組

みを示します。

実施

年度
事業名 事業概要

R5

GIS を活用した

インフラ情報等

の公開・通報受

付事業

・GIS によるインフラ情報、行政情報の縦覧可能なウェブサ

イトの構築により、24時間 365日いつでも情報取得できる

環境を整え、地域・住民や事業者に向けオープンデータの

利活用における利便性向上を図る。また来庁機会削減によ

る新型コロナウイルス感染拡大防止にも繋がる非接触サ

ービスの向上を図る。

・投稿機能により、位置情報や内容確認ができる通報受付の

環境を構築し、スムーズな修繕対応に繋げる。

R6

放課後児童クラ

ブ入会申請手続

きのオンライン

化を起点とした

庁内横展開に関

する事業

・ローコードツールの導入による放課後児童クラブ入会申請

手続きのオンライン化を行い、手続きに要する市民の時間

的制約や来庁等の負担を軽減するとともに、アプリ開発に

専門性を要しないツールの特性を活かし、作成事例を元に

庁内における各種手続きのオンライン化の横展開を進め

る。また、ツールの機能を更に活用し、入退室時の保護者

への自動メール送信や、データベースに蓄積された情報の

分析に基づくサービス向上および活用促進を行う。

※保育園・こども園の入園申込手続きにおいても導入。

◆新しい時代の流れを力にする（DX 推進に関する取り組み）
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３ 国・大阪府の動向

３-１ 国の動向

令和 7年 6月に「地方創生 2.0基本構想」が策定され、国の基盤である「強い経済」と、

「豊かな生活環境」を更に発展させ、その基盤の上に、地域や人々の多様性が、国民の多

様な幸せ、「新しい日本・楽しい日本」を創り出していくこととしています。

さらに、地方創生 2.0基本構想の実現を図るため、国において「デジタル田園都市国家

構想総合戦略」を改訂し、令和 7（2025）年を初年度とする「地方創生に関する総合戦略」

を新たに策定し、令和 7（2025）年 12月に閣議決定され、「強い経済」、「豊かな生活環境」

および「選ばれる地方」の 3つの基本目標が示されています。

「地方創生に関する総合戦略」（計画期間：2025年度～2029年度）
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３-２ 大阪府の動向

大阪府が令和 7 年 1 月に策定した第 3 期大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略では、

第 2期で定めた 3つの方向性を維持しながら、これまでの取り組みをさらに充実・強化し

ていくとされています。

３つの方向性 ６つの基本目標

Ⅰ 若者が活躍でき、子育て安心の都市「大阪」の実現
①これからの大阪を担うひとをつくる

②結婚・出産・子育ての希望をかなえる

Ⅱ 東西二極の一極としての社会経済構造の構築
③大阪の経済を強くする

④ひとが集まる大阪をつくる

Ⅲ 人口減少・超高齢社会でも持続可能な地域づくり
⑤住み続けたいまちをつくる

⑥誰もが健康で活躍できるまちをつくる
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４ 第３期羽曳野市総合戦略の方向性

４-１ 基本方針

効果検証結果のとおり、第 2期羽曳野市総合戦略には一定の成果が見られましたが、人口減

少に適応したまちづくりを進めるためには長期的な取り組みが必要です。

地方創生の取り組みは切れ目なく進めることが求められることから、第 2期羽曳野市総合戦

略の成果および課題、市民アンケート結果等を踏まえ、取り組みの改善、充実・強化を図りま

す。また、社会情勢や国・大阪府の動向を踏まえて、新たな視点に基づく施策を盛り込んだ第

3期羽曳野市総合戦略を策定し、地方創生をさらに推進します。

４-２ 基本目標

妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する体制を整備するとともに、教育環境の充実を図り、

子育て世代に選ばれるまちづくりをめざします。

また、本市ならではの特性や地域資源を継承するとともに、その魅力を積極的に発信す

ることにより、新たな関係人口の創出と若い世代の定住化を促進します。

【数値目標】

*合計特殊出生率（全国水準）：1.33（平成 30年～令和 4年人口動態統計特殊報告より）

項 目 現状値
目標値

（令和 12年度）

合計特殊出生率
1.31

(令和 4年度)
全国水準の達成・維持
（対全国差：▲0.02）

転入超過率
(転入者／転出者の割合)

104％
（令和4～令和6年度の平均値）

転入超過の維持
（計画期間内の平均）

〇基本目標１ 結婚・妊娠・出産・子育ての希望が実現できる環境整備と都市魅

力向上による選ばれるまちづくり
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人口減少・高齢化などに伴い市場も大きく変化していくことが予想される中、既存の

産業の発展のみならず、地域のポテンシャルを活かしてさらなる高付加価値化を図れる

よう環境整備を進めるとともに、地域の活性化を担う多様な人材の確保に取り組み、地

域経済の発展を推進します。

【数値目標】

民間事業者や大学等の多様な主体と連携した地域課題の解決や地域コミュニティの維

持・連携強化等に取り組み、地域の活性化と安全・安心で質の高い生活環境の整備を進め、

誰もが安心して暮らし続けられるまちをめざします。

【数値目標】

４-３ 横断的視点

◆新しい時代の流れを力にする

デジタル人材の育成・確保やデジタル基盤整備等の環境整備を行います。

また、AI・デジタル等の新技術を活用するとともに、あらゆる分野において、積極的な

デジタル技術の活用を行い、人材不足や時間的・距離的制約等、地域における様々な課題

の解決につなげ、誰もが便利で快適に暮らせるまちづくりをめざします。

◆多様な人材の活躍を推進する

複雑・多様化する地域の課題を解決するため、年齢・性別・国籍・障害の有無にかかわ

らず多様な人材が活躍できる環境づくりを推進します。

また、市民活動団体との協働を進めるほか、企業や大学等、多様な主体とのパートナー

シップを推進し、地域の課題解決や活性化に取り組みます。

項 目 現状値
目標値

（令和 12年度）

事業従事者一人当たり純
付加価値額

377 万円
(令和 3年度)

404 万円

項 目 現状値
目標値

（令和 12年度）

住み続けたいと思う市民
の割合

62.9％
(令和 6年度)

75％

〇基本目標２ 地域のポテンシャルを活かし、稼ぐ力の向上による地域経済の

発展

〇基本目標３ 誰もが安心して暮らせる豊かな生活環境の創生
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【基本目標と横断的視点】
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施策の柱・土台 No 施策名 施策の方向

1 魅力的で持続可能な都市空間整備
調和のとれた土地利用の推進 / 古市駅周辺地域の活性化 / コンパクト・プラス・ネット

ワークのまちづくり / ポテンシャルを活かした土地利用転換 / 良好な景観形成の促進

2 道路・交通の確保と充実
計画的な道路整備と維持管理の推進 / 公共交通網と交通ターミナル機能の強

化 / 交通安全対策の推進

3 憩いとうるおいのある住環境の形成
みどりの保全と緑化の推進 / 安全・快適な住環境の確保 / 空家対策の推進 / 

公園の充実・維持管理

4 安全で持続可能な上下水道の整備
安全で安定した水の供給 / 計画的な整備と更新 / 戦略的な経営基盤の強化  

/ 集中豪雨等による自然災害の被害低減

5 都市農業の維持・発展
都市農業の振興 / 農家の収益力の向上への支援 / 持続可能な農業生産基盤

の強化

6 地域経済の活性化
地域産業の維持・発展 / 新たな成長への支援 / 多様な人材が活躍できる環境

整備

くらしを支える

基盤の充実

-都市整備、産業-

1

7 安全・安心な暮らしの確保 地域防災力の向上 / 危機管理体制の強化 / 消防・救急救助活動の充実

8 持続可能な地域コミュニティの形成 自治会活動の振興による地域力の向上 / 市民が主役のまちづくりの実現

9 平和・人権・多様性の尊重
平和意識の高揚 / 人権擁護に関する施策の充実 / 女性の活躍や挑戦による地

域活性化 / 多文化共生の促進

10 自然と生活環境の保全
快適な生活環境の確保 / 環境美化の推進 / 環境教育の推進 / 動物愛護の促

進

11 環境に配慮したまちづくりの推進
一般廃棄物の適正な処理とごみの減量化 / 循環型社会の形成に向けたリサイク

ルの推進 / 温室効果ガス排出の削減 / ごみ処理施設の効率的な管理運営の検討

12 犯罪が少なく、安心して生活できる
まちづくりの推進

犯罪のないまちづくりの推進 / 市民一人ひとりの防犯意識の高揚 / 消費者保

護の推進

安全で安らぎの

ある生活の実現

-危機管理、生活環境-

2

18
こどもの権利保障と
健やかな成長の支援

すべてのこどもの育ちへの支援 / こども・保護者の居場所づくり / こども・若

者が活躍できる社会の実現

19 安心してこどもを産み育てられる
環境づくり

就学前教育・保育の充実 / 多様化する保育ニーズへの対応 / 切れ目のない子育

て支援の実現 / 健やかな成育の確保 / ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進

20 生きる力を育む教育の推進 ｢深い学び｣につなげる教育の推進 / 学びの確保と教育環境の充実 / 給食・食

育の推進

21 次世代を育む地域づくり
青少年児童の居場所づくり / 放課後等における健やかな成長支援 / 地域との

連携の強化 / ライフステージに応じた切れ目のない支援

22 生涯にわたる学びと多様な活動の推進
生涯学習の充実 / 読書活動の推進 / スポーツ・レクリエーションの普及 / 文化

・芸術の振興 / 地域主体の活動の促進

23 歴史文化の保存・活用と未来への継承 適切な保存と管理 / 活用と価値や魅力の周知 / 将来への継承 / 多様な主体

の参画 / 地域の伝統文化の振興

羽曳野の宝を

守り育む

-子育て・教育、

歴史・文化-

4

13 共に支え合う地域社会の実現
見守り、支え合うつながりづくり / 多様な人々の参加・協働 / ともに支え合い、

育む地域づくり / 福祉サービスの適切な利用の促進

14 セーフティネットの確立と充実 生活支援の充実 / 年金制度への理解 / 福祉医療助成制度の適正な運営

15 誰もがその人らしく自立して暮らせる

共生のまちの実現

障害のある人への支援体制の充実 / 地域での生活支援等の充実 / 障害児の健

やかな育成のための発達支援 / 障害者の社会参加の促進

16 健康づくりと医療体制の確保・充実 保健事業の推進 / 医療保険制度の充実 / 健康づくりの支援 / 地域医療体制

の充実

17 高齢者がいきいきと暮らせる
まちづくりの推進

地域包括ケアシステムの推進 / 高齢者の健康づくり・生きがいづくり / 持続可

能な福祉・介護サービスの促進 / 認知症施策の推進

支え合い助け合う

社会の構築

-健康、福祉-

3

24 市民ニーズに即した行政運営の推進
健全で持続可能な行財政運営の実現 / 公共施設等の適正な管理運営 / 多様

な人材の育成・確保と活躍の促進

25 DX推進による市民サービスの向上 市民の利便性向上 / 行政事務の効率化・コンパクト化 / 情報セキュリティ運用

のレベル向上

26 協働・共創によるまちづくりの推進
相互連携の促進 / 広聴の充実 / まちづくりへの多様な活力の導入 / 広域行政

の推進

27 シティブランディングの推進 ブランド戦略とシティプロモーションの充実 / 市政情報の的確な提供 / 大阪は

びきの観光局との連携・協働による観光振興 / 広域連携・官民連携の強化

持続可能な

まちづくりへの推進力

-都市経営-

0

前期基本計画と総合戦略の対応表

下表は、総合戦略の基本目標と関連の深い前期基本計画の施策を整理したものです。
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総合戦略の基本目標

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○○○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

結婚・妊娠・出産・子育ての希望が実現でき

る環境整備と都市魅力向上による選ばれ

るまちづくり

基本目標１

地域のポテンシャルを活かし、稼ぐ力の向

上による地域経済の発展

基本目標2

誰もが安心して暮らせる豊かな生活環境の

創生 

基本目標3

※○　総合戦略基本目標と関連の深い項目



ロジックモデル
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結婚・妊娠・出産・子育ての希望が実現できる環境整備と都市魅力向上による選ばれるまちづくり

基本目標１

令和12年度の目標値

▪ 合計特殊出生率

(対全国差：▲0.02)

▪ 転入超過率

（転入超過を維持）

基本目標の指標 政策指標 （アウトカム中心） 成果指標 （アウトプット中心）

自治会加入率

NPO法人数

各コミュニティセンター・集会所・緑と市民の協働

ふれあいプラザの利用者数

地域活動やボランティア活動に参

加したことがある市民の割合

市民満足度「地域コミュニティ」

8

平和展等への参加者数

人権啓発事業への参加者数

審議会や政策決定の場等への女性登用比率女性の就業率女性の就業率女性の就業率

市民満足度「人権・多様性」市民満足度「人権・多様性」市民満足度「人権・多様性」

女性の就業率

市民満足度「人権・多様性」
9

家計改善支援事業における対応者数

生活困窮者自立相談支援事業（プラン作成件数）

就労自立給付金支給件数

進学および就職準備給付金支給件数

市民満足度「セーフティネット」14

福祉施設から一般就労への移行者数

入所施設から地域生活への移行者数

精神病床における１年以上の長期入院患者数
「羽曳野市が障害のある人にとって暮らし

やすいまちだ」と思う障害のある人の割合

「羽曳野市が障害のある人にとって暮らし

やすいまちだ」と思う障害のある人の割合

「羽曳野市が障害のある人にとって暮らし

やすいまちだ」と思う障害のある人の割合

市民満足度「障害者福祉」市民満足度「障害者福祉」市民満足度「障害者福祉」

「羽曳野市が障害のある人にとって暮らし

やすいまちだ」と思う障害のある人の割合

市民満足度「障害者福祉」

15

乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらない子

育てをしている親の割合

要対協調整担当者研修受講率

こどもの居場所づくり実施団体数

こども・若者の意見を施策や計画に反映した数（累計）

こども政策に関して自身の意見を聴いて

もらえていると思うこども・若者の割合

こども政策に関して自身の意見を聴いて

もらえていると思うこども・若者の割合

こども政策に関して自身の意見を聴いて

もらえていると思うこども・若者の割合

市民満足度「こどもを育む地域づ

くり」

市民満足度「こどもを育む地域づ

くり」

市民満足度「こどもを育む地域づ

くり」

こども政策に関して自身の意見を聴いて

もらえていると思うこども・若者の割合

市民満足度「こどもを育む地域づ

くり」
18

待機児童数

自立支援プログラム策定者のうち自立支援事業等に

つながった人の割合

新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問実施率

産後ケア利用者数

市民満足度「子育て支援」市民満足度「子育て支援」市民満足度「子育て支援」市民満足度「子育て支援」19

自分にはよいところがあると思う児童・生徒の割合

授業でタブレット等のICT機器を週3回以上活用す

る児童・生徒の割合

校舎等の洋式便器１基あたりの児童・生徒数

将来の夢や希望を持っている児

童・生徒の割合

将来の夢や希望を持っている児

童・生徒の割合

将来の夢や希望を持っている児

童・生徒の割合

市民満足度「学校教育」市民満足度「学校教育」市民満足度「学校教育」

将来の夢や希望を持っている児

童・生徒の割合

市民満足度「学校教育」

20

青少年児童センター使用人数

留守家庭児童会（放課後児童クラブ）待機児童数

放課後子ども教室が年3回以上実施されている小学

校区の割合

地域学校協働活動参加ボランティア数（延べ人数）

自分の将来に明るい希望を持って

いるこども・若者の割合

自分の将来に明るい希望を持って

いるこども・若者の割合

自分の将来に明るい希望を持って

いるこども・若者の割合

市民満足度｢若者が活躍する地域｣市民満足度｢若者が活躍する地域｣市民満足度｢若者が活躍する地域｣

自分の将来に明るい希望を持って

いるこども・若者の割合

市民満足度｢若者が活躍する地域｣

21

市民大学受講者数

市立図書館でのこども対象のおはなし会開催数

スポーツ施設利用者数（学校開放事業利用者数含む）

生活文化情報センター（LICはびきの）利用者数

市民満足度「生涯学習・スポーツ」22

史跡地公有化面積

「古墳DEるるる」の参加者数

学校や諸団体等に対しての講師派遣回数

メディア等からの写真使用申請数(世界遺産)
世界遺産ガイダンス施設来訪者数世界遺産ガイダンス施設来訪者数世界遺産ガイダンス施設来訪者数

市民満足度「歴史文化」市民満足度「歴史文化」市民満足度「歴史文化」

世界遺産ガイダンス施設来訪者数

市民満足度「歴史文化」
23

施策24 ～ 27は

共通施策のため、

「3つの基本目標」

「横断的視点」

全体に関連
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地域のポテンシャルを活かし、稼ぐ力の向上による地域経済の発展

基本目標２

基本目標の指標 政策指標 （アウトカム中心） 成果指標 （アウトプット中心）

令和12年度の目標値

▪ 事業従事者

一人当たり

純付加価値額

(404万円)

駅乗降客数（古市駅）

都市機能誘導区域における誘導施設立地数

地区計画の都市計画決定件数(地区計画数)（累計）居住誘導区域内の人口密度

市民満足度「都市空間整備」
1

新規就農者数（累計）

農地利用権設定面積（累計）市内の農業産出額（推計）

市民満足度「都市農業」
5

総事業所数

就職マッチングフェア等の実施回数

市内事業者への発注割合

創業支援事業により市内で創業した人数
市民満足度「地域経済」6

家計改善支援事業における対応者数[再掲]

生活困窮者自立相談支援事業(プラン作成件数)

 ［再掲］

進学および就職準備給付金支給件数［再掲］

就労自立給付金支給件数［再掲］

市民満足度「セーフティネット」 

［再掲］
14

市民大学受講者数［再掲］

スポーツ施設利用者数(学校開放事業利用者数含む)

［再掲］

生活文化情報センター(LICはびきの)利用者数［再掲］

市民満足度「生涯学習・スポーツ」 

［再掲］
22

審議会や政策決定の場等への女性登用比率［再掲］

日本語教室の受講人数女性の就業率［再掲］

市民満足度「人権・多様性」［再掲］
9

「古墳DEるるる」の参加者数［再掲］

メディア等からの写真使用申請数(世界遺産)［再掲］
世界遺産ガイダンス施設来訪者数

［再掲］

市民満足度「歴史文化」［再掲］

23
施策24 ～ 27は

共通施策のため、

「3つの基本目標」

「横断的視点」

全体に関連
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誰もが安心して暮らせる豊かな生活環境の創生

基本目標３

基本目標の指標 政策指標 （アウトカム中心） 成果指標 （アウトプット中心）

令和12年度の目標値

施策24 ～ 27は

共通施策のため、

「3つの基本目標」

「横断的視点」

全体に関連

▪ 住み続けたいと

思う市民の割合

(75%)

居住誘導区域内の人口密度［再掲］居住誘導区域内の人口密度［再掲］居住誘導区域内の人口密度［再掲］

市民満足度「都市空間整備」［再掲］市民満足度「都市空間整備」［再掲］市民満足度「都市空間整備」［再掲］

居住誘導区域内の人口密度［再掲］

市民満足度「都市空間整備」［再掲］
1 都市機能誘導区域における誘導施設立地数[再掲]

駅乗降客数(古市駅)[再掲]

地区計画の都市計画決定件数(地区計画数)（累計）[再掲]

市内交通事故件数市内交通事故件数市内交通事故件数

市民満足度「道路・交通」市民満足度「道路・交通」市民満足度「道路・交通」

市内交通事故件数

市民満足度「道路・交通」
2

道路の維持補修件数

放置自転車撤去台数

公共施設循環福祉バスの年間利用者数

空き家率空き家率空き家率

市民満足度「住環境」市民満足度「住環境」市民満足度「住環境」

空き家率

市民満足度「住環境」
3 空家等の新規通報件数

市内建築物の耐震化率

上下水道事業の経常収支比率上下水道事業の経常収支比率上下水道事業の経常収支比率

市民満足度「上下水道」市民満足度「上下水道」市民満足度「上下水道」

上下水道事業の経常収支比率

市民満足度「上下水道」
4

送配水管の耐震化率

経費回収率（下水道）

水洗化率

市内の農業産出額（推計）［再掲］市内の農業産出額（推計）［再掲］市内の農業産出額（推計）［再掲］

市民満足度「都市農業」［再掲］市民満足度「都市農業」［再掲］市民満足度「都市農業」［再掲］

市内の農業産出額（推計）［再掲］

市民満足度「都市農業」［再掲］
5 新規就農者数(累計)[再掲]

農地利用権設定面積(累計)[再掲]

火災発生件数火災発生件数火災発生件数

市民満足度｢防災・危機管理」市民満足度｢防災・危機管理」市民満足度｢防災・危機管理」

火災発生件数

市民満足度｢防災・危機管理」
7

災害協定の締結数（累計）

自主防災組織編成率

マンホール型トイレ数

避難行動要支援者台帳登録者数

人口10万人あたりの刑法犯認知件数人口10万人あたりの刑法犯認知件数人口10万人あたりの刑法犯認知件数

市民満足度「防犯」市民満足度「防犯」市民満足度「防犯」

刑法犯認知件数

市民満足度「防犯」
12

防犯灯設置費補助金制度を活用した防犯灯設置数（累計）

防犯カメラ設置事業補助金を活用した防犯カメラ設置数（累計）

消費生活相談者に対して適切に助言・あっせんを行った割合

孤立・孤独に悩んでいる市民の割合孤立・孤独に悩んでいる市民の割合孤立・孤独に悩んでいる市民の割合

市民満足度「地域共生」市民満足度「地域共生」市民満足度「地域共生」

孤立・孤独に悩んでいる市民の割合

市民満足度「地域共生」
13

民生委員・児童委員数

ふれあいネット雅び推進チーム会議

多機関協働事業による会議

市民満足度「セーフティネット」

［再掲］

市民満足度「セーフティネット」

［再掲］

市民満足度「セーフティネット」

［再掲］

市民満足度「セーフティネット」

［再掲］
14

家計改善支援事業における対応者数［再掲］

生活困窮者自立相談支援事業(プラン作成件数) ［再掲］

就労自立給付金支給件数［再掲］

進学および就職準備給付金支給件数［再掲］

「羽曳野市が障害のある人にとって暮らしやす

いまちだ」と思う障害のある人の割合［再掲］

「羽曳野市が障害のある人にとって暮らしやす

いまちだ」と思う障害のある人の割合［再掲］

「羽曳野市が障害のある人にとって暮らしやす

いまちだ」と思う障害のある人の割合［再掲］

市民満足度「障害者福祉」市民満足度「障害者福祉」市民満足度「障害者福祉」

「羽曳野市が障害のある人にとって暮らしやす

いまちだ」と思う障害のある人の割合［再掲］

市民満足度「障害者福祉」［再掲］

15
福祉施設から一般就労への移行者数［再掲］

入所施設から地域生活への移行者数［再掲］

精神病床における１年以上の長期入院患者数［再掲]

健康寿命健康寿命健康寿命

市民満足度「健康・医療」市民満足度「健康・医療」市民満足度「健康・医療」

健康寿命

市民満足度「健康・医療」
16

特定健康診査受診率

特定保健指導利用率

20 ～ 30歳代の朝食を欠食している割合

ゲートキーパー研修の受講者数（累計）

75歳以上の要介護認定率75歳以上の要介護認定率75歳以上の要介護認定率

市民満足度「高齢者福祉」市民満足度「高齢者福祉」市民満足度「高齢者福祉」

75歳以上の要介護認定率

市民満足度「高齢者福祉」
17

ポピュレーションアプローチの実施人数

いきいき百歳体操会場数

オレンジサポーター登録者数（累計）

就業または何らかの地域活動に参加している高齢者の割合

ハイリスクアプローチの実施人数

世界遺産ガイダンス施設来訪者数［再掲］世界遺産ガイダンス施設来訪者数［再掲］世界遺産ガイダンス施設来訪者数［再掲］

市民満足度「歴史文化」市民満足度「歴史文化」市民満足度「歴史文化」

世界遺産ガイダンス施設来訪者数［再掲］

市民満足度「歴史文化」［再掲］
23

史跡地公有化面積［再掲］

「古墳DEるるる」の参加者数［再掲］

学校や諸団体などに対しての講師派遣回数［再掲］

市民からの公害苦情件数市民からの公害苦情件数市民からの公害苦情件数

市民満足度「生活環境」市民満足度「生活環境」市民満足度「生活環境」

市民からの公害苦情件数

市民満足度「生活環境」
10 市民からの公害苦情解決率

環境騒音調査における環境基準適合地点の割合

市全体のCO 排出量推計値市全体のCO 排出量推計値市全体のCO 排出量推計値

市民満足度「環境保護」市民満足度「環境保護」市民満足度「環境保護」

市全体のCO 排出量推計値

市民満足度「環境保護」
11

2

1人1日あたりの家庭系ごみ排出量（資源除く）

年間事業系ごみ排出量

リサイクル率

市の施設からの温室効果ガス排出量

地域活動やボランティア活動に参加

したことがある市民の割合［再掲］

地域活動やボランティア活動に参加

したことがある市民の割合［再掲］

地域活動やボランティア活動に参加

したことがある市民の割合［再掲］

市民満足度「地域コミュニティ」［再掲］市民満足度「地域コミュニティ」［再掲］市民満足度「地域コミュニティ」［再掲］

地域活動やボランティア活動に参加

したことがある市民の割合［再掲］

市民満足度「地域コミュニティ」［再掲］

8
自治会加入率[再掲]

NPO法人数[再掲]

各コミュニティセンター・集会所・緑と市民の協働ふれあ

いプラザの利用者数[再掲]
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羽曳野市人口ビジョンおよび地域の未来予測

■ 将来人口推計

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の令和 5(2023)年推計において、令和 32 (2050)

年の人口は 73,479人と予測されています。

年齢 3区分別に見ると、年少人口、生産年齢人口が減少する一方、老年人口が横ばいのた

め、令和 32(2050)年には高齢化率が約 45％になると推計されています。

図 人口の将来予測

資料：国立社会保障・人口問題研究所
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250m メッシュ人口を見ると、令和 2(2020)年令和 32(2050)年にかけて、市内全域で人口

減少が見込まれておりますが、特に南東部を中心に 50%以上の人口減少となっているエリア

が多いことが推計されています。

図 令和 2(2020)年のメッシュ人口 図 令和 32(2050)年のメッシュ人口（推計）

資料：国土数値情報（令和 6（2024）年）

図 令和 2(2020)年から令和 32(2050)年にかけての人口減少率（推計）

資料：国土数値情報（令和 6（2024）年）

人口メッシュ分析：地域をメッシュ（格子状の区画）に分け、各メッシュに人口

や世帯数などの属性情報を紐づけ、その分布や変化を分析する手法。
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人口ピラミッドを見ると、令和 32(2050)年は、老年人口の中でも特に 75歳以上の人口が

多くなっています。

図 人口ピラミッド

資料：国立社会保障・人口問題研究所
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図 児童・生徒数の将来予測
資料：国立社会保障・人口問題研究所

図 高齢者の年代別人口の将来予測

資料：国立社会保障・人口問題研究所
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■ 医療・介護

医療指数の推移を社人研推計および地域医療情報システム（日本医師会）の計算式を用い

て算定すると、人口減少に伴い、医療需要が低下する予測となっています。

図 医療需要の将来予測

資料：国立社会保障・人口問題研究所/日本医師会「地域医療情報システム」

図 介護需要の将来予測

資料：第9期羽曳野市高年者いきいき計画
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■医療需要予測：

各年齢階層の需要量を以下で計算し、2020年の国勢調査に基づく需要量＝100として指数化

・各年齢階層の医療需要量＝～14歳人口×0.6＋15～39歳人口×0.4＋40～64歳人口×1.0

＋65～74歳人口×2.3＋75歳～人口×3.9
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高齢者人口の将来推計から「認知症の人の将来推計について」（厚生労働省）の数値を用

いて算定すると、認知症有病者数は今後も増加していく傾向にあり、令和 22(2040)年をピ

ークに減少へと転じる予測となっています。

年齢別の救急搬送者数の実績値をもとに算定すると、人口減少に伴い全体的な救急搬送

者数の件数は減少傾向にありますが、70歳以上の救急搬送者数は増加傾向にあります。

図 認知症有病者数

資料：認知症の人の将来推計について/厚生労働省

図 救急搬送者数の将来予測

資料：危機管理部危機管理課
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■ ごみ発生量

人口一人当たりのごみ発生量の実績値などをもとに算定すると、人口減少に伴い生活系

ごみ発生量は減少傾向にあり、それに伴い全体のごみ発生量も減少することから、令和

17(2035)年には約 26千トンとなる推計となっています。

図 ごみ発生量の将来予測

資料：一般廃棄物処理基本計画/柏羽藤環境事業組合

■ 有収水量

人口一人当たりの有収水量の実績値などをもとに算定すると、人口減少に伴い全体的な

有収水量は減少傾向にあり、令和 32(2050)年には 8,000㎥を下回る推計となっています。

図 有収水量の将来予測

資料：国立社会保障・人口問題研究所/大阪府の水道の現況

26,913 
23,045 21,110 19,472 

6,964 

6,343 
6,049 

5,867 

1,848 

1,258 
1,049 

912 

35,725 

30,646 
28,208 

26,251 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

令和2年

(2020)

令和7年

(2025)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

ごみ発生量

生活系ごみ 事業系ごみ 集団回収量

（t）

11,566 
10,912 

10,321 
9,683 

9,027 
8,376 

7,747 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

令和2年

(2020)

令和7年

(2025)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

令和32年

(2050)

（千㎥）



137

策定体制・策定の経緯

■ 策定体制

■ 策定の経緯

日付 内容

令和 6年

9月 26日

第 1回策定委員会

○策定方針の説明

10 月 9日

   ～10月 31日
市民アンケート、転入・転出者アンケートの実施

11 月 8日
第 1回関係課長部会

○策定方針、施策評価調査の説明

11 月 12日

   ～11月 29日
小中学生アンケートの実施

11 月 15日

   ～11月 29日

施策評価調査（第 6次総合基本計画施策評価及び

第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略施策評価）の実施
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日付 内容

11 月 19日

   ～11月 29日
職員アンケートの実施

12 月 25日
第 1回職員ワーキング会議
○現行計画における施策に関する評価・分析・修正案の検討

令和 7年

1月 25日

第 1回市民ワーキング会議
○｢地域課題とその解決に向けて取り組める内容を考える｣

2月 15日
第 2回市民ワーキング会議
○｢市民中心にどんなことに取り組めるかを考える｣

2月 18日
第 2回職員ワーキング会議
○人口減少を踏まえ、今後新たに取り組んでいくべき施策の提案

3月 24日
第 2回関係課長部会
○基本構想(骨子案)の検討
○基本計画の体系の審議

3月 26日
第 2回策定委員会
○基本構想(骨子案)の検討
○基本計画の体系の検討

5月 21日
第 3回関係課長部会
○基本構想（素案）の検討
○基本計画の体系の検討

6月 3日
第 3回策定委員会
○基本構想（素案）の検討
○基本計画の体系の検討

7月 6日
第 1回総合基本計画等審議会
○基本構想およびまち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）の諮問
○基本構想（素案）の審議

9月 12日
第 4回策定委員会（書面開催）
○基本計画の体系の審議
○基本計画シートの作成依頼

10 月 5日
第 2回総合基本計画等審議会
○基本構想（素案）の審議
○まち・ひと・しごと創生総合戦略（骨子）の審議

11 月 21日
第 5回策定委員会（書面開催）

○まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）の検討

12 月 1日
第 3回総合基本計画等審議会
○基本構想（素案）の審議
○まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）の審議

12 月 25日

～令和 8年 1月 24日
パブリックコメントの実施

1月 30日

第 4回総合基本計画等審議会
○パブリックコメント結果と市対応案の審議

○基本構想（答申案）の審議
○まち・ひと・しごと創生総合戦略（答申案）の審議

2月 6日
第 7次総合基本計画基本構想および第 3期まち・ひと・しごと創生
総合戦略の答申

3月 26日
第 6回策定委員会（書面開催）
○基本計画（素案）の審議
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羽曳野市総合基本計画等審議会 委員名簿

（五十音順・敬称略）

区分 氏名 所属等 備考

１号委員

（市議会議員）

大坪 正尚 羽曳野市議会議員 令和 7年 10月 4日まで

黒川 実 羽曳野市議会議員

阪本 菜津代 羽曳野市議会議員 令和 7年 10月 5日より

笹井 喜世子 羽曳野市議会議員

樽井 佳代子 羽曳野市議会議員 令和 7年 11月 5日より

通堂 義弘 羽曳野市議会議員 令和 7年 10月 5日より

外園 康裕 羽曳野市議会議員 令和 7年 10月 4日まで

花川 雅昭 羽曳野市議会議員 令和 7年 11月 4日まで

２号委員

（学識経験者）

岡島 克樹 大阪大谷大学 教授

小川 亮 大阪公立大学 教授

原田 保秀 四天王寺大学 教授

会長

𠮷𠮷川 耕司
大阪産業大学 教授

３号委員

（市民代表）

安部 演子 羽曳野市更生保護女性会 副会長

尼丁 正寄 羽曳野市人権啓発推進協議会 会長

綾野 眞悠 四天王寺大学 学生

伊東 賢伸 大阪大谷大学 学生

浦田 崇 羽曳野市社会福祉協議会 会長

奥野 貞一 羽曳野市教育委員会 教育長職務代理者

加藤 治人 羽曳野市健康づくり推進協議会 会長

風呂谷 幸蔵 羽曳野市連合区長会 会長

溝上 響 大阪公立大学 学生

村上 阿貴 市民ワーキング会議 代表

４号委員

（まち・ひと・

しごと創生関係

団体等）

井上 大輔 りそな銀行羽曳野支店 支店長

川﨑 弘人 藤井寺公共職業安定所 所長

塚本 哲也 大阪南農業協同組合営農部

営農指導課長

西川 昌伸 一般財団法人 大阪はびきの観光局

専務理事

副会長

原 誠 羽曳野市商工会 会長

森 憲一 近畿日本鉄道株式会社古市駅 駅長

※所属等は就任当時のもの。
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羽 政 政 第 5 5 8 号

令 和 ７ 年 ７ 月 ６ 日

羽曳野市総合基本計画等審議会 会長 様

羽曳野市長 山入端 創   

第７次羽曳野市総合基本計画及び第３期羽曳野市まち・ひと・しごと

創生総合戦略について（諮問）

羽曳野市総合基本計画に関する規則第６条の規定に基づき、下記の事項について

貴審議会に諮問します。

記

諮問事項

（１）第７次羽曳野市総合基本計画基本構想の策定に関すること

（２）第３期羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること
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令和８年２月６日

羽曳野市長  山入端 創 様

羽曳野市総合基本計画等審議会

会 長  𠮷𠮷川 耕司

羽曳野市総合基本計画について（答申）

令和７年７月６日付け羽政政第 558号で諮問のありました第７次羽曳野市総合基本

計画基本構想の策定について、当審議会で慎重に審議を重ねてきた結果、別添のとお

り答申いたします。

なお、下記に付した意見を踏まえ、まちの将来像となる「魅力が息づき 未来を築

くまち はびきの ～みんなの想いがカタチになる どんどん良くなる羽曳野市～」

の実現に向け、適切に各施策を進めていただくことを要望いたします。

記

１．人口減少が避けられない状況において、経済規模の縮小・高齢化に対応すること

が重要となります。多様な主体との連携や資源等の有効活用といった創意工夫を凝

らし、市民一人ひとりのウェルビーイングの実現に向け、総合基本計画に掲げる各

施策を着実に取り組まれることを望みます。

２．市民協働・公民連携の推進、DXの推進、効率的な行財政運営の３つの視点を十分に

留意し各施策を推進されることを望みます。

３．基本計画の策定にあたっては、市民アンケートや市民ワーキング等で得た市民から

の意見について十分に配慮されることを望みます。

また、施策の進捗度合いを量ることのできる適切な成果指標を設定し、継続的な進

行管理を行うとともに、その結果を定期的に市民に周知し、市政の改善につなげられ

ることを望みます。
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令和８年２月６日

羽曳野市長  山入端 創 様

羽曳野市総合基本計画等審議会

会 長  𠮷𠮷川 耕司

第３期羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について（答申）

令和７年７月６日付け羽政政第 558 号で諮問のありました第３期羽曳野市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定について、当審議会で慎重に審議を重ねてきた結果、

別添のとおり答申いたします。

なお、下記に付した意見を踏まえ、まちの将来像となる「魅力が息づき 未来を築

くまち はびきの ～みんなの想いがカタチになる どんどん良くなる羽曳野市～」

に向け、適切に各施策を進めていただくことを要望いたします。

記

１．国の地方創生に関する総合戦略が掲げる「強い経済」、「豊かな生活環境」、「選ばれ

る地方」の実現という視点をもち、市民をはじめ、産業界・関係行政機関・教育機関・

金融機関・労働団体等の幅広い連携と協力のもと、人口規模が縮小しても経済成長し、

持続可能で魅力あるまちの実現に向けて取り組むことを望みます。

２．多様な主体とのパートナーシップの推進、AI 等のデジタル技術の活用・DX の推進

といった「横断的な視点」について十分留意し、各施策を推進されることを望みま

す。

３．まち・ひと・しごと創生総合戦略と関連する基本計画の策定にあたっては、施策の

進捗度合いを量ることのできる適切な成果指標を設定し、継続的な進行管理を行うと

ともに、その結果を定期的に市民に周知し市政の改善につなげられることを望みます
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第7次羽曳野市総合基本計画
第３期羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略

令和８年３月

羽曳野市
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